
項　　　目 評価 備　　　考

①

②

③

①

②

ＬＩＦＥへの登録
【　有　・　無　】

②

③

事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、.必要な体制の整備
を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施すること等の措置を講じてい
るか。　◆条例第３条第３項(省令第３条第３項)

※虐待防止に係る措置は、令和６年３月３１日まで努力義務(令和６年４月１
日より義務化)

責任者の所属・職名

研修等実施
【　有　・　無　】

▶ 責任者は事業所ごとに定めなくても差し支えない。（当該事業所があるケア
センター等又は法人単位で定めることも可能）

④

事業者は、サービスを提供するに当たっては、法第１１８条の２第１項に規定
する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行う
よう務めているか。◆条例第３条第４項(省令第３条第４項)

▶ サービスの提供に当たっては、法第118条の２第１項に規定する介護保険
等関連情報等を活用し、事業所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進すること
により、提供するサービスの質の向上に努めなければならないこととしたもの
である。
この場合において、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ：Ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ ｃａｒｅ Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ Ｆｏｒ Ｅｖｉｄｅｎｃｅ）」に情報を提出し、当該情報及び
フィードバック情報を活用することが望ましい（この点については、以下の他
のサービス種類についても同様とする。）。 ◆通知第３の一・４(1)

施設において、管理者その他の従業者(※)に城陽市暴力団排除条例第２条
第２号に掲げる暴力団員がいないか。◆条例第４４条第1項準用

施設は、その運営について、城陽市暴力団排除条例第２条第３号に掲げる
暴力団員等の支配を受けていないか。◆条例第４４条第２項準用

自主点検表　(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・従来型）　城陽市（令和5年7月）

点　　検　　内　　容

「自立支援」の視点から
サービスを提供しているか

入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着
型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めているか。◆条例
第１５２条第２項(省令第130条第2項)

第１　基本
方針等
　
１ 基本方針

明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行
い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事
業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提
供する者との密接な連携に努めているか。◆条例第１５２条第３項(省令第130条第3
項)

①

２　 一般原則
人権の擁護
及び虐待の

防止

事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った
サービスの提供に努めているか。◆条例第３条第１項(省令第３条第１項)

事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他
の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療
サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めているか。
◆条例第３条第２項(省令第３条第２項)

施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭
に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜
の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世
話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営
むことができるようにすることを目指すものとなっているか。◆条例第１５２条第１
項(省令第130条第1項)

３ 暴力団員
の排除

※ その他の従業者は、施設長その他のいかなる名称を有する者であるかを
問わず、それと同等以上の職にある者であって、利用者の利益に重大な影響
を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該事
業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。◆規則第
１０条準用
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

【常勤換算方法】
併設事業所への兼務者の
有・無
（有の場合）当該事業所の
勤務時間のみを勤務延時
間数に算入しているか
⇒（はい・いいえ）

□兼務について、同一事業
所又は併設される事業所
の職務と兼務が可能であ
ることを確認しているか。

【勤務延時間数】
常勤の従業者が勤務すべ
き時間数
週　　　　　　時間
１日　　　　　時間

第２　人員
に関する基
準

１　従業者の
員数

H14. 運営基準等に係るQ&A ／Ⅰ
   常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数
を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤
の従業者の員数に換算する方法」であり、また、「勤務延時間数」とは、「勤務表上、
当該事業に係るサービスの提供に従事する時間（又は当該事業に係るサービスの
提供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む））として明確に位置づけられて
いる時間の合計数」である。
    以上から、非常勤の従業者の休暇や出張（以下「休暇等」）の時間は、サービス
提供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含
めない。
なお、常勤の従業者の休暇等の期間についてはその期間が暦月で1月を超えるもの
でない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。

(２)　「勤務延時間数」
　勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係る
サービスの提供のための準備を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付
けられている時間の合計数とする。なお、従業者１人につき、勤務延時間数に参入
することができる時間数には、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時
間数を上限とすること。◆通知第２の２(2)

(３)　「常勤」
　当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従
業者が勤務すべき時間数（週32時間を下回る場合は、週32時間を基本とする。）に
達していることをいうものである。（育児・介護休業法による所定労働時間の短縮措
置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として
整っている場合は、例外的に常勤の従業者の勤務すべき時間数を週３０時間として
取り扱うことも可能）
　また、同一事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該
事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについ
ては、それぞれに係る勤務時間数の合計が常勤の従業者の時間数に達していれ
ば、常勤の要件を満たすものであることとする。◆通知第２の２(3)

(４)　「専ら従事する」、「専ら提供に当たる」
　原則として、サービスの提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しな
いことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従事者の当該
事業所における勤務時間をいうものであり、当該従事者の常勤・非常勤の別を問わ
ない。
　また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法
（昭和22年法律第49号）第65条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母
性健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業（以下「育児
休業」という。）、同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、同法第
23条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第24条第１項（第２号に
係る部分に限る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準
じて講ずる措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期間
において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者
を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能である
こととする。◆通知第２の２(4)

(１)　「常勤換算方法」
　当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤
務すべき時間数（週32時間を下回る場合は、週32時間を基本とする。）で除すことに
より、当該事業所の従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合の勤
務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延
べ数であり、例えば、指定小規模多機能型居宅介護事業所と指定認知症対応型共
同生活介護事業所を併設している場合であって、ある従業者が指定小規模多機能
型居宅介護事業所の従業者と指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者を
兼務する場合、指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の勤務時間数に
は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者としての勤務時間数だけを参入
するものであること。ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確
保等に関する法律（昭和47年法律第113号）第13条第１項に規定する措置（以下「母
性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労
働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）
第23条第１項、同条第３項又は同法第24条に規定する所定労働時間の短縮等の措
置（以下「育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じら
れている場合、30時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従
業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする◆通
知第２の２(1)
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

②

２　医師 配置状況
常勤　　非常勤
兼務　　有　　　無

①
配置状況
常勤　　非常勤
兼務　　有　　　無

②

資格
ア　　イ　　ウ

①
総数（常勤換算）　　　人

③
配置状況
常勤　　人　　非常勤　　人
兼務　　有　　　無

④
配置状況
常勤　　人

⑤

　　　　      　　有                        無

①の入所者の数は、前年度の平均値（新規指定の場合は、推定数）としてい
るか。◆規則第４７条第２項（省令第131条第2項)

　注　地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型）

３　生活相談
員

４　介護職員
又は看護職
員

常勤の者（サテライト型居住施設を除く。）を１以上配置しているか。◆規則第４
７条第１項第２号（省令第131条第1項第2号)

②

看護職員のうち、１人以上は、常勤の者か。（サテライト型居住施設を除く。）
◆規則第４７条第７項（省令第131条第7項)

▶ 前年度の平均値は、当該年度の前年度（毎年４月から翌年３月）の平均を
用いる。この場合、入所者数の平均は、前年度の全入所者の延べ数を当該
前年度の日数で除して得た数とする。この平均入所者数の算定に当たって
は、小数点第２位以下を切り上げる。（前年度実績が１年未満の場合は、別
の算定方法による。）◆通知第２の２(５)①

介護職員のうち、１人以上は、常勤の者か。◆規則第４７条第６項 （省令第131条第6
項)

従業者は、専ら当該施設の職務に従事（専従）する者か。◆規則第４７条第３項
（省令第131条第3項)

　　　　ＹＥＳ

①

         Ｎ Ｏ

入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数となってい
るか。◆規則第４７条第１項第１号（省令第131条第1項第1号)

①の算定に用いた入所者
数
　
        (　　   　　　)人

看護職員の数は１以上となっているか。◆規則第４７条第1項第３号（省令第131条第1
項第3号)

次のいずれかに該当する者であって、介護サービス、保健医療サービス又は
福祉サービスを提供する事業所において、実務経験として、常勤の場合はお
おむね２年以上、非常勤の場合はおおむね４００日以上の職歴を有する者で
あるか。◆要綱第６条第１項第２号

ア　社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当（社会福祉主事任用資
格）する者
イ　介護支援専門員
ウ　介護福祉士

 ア　入所者の処遇についての支障　　　　有　　無

イ 介護職員（介護の業務に従事する看護職員を含む。）の併設施設（注）の
兼務

　　（ＮＯのとき）

事務職を除く従業者の３割以上の者が、介護サービス、保健医療サービス又
は福祉サービスを提供する事業所等において、実務経験として、常勤の場合
はおおむね２年以上、非常勤の場合は勤務日数がおおむね４００日以上の
職歴を有する者であるか。◆要綱第６条第１項第３号

介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が３又はそ
の端数を増すごとに１以上としているか。◆規則第４７条第1項第３号（省令第131条第
1項第3号)
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

５　栄養士又
は管理栄養
士

配置状況【　有　・　無　】
栄養士　　　　　　人
管理栄養士　　　人

①
配置数　　人
兼務　　　有　　　無

ア　有資格者を配置
資格

イ　生活相談員又は介護
職員が兼務

① 配置数

常勤　　　人
（兼務　　有　　　無　）

非常勤　　　人
（兼務　　有　　　無　）

居室の定員　　　　人

② 床面積　　　㎡以上

③

▶　「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能
力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔
道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とする。ただし、利
用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、
当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。
◆通知第３七２(５)

６　機能訓練
指導員

７ 介護支援
専門員

②

②

１以上となっているか。◆規則第４７条第1項第６号（省令第131条第1項第6号)

▶ この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門
員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤
換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る
勤務時間として算入することができる ◆通知第第３七２(６)

ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定地域密着型介護老人
福祉施設の他の職務に従事することができる。◆規則第４７条第1１項（省令第131条
第11項)

専らその職務に従事する常勤の者か。

▶ 居宅介護支援事業者との兼務は認められない。ただし、増員に係る介護
支援専門員についてはこの限りでない。◆通知第第３七２(６)

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を
有する者か。◆規則第４７条第９項（省令第131条第9項)

▶　同一の者が３種類を超える職務を兼務しないこと。◆要綱第６条第１項第４号

①

１の居室の定員は、１人となっているか。ただし、入所者の介護の提供上必
要と認められる場合は、２人とすることができる。◆規則第４８条第１項第１号ア（省
令第132条第1項第1号イ）

第３　設備
に関する基
準

１　居室

入所者１人当たりの床面積は、１０．６５平方メートル以上となっているか。◆
規則第４８条第１項第１号イ（省令第132条第1項第1号ロ）

＜経過措置＞
平成２６年４月１日（以下「基準日」という。）前において法に基づく指定介護老
人福祉施設の人員等の基準等に関する条例（平成２４年京都府条例第２９
号）附則第７項及び第８項の規定の適用を受けている者のうち、基準日以後
に入所定員の減少により指定地域密着型介護老人福祉施設となったものに
ついては、１の居室の定員を４人以下とする。◆規則　附則２

ブザー又はこれに代わる設備を設けているか。◆規則第４８条第１項第１号ウ（省令
第132条第1項第1号ハ）

１以上となっているか。
ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ること
により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待するこ
とができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士又は管
理栄養士を置かないことができる。◆規則第４７条第1項第４号（省令第131条第1項第4
号)

▶ 「他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることによ
り当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することが
できる場合であって、入所者の処遇に支障がないとき」とは、隣接の他の社
会福祉施設や病院等の栄養士又は管理栄養士との兼務や地域の栄養指導
員（健康増進法（平成14年法律第103号）第19条に規定する栄養指導員をい
う。）との連携を図ることにより、適切な栄養管理が行われている場合である
こと。◆通知第３七２(４)

１以上となっているか。（当該事業所の他の職務に従事することは差し支えな
い。）◆規則第４７条第1項第５号（省令第131条第1項第5号)
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

２　静養室

３　浴室

①

②

①

①

②

①

②

８ 廊下

９ 消火設備
等

７　食堂及び
機能訓練室

前記（１～９）に掲げる設備は、当該施設（併設ショート含む。）が専用している
か。　◆規則第４８条第２項（省令第132条第2項）

　　　　　　　　　ＹＥＳ　　　ＮＯ（共用有）

共用設備・共用先

６　医務室

４　洗面設備

要介護者が使用するのに適したものとなっているか。◆規則第４８条第１項第４号
（省令第132条第1項第4号)

入所者を診療するために必要な医薬品及び医療用具を備えるほか、必要に
応じて臨床検査設備を設けているか。 ◆規則第４８条第１項第６号（省令第132条第1
項第6号）

幅が 1.5㍍以上（中廊下は1.8㍍以上）となっているか。 ◆規則第４８条第１項第8号

（省令第132条第1項第8号）

▶ 「中廊下」とは、廊下の両側に居室、静養室等入所者の日常生活に直接使
用する設備のある廊下をいう。

必要な備品を備えているか。◆規則第４８条第１項第７号（省令第132条第1項第7号）

居室のある階ごとに設けること。◆規則第４８条第１項第４号（省令第132条第1項第4号)

居室に近接して設けているか。◆規則第４８条第１項第５号（省令第132条第1項第5号)

医療法に規定する診療所となっているか。◆規則第４８条第１項第６号（省令第132条
第1項第6号）

②

ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適
したものとなっているか。◆規則第４８条第１項第５号（省令第132条第1項第5号)

要介護者が入浴するのに適したものとなっているか。◆規則第４８条第１項第３号
（省令第132条第1項第3号）

介護職員室又は看護職員室に近接して設けているか。◆規則第４８条第１項第２
号（省令第132条第1項第2号）

５　便所等

▶ 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画の事務室等の設
置が必要とされる場合の面積は、原則として７.４平方メートル以上を標準とす
ること。◆要綱第６条第２項第１号

▶ 便所等の面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の
持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮するもの
とする。◆通知第３七３(１)

10 その他

…ＮＯのとき…
入所者の処遇への支障　　有　　無

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けているか。◆規則第４８

条第１項第９号（省令第132条第1項第9号）

▶　必要な設備とは、消防法その他の法令等に規定された設備を示しており、
それらの設備を確実に設置しなければならないものである。◆通知第３の２の２
(３)準用

それぞれ必要な広さを有するとともに、その合計面積が３平方㍍に入所定員
を乗じて得た面積以上となっているか。 ただし、食事の提供又は機能訓練を
行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保
できるときは、同一の場所とすることができる。◆規則第４８条第１項第７号（省令第
132条第1項第7号）

密着特養（従来型）(Ｒ５年７月)・城陽市　5



項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

②

３ サービス提
供困難時の
対応

事例【　有　・　無　】

あれば対応内容

①
確認方法(申請時にコピー
等)

②

記載例があるか。あれば当
該事例の計画を確認

①

②

６　入退所

①

事例の
【　有　・　無　】
あれば対応内容

過去１年間に利用申し込み
を断った事例
【　有　・　無　】

上記有の場合の理由
(                         )

▶ 特に、要介護（支援）度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否して
いないか。サービス提供を拒む場合の正当な理由とは、次の場合である。
◆通知第３一４(3)準用

ア 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
イ 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場
合
ウ その他利用申込者に対し、自ら適切なサービスを提供することが困難な場
合

要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の
有効期間の満了日の３０日前には行われるよう必要な援助を行っているか。
◆条例第１４条第２項準用（省令第３条の１１第２項準用）

入所の際に、要介護認定を受けていない入所申込者については、介護認定
の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合
は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な
援助を行っているか。◆条例第１４条第１項準用（省令第３条の１１第１項準用）

事例の【　有　・　無　】
あれば対応内容

最新の重用事項説明書で
内容確認
利用申込者の署名等があ
るもので現物確認

苦情申立窓口に記載漏れ
がないか
　□城陽市高齢介護課
　(通常の事業の実施区域)

  □国民健康保険連合会

運営規程と不整合はない
か
　□職員の員数
　□営業日・営業時間
　□通常の事業実施地域
　□利用料・その他費用

第４　運営
に関する基
準

１ 内容及び
手続の説明
及び同意 ①

サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその 家族に対
し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービス
の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、
当該提供の開始について入所申込者の同意を得ているか。 ◆条例第１０条第１
項準用（省令第３条の７第１項準用）

▶ 利用申込者又はその家族から申出があった場合には、文書の交付に代え
て電磁的方法により提供することも可。◆条例第１０条第２項準用（省令第３条の７第２
項準用）

４　受給資格
等の確認

２ 提供拒否
の禁止

５　 要介護認
定の申請に
係る援助

身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要としかつ、居
宅においてこれを受けることが困難な者に対し、施設サービスを提供している
か。 ◆条例第１５７条第１項(省令第134条第1項)

同意は書面によって確認しているか。◆通知第３一４(２)準用

被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意
見に配慮してサービスを提供するよう努めているか。◆条例第１３条第２項準用（省
令第３条の１０第２項準用）

サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によっ
て、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめ
ているか。◆条例第１３条第１項準用（省令第３条の１０第１項準用）

入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切
な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は
介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やか
に講じているか。◆条例第１５６条(省令第１３３条)

正当な理由なくサービスの提供を拒んでいないか。
◆条例第１１条準用 (省令第３条の８準用)

 ▶　 重要事項を記した文書の内容は以下のとおりである。◆通知第３一４(２)①準

用

 ア 運営規程の概要
 イ 従業者の勤務体制
 ウ 事故発生時の対応
 エ 苦情処理の体制
 オ　提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近
の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)  等
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

②

③

④

⑤

⑥

⑦

①

保険者証への記載
【　有　・　無　】

②

記録の確認。記載がなけ
れば提供なしとみなす。

８ 利用料等
の受領

領収書等で負担割合を確
認できるか

償還払い対象で１０割徴収
の事例
【　有　・　無　】

法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際に入所者から支
払を受ける利用料の額と、地域密着型介護サービス費用基準額との間に不
合理な差額が生じないようにしているか。◆条例第１５９条第２項(省令第136条第2項)

入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅に
おいて日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討している
か。◆条例第１５７条第４項(省令第134条第4項)

入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する
照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の
利用状況等の把握に努めているか。◆条例第１５７条第３項(省令第134条第3項)

①

②

上記の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専
門員等の従業者の間で協議しているか。◆条例第１５７条第５項(省令第134条第5項)

入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場
合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、施設サービスを受
ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めて
いるか。◆条例第１５７条第２項(省令第134条第2項)

▶ こうした優先的な入所の取扱いについては、透明性及び公平性が求めら
れることに留意すべきこと。◆通知第３七４(1)②

＜経過措置＞
注 施行法第１３条第３項に規定する要介護旧措置入所者にあっては、同項
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

▶　一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはならな
い。◆通知第３七４(３)①(通知第３一４(１３)①参照)

入所者の退所に際しては、、居宅サービス計画の作成等の援助に資するた
め、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サー
ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。◆条例
第１５７条第７項(省令第134条第7項)

入所に際しては入所年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名
称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載している
か。◆条例第１５８条第１項(省令第135条第1項)

７ サービス
の提供の記
録

法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際には、入所者から
利用料の一部として、地域密着型介護サービス費用基準額（注）から当該施
設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を
受けているか。◆条例第１５９条第１項(省令第136条第1項)

サービスを提供した際には、提供した具体的なサービス内容等を記録してい
るか。◆条例第１５８条第２項(省令第135条第2項)

▶　 サービスの提供日、提供した具体的なサービスの内容、入所者の心身の
状況その他必要な事項を記録しなければならない。◆通知第３七４(2)

心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営
むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、退
所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必
要な援助を行っているか。◆条例第１５７条第６項(省令第134条第6項)

▶ 安易に施設側の理由により退所を促すことのないよう留意すること。◆通知
第３七４(1)⑤

密着特養（従来型）(Ｒ５年７月)・城陽市　7



項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

左記アからカの費用の支
払いを受けている利用者
（　　　　　　　）人中
同意書
（　　　　　　　）人分有

③

④

イ　居住に要する費用　◆規則第４９条第１項第２号(省令第136条第3項第2号)

（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に
支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（注１)
（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わ
り当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第２項
第２号に規定する居住費の負担限度額（注２））を限度とする。)
　＜経過措置＞
注１ 施行法第１３条第５項に規定する特定要介護旧措置入所者に係る居住
費の基準額については、同項第２号に規定する居住費の特定基準費用額
注２ 施行法第１３条第５項に規定する特定要介護旧措置入所者に係る居住
費の負担限度額については、同項第２号に規定する居住費の特定負担限度
額

エ 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提
供を行ったことに伴い必要となる費用◆規則第４９条第１項第４号(省令第136条第3項
第4号)

ア　食事の提供に要する費用　◆規則第４９条第１項第１号(省令第136条第3項第1号)

（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に
支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（注１)
（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わ
り当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第２項
第１号に規定する食費の負担限度額（注２））を限度とする。)
　＜経過措置＞
注１ 施行法第１３条第５項に規定する特定要介護旧措置入所者に係る食費
の基準額については、同項第１号に規定する食費の特定基準費用額
注２ 施行法第１３条第５項に規定する特定要介護旧措置入所者に係る食費
の負担限度額については、同項第１号に規定する食費の特定負担限度額

上記①、②の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額以外の支払を利
用者から受けていないか。◆条例第１５９条第３項(省令第136条第3項)

カ アからオまでに掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必
要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認め
られるもの◆規則第４９条第１項第６号(省令第136条第3項第6号)

▶ 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名
目による費用の支払を受けることは認めれない。◆通知第３七４(3)②

▶ カの費用の具体的な範囲については、別に通知された「通所介護等にお
ける日常生活に要する費用の取扱いついて（平成12年3月30日老企第54
号）」(資料編3頁参照）に沿って適切に取り扱うこと。◆通知第３七４(3)②(通知第３
一４(１３)③参照)

③のアからエまでの費用については、「居住、滞在及び食事の提供に係る利
用料等に関する指針」及び「厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特
別な居室等の提供に係る基準」等の定めるところによっているか。◆規則第４９

条第２項(省令第136条第4項)

　　…厚生労働大臣が定める指針・基準…
① 居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針

（平成17年厚生労働省告示第419号）
　② 　厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係
る基準（平成12年3月30日厚生労働省告示第123号）

ウ 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する 特別な居室の
提供を行ったことに伴い必要となる費用◆規則第４９条第１項第３号(省令第136条第3
項第3号)

オ　理美容代◆規則第４９条第１項第５号(省令第136条第3項第5号)
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

　
⑤

⑥

⑦

９ 保険給付
の請求のた
めの証明書
の交付

法定代理受領サービス以
外の利用者
【　有　・　無　】

①

②

③

④

⑤

⑥

・委員会記録
（３月に１回以上）

過去1年間に身体的拘束を
行った件数
(　　　　　　)件中
身体拘束の記録
(　　　　　　)件分有
身体的拘束廃止への取組
【　有　・　無　】

▶　 当該同意については、入所者及び事業者双方の保護の立場から、当該
サービスの内容及び費用の額を明示した文書に、入所者の署名を受けること
により行うものとする。
▶　この同意書による確認は、入所の申込時の重要事項説明に際して包括的
な同意を得ることで足りるが、以後当該同意書に記載されていない日常生活
費等について別途受領する必要が生じたときは、その都度、同意書により確
認するものとする。
▶　アからカまでに掲げる費用に係るサービス以外のもので個人の希望を確
認した上で提供されるものについても、同様の取扱いが適当である。 ◆「介護
保険法等における日常生活費等の受領について（平成12年3月30日厚生労働省課長通知）」（資
料編参照）の要旨

領収証には、サービス提供について支払を受けた費用の額のうち、①の額、
食事の提供に要した費用の額及び居住に要した費用の額並びにその他の費
用の額を区分して記載し、その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費
用ごとに区分して記載しているか。 ◆法施行規則第６５条準用

サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身
体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者
の行動を制限する行為を行っていないか。◆条例第１６０条第４項(省令第137条第4
項)

上記④の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所
者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか。◆条例第１６
０条第５項(省令第137条第5項)

従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はそ
の家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っ
ているか。◆条例第１６０条第３項(省令第137条第3項)
▶ 処遇上必要な事項とは、施設サービス計画の目標及び内容並びに行事

及び日課等も含むものである。◆通知第３七４(4)①

 
10  地域密着
型介護老人
福祉施設入
所者生活介
護の取扱方
針

③の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又は
その家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明
を行い、入所者の同意を得ているか。(アからエまでに掲げる費用に係る同意
については、文書によるものとする。）◆規則第４９条第３項(省令第136条第5項)

身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。◆条例第１
６０条第６項(省令第137条第6項)

ア 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(※テレビ電話装置
等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するととも
に、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。
◆条例第１６０条第６項第１号(省令第137条第6項第1号)

法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の支払を受けた
場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を
記載したサービス提供証明書を利用者に交付しているか。◆条例第２３条準用(省
令第3条の20準用）

地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は
悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を
妥当適切に行っているか。◆条例第１６０条第１項(省令第137条第1項)

地域密着型施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよ
う配慮して行っているか。◆条例第１６０条第２項(省令第137条第2項)

サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、⑦ の領収証を
交付しているか。◆法第４１条第８項

密着特養（従来型）(Ｒ５年７月)・城陽市　9



項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

・指針の確認
（左記の項目が盛り込まれ
ているか）

・研修の実施
（年２回以上）

⑦

自主点検
【　有　・　無　】
第三者評価受検
【　有　・　無　】

ウ 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研
修(※)を定期的に実施しているか。◆条例第１６０条第６項第３号(省令第137条第6項第

3号)

※　身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修◆通知第３七４(４)⑤

介護職員その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修
の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普
及・啓発するとともに、当該指定地域密着型介護老人福祉施設における指針
に基づき、適正化の徹底を行うものとする。職員教育を組織的に徹底させて
いくためには、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が指針に基づいた研
修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規
採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要であ
る。

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施
は、職員研修施設内での研修で差し支えない。

自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図っている
か。◆条例第１６０条第７項(省令第137条第7項)

イ　身体的拘束等の適正化のための指針(※)を整備しているか。
◆条例第１６０条第６項第２号(省令第137条第6項第2号)

※身体的拘束等の適正化のための指針◆通知第３七４(４)④
指定地域密着型介護老人福祉施設が整備する「身体的拘束等の適正化の

ための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。
① 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
② 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項
③ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
④ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基
本方針
⑤ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
⑥ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
⑦ その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

※身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会◆通知第３七４(４)③

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、幅広い職
種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相
談員）により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするととも
に、専任の身体的拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必
要である。

なお、身体的拘束適正化検討委員会は、関係する職種、取り扱う事項等が
相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体
的に設置・運営することとして差し支えない。身体的拘束適正化検討委員会
の責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。また、身体的拘束適正
化検討委員会には、第三者や専門家を活用することが望ましく、その方策と
して、精神科専門医等の専門医の活用等が考えられる。

また、身体的拘束適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行う
ことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・
介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚
生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する
こと。

指定地域密着型介護老人福祉施設が、報告、改善のための方策を定め、
周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、施設全体で情報共
有し、今後の再発防止につなげるたのものであり、決して従業者の懲罰を目
的としたものではないことに留意することが必要である。
   具体的には、次のようなことを想定している。
① 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。
② 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景
等を記録するとともに、①の様式に従い、身体的拘束等について報告するこ
と。
③ 身体的拘束適正化検討委員会において、②により報告された事例を集計
し、分析すること。
④ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身
体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策
を検討すること。
⑤ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
⑥ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

①
施設サービス計画の作成
者
（　　　　　　　）

②

住民の自発的な活動等の
計画への位置付け【有・
無】

④

【アセスメント】
・頻度・時期
　（　　　　　　　）
・記録【有・無】
・ツール
　（　　　　　　　）

▶ サービス計画原案には、入所者及びその家族の生活に対する意 向及び総
合的な援助の方針並びに生活全般の解決すべき課題に加え、各種サービス
（機能訓練、看護、介護、食事等）に係る目標を具体的に設定し記載するこ
と。◆通知第３七４(5)⑤

③

▶ サービスの内容には、当該施設の行事及び日課等も含む。

▶ さらに、提供される施設サービスについて、その長期的な目標及びそれを
達成するための短期的な目標並びにそれらの達成時期等を明確に盛り込
み、当該達成時期にはサービス計画及び提供したサービスの評価を行い得
るようにすること。

⑤

▶課題分析とは、入所者の有する日常生活上の能力や入所者を取り巻く環境
等の評価を通じて入所者が生活の質を維持・向上させていく上で生じている
問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように
支援する上で解決すべき課題を把握することであり、入所者の課題を客観的
に抽出するための手法として合理的なものと認められる適切な方法を用いな
ければならないものである。

計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメ
ントの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族
の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、
介護の目標及びその達成時期、介護の内容、介護を提供する上での留意事
項等を記載したサービス計画の原案を作成しているか。◆条例第１６１条第５項(省
令第138条第5項)

サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下 「計画担当介
護支援専門員」という。）は、サービス計画の作成に当たっては、入所者の日
常生活全を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動による
サービス等の利用も含めてサービス計画上に位置付けるよう努めているか。
◆条例第１６１条第２項(省令第138条第2項)

▶ 地域密着型施設サービス計画の作成にあたっては、厚生労働省「人生の
最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考
にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアが実施できるよう、多職種が連携
し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。

計画担当介護支援専門員は、③の解決すべき課題の把握（以下「アセスメン
ト」という。）に当たっては、入所者及びその家族に面接して行っているか。こ
の場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びそ
の家族に対して十分に説明し、理解を得ているか。◆条例第１６１条第４項(省令第
138条第4項)

▶ サービス計画は、個々の入所者の特性に応じて作成されることが重要で
ある。このため計画担当介護支援専門員は、サービス計画の作成に先立ち
入所者の課題分析を行わなければならない。◆通知第３七４(5)③

管理者は、介護支援専門員にサービス計画の作成に関する業務を担当させ
ているか。◆条例第１６１条第１項(省令第138条第1項)

計画担当介護支援専門員は、サービス計画の作成に当たっては、適切な方
法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評
価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常
生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握している
か。◆条例第１６１条第３項(省令第138条第3項)

11　地域密着
型施設サー
ビス計画の作
成
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

⑧

【計画交付】
交付記録【有・無】

▶ 入所者の解決すべき課題の変化は、入所者に直接サービスを提供する他
のサービス担当者により把握されることも多いことから、計画担当介護支援
専門員は、他のサービス担当者と緊密な連携を図 り、入所者の解決すべき
課題の変化が認められる場合には、円滑に連絡が行われる体制の整備に努
めなければならない。◆通知第３七４(5)⑨

【原案の作成】
利用者
　　　人中
介護計画
　　　人分有
【入所者同意】
利用者
　　　人中
同意の署名等
　　　人分有

【計画の見直し（モニタリン
グ）】
・頻度・時期
（　　　　　　　）
・記録【有・無】

計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者介護の提供に当
たる他の担当者を召集して行う会議をいう。テレビ電話装置等を活用して行う
ことができるものとする。ただし、入所者又はその家族が参加する場合にあっ
ては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければ
ならない。)の開催、担当者に対する照会等により、当該サービス計画の原案
の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めているか。◆
条例第１６１条第６項(省令第138条第6項)

⑦

▶他の担当者とは、医師、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導
員及び栄養士等の当該入所者の介護及び生活状況等に 関係する者を指
す。

計画担当介護支援専門員は、サービス計画の作成後、サービス計画の実施
状況の把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要
に応じてサービス計画の変更を行っているか。◆条例第１６１条第９項(省令第138条
第9項)

▶ 説明及び同意を要するサービス計画原案とは、いわゆる施設サービス計画
書の第１表及び第２表（平成11年11月12日老企第29号「介護サービス計画
書の様式及び課題分析標準項目の提示について」に示す標準様式を指す。）
に相当するものを指す。
▶ 必要に応じて入所者の家族に対しても説明を行い同意を得ることが望まし
い。◆通知第３七４(5)⑦

計画担当介護支援専門員は、サービス計画を作成した際には、当該サービ
ス計画を入所者に交付しているか。◆条例第１６１条第８項(省令第138条第8項)

⑥

⑨

⑩

▶ 計画担当介護支援専門員は、入所者の状態を分析し、複数職種間で直接
に意見調整を行う必要の有無について十分見極める必要がある。◆通知第３七
４(5)⑥

▶ サービス担当者会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの
とする。ただし、利用者又はその家族（以下この⑥において「利用者等」とい
う。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利
用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当
たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者におけ
る個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シ
ステムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

計画担当介護支援専門員は、サービス計画の原案の内容について入所者又
はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得ているか。◆条例第
１６１条第７項(省令第138条第7項)

▶ 入所者の希望する軽微な変更を行う場合には、この必要はないが、この場
合においても計画担当介護支援専門員が入所者の解決すべき課題の変化
に留意することが重要である。◆通知第３七４(5)⑪

前記⑨に規定するサービス計画の変更に当たっては、前記②から⑧の取り
扱いに準じて行っているか。◆条例第１６１条第１２項(省令第138条第12項)
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

⑫

【更新･区変時の担当者会
議開催等】
・記録【有・無】

12　介護 ①

③

計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者
会議の開催、担当者に対する照会等により、サービス計画の変更の必要性
について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めているか。◆条例第１６

１条第11項(省令第138条第11項)

ア 入所者が要介護更新認定を受けた場合
イ 入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
◆規則第５０条第２項

ア 褥瘡のハイリスク者（日常生活自立度が低い入所者等）に対し、褥瘡予防
のための計画の作成、実践ならびに評価をする。
イ 施設において、専任の施設内褥瘡予防対策を担当する者（看護師が望ま
しい） を決めておく。
ウ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等からなる褥瘡対策チームを設
置する。
エ 当該施設における褥瘡対策のため指針を整備する。
オ 介護職員等に対し、褥瘡対策に関する施設内職員継続教育を実施する。

褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための
体制を整備しているか。◆条例第１６２条第５項(省令第139条第5項)

④

介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の
心身の状況に応じて、適切な技術を持って行われているか。◆条例第１６２条第１
項(省令第139条第1項)

１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきを行っ
ているか。◆条例第１６２条第２項(省令第139条第2項)

▶ 施設において褥瘡の予防のための体制を整備するとともに、介護職員等が
褥瘡に関する基礎的知識を有し、日常的なケアにおいて配慮することにより、
褥瘡発生の予防効果向上させることを想定している。例えば、次のようなこと
が考えられる。 また、施設外の専門家による相談、指導を積極的に活用する
ことが望ましい。◆通知第３七４(6)⑤

②
▶ 入浴の実施に当たっては、事前に健康管理を行い、入浴することが困難な
場合は、清しきを実施するなど入所者の清潔保持に努めること。◆通知第３七４
(6)②

⑪
▶「定期的に」の頻度については、入所者の心身の状況等に応じて適切に判
断するものとする。
▶ 特段の事情とは、入所者の事情により、入所者に面接すること ができない
場合を主として指すものであり、計画担当介護支援専 門員に起因する事情
は含まれない。
▶ 当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておく
こと。
◆通知第３七４(5)⑩

▶ 心身及び活動の状況に適したおむつを提供するとともに、おむつ交換は入
所者の排せつ状況を踏まえて実施するものとする。◆通知第３七４(6)④

計画担当介護支援専門員は、計画実施状況の把握（以下「モニタリング」とい
う。）に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に
行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。
◆条例第１６１条第10項(省令第138条第10項)
 ア 定期的に入所者に面接すること。
 イ 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
◆規則第５０条第１項

⑤

入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立
について必要な援助を行っているか。◆条例第１６２条第３項(省令第139条第3項)

おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えているか。◆
条例第１６２条第４項(省令第139条第4項)
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

⑧

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

14 相談及び
援助

⑥

入所者に対し、前記①から⑤のほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に
行っているか。◆条例第１６２条第６項(省令第139条第6項)

…栄養食事相談…
入所者に対しては適切な栄養食事相談を行っているか。◆通知第３七４(7)⑥

13　食事

⑦

②　入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しているか。
◆条例第１６３条第２項(省令第140条第2項)

▶ 常時１人以上の介護職員を従事させればよいこととしたものであり、非常
勤の介護職員でも差し支えない。◆通知第３七４(6)⑦

① 栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提
供しているか。◆条例第１６３条第１項(省令第140条第1項)

入所者に対し、その負担により、当該施設の従業者以外の者による介護を受
けさせていないか。◆条例第１６２条第８項(省令第139条第8項)

…業務の委託…
食事の提供に関する業務を委託している場合は、当該施設において次の体
制等が整備されているか。◆通知第３七４(7)④

▶栄養管理、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理、労働
衛生管理について施設自らが行う等、当該施設の管理者が業務遂行上必要
な注意を果たし得るような体制と契約内容により、食事サービスの質が確保
されていること。

常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、
入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言
その他の援助を行っているか。◆条例第１６４条(省令第141条)

…食事内容の検討…
食事内容については、当該施設の医師、又は栄養士を含む会議において検
討が加えられているか。◆通知第３七４(7)⑦

常時１人以上の介護職員を介護に従事させているか。◆条例第１６２条第７項(省
令第139条第7項)

▶ 入所者にとって生活の場であることから、通常の１日の生活の流れに沿っ
て、日常生活上の世話を適切に行うものとする。◆通知第３七４(6)⑥

…居室関係部門と食事関係部門 との連携…
食事提供については、入所者の嚥下や咀嚼の状況、食欲など心身の状態等
を当該入所者の食事に的確に反映させるために、居室関係部門と食事関係
部門との連絡が十分とられているか。◆通知第３七４(7)⑤

…食事の提供…
入所者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々の入所者の栄養状態に応じ
た栄養管理を行うように努めるとともに、摂食・嚥下機能その他の入所者の
身体の状況や、食形態、嗜好等にも配慮した適切な栄養量及び内容としてい
るか。また、入所者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行わ
れるよう努めているか。◆通知第３七４(7)①

…調理…
調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明
らかにしているか。また、 病弱者に対する献立については、必要に応じ、医
師の指導を受けているか。◆通知第３七４(7)②

…適時の食事の提供…
食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６時以降とすることが望ましい
が、早くても午後５時以降としているか。◆通知第３七４(7)③
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

17　栄養管理

栄養ケア計画の作成
【　有　　・　　無　　】

②

入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、そ
の者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得
て、代わって行っているか。◆条例第１６５条第２項(省令第142条第2項)

入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことが
できるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行っているか。◆条
例第１６６条の２(省令第１４３条の２)

▶ 入所者に対する栄養管理について、令和３年度より栄養マネジメント加算を
廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うことを踏まえ、管理
栄養士が、入所者の栄養状態に応じて、計画的に行うべきことを定めたもの
である。
▶ ただし、栄養士のみが配置されている施設や栄養士又は管理栄養士を置
かないことができる施設については、併設施設や外部の管理栄養士の協力
により行うこととする。◆通知第３七４(１１)

▶　栄養管理について、以下の手順により行うこととする。◆通知第３七４(１１)

ア 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医
師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの
摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成すること。栄養
ケア計画の作成に当たっては、地域密着型施設サービス計画との整合性を
図ること。なお、栄養ケア計画に相当する内容を地域密着型施設サービス計
画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えるこ
とができるものとすること。

▶ 入所者が自らの趣味又は嗜好に応じた活動を通じて充実した日常生活を
送ることができるよう努めること。◆通知第３七４(9)①

入所者に対し、心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を
改善し、又はその減退を防止するために訓練を行っているか。◆条例第１６６条
(省令第143条)

16 機能訓練

▶ 機能訓練室における機能訓練に限るものではなく、日常生活の中での機能
訓練やレクリエーション、行事の実施等を通じた機能訓練を含むものであり、
これらについても十分に配慮しなければならない。◆通知第３七４(10)

▶ 入所者の家族に対し、当該施設の会報の送付、当該施設が実施する行事
への参加の呼びかけ等によって入所者とその家族との交流の機会を確保す
るように努めなければならない。 ◆通知第３七４(9)③

①

15 社会生活
上の便宜の
供与等

▶ 入所者と家族の面会の場所や時間等についても、利便に配慮したものとす
るよう努めなければならない。◆通知第３七４(9)③

教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を
行っているか。◆条例第１６５条第１項(省令第142条第1項)

▶ 郵便、証明書等の交付申請等、入所者が必要とする手続き等について入
所者又はその家族が行うことが困難な場合は、原則としてその都度、その者
の同意を得た上で代行しなければならない。◆通知第３七４(9)②

常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の
機会を確保するよう努めているか。◆条例第１６５条第３項(省令第142条第3項)

③

▶ 特に金銭に係るものについては書面等をもって事前に同意を得るとともに、
代行した後はその都度本人に確認を得ること。◆通知第３七４(9)②

④

入所者の外出の機会を確保するよう努めているか。◆条例第１６５条第４項(省令第
142条第4項)

▶ 入所者の生活を当該施設内で完結させてしまうことのないよう入所者の希
望や心身の状況を踏まえながら、買物や外食、図書館や公民館等の公共施
設の利用、地域の行事への参加、友人宅の訪問、散歩など、入所者に多様
な外出の機会を確保するよう努めなければならない。◆通知第３七４(9)④
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

18　口腔衛生
の管理

介護職員に対する助言及
び指導
【　有(　　回)　・　　無　】
※年２回以上

計画の作成
【　有　　・　　無　】

19 健康管理

20 入所者の
入院期間中
の取り扱い

▶　基準第143条の３は、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者に対す
る口腔衛生の管理について、令和３年度より口腔衛生管理体制加算を廃止
し、基本サービスとして行うことを踏まえ、入所者の口腔の健康状態に応じ
て、以下の手順により計画的に行うべきことを定めたものである。◆通知第３七４
(１２)

②　①の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の
口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的
に当該計画を見直すこと。なお、口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する
内容を地域密着型施設サービス計画の中に記載する場合はその記載をもっ
て口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代えることができるものとするこ
と。

イ　助言を行った歯科医師
ロ　歯科医師からの助言の要点
ハ　具体的方策
ニ　当該施設における実施目標
ホ　留意事項・特記事項

③　医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対す
る口腔清掃等に係る技術的助言及び指導又は②の計画に関する技術的助
言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実
施時間以外の時間帯に行うこと。

イ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い、栄養管理を行うとともに、入所者の栄
養状態を定期的に記録すること。

ウ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて
当該計画を見直すこと。

エ 栄養ケア・マネジメントの実務等については、「リハビリテーション・個別機
能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務
処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16日老認発0316第３
号、老老発0316第２号）第４において示されているので、参考にすること。

※栄養管理に係る規定は、令和６年３月３１日まで努力義務(令和６年４月１日より
義務化)

▶ 「退院することが明らかに見込まれるとき」に該当するか否かは、入所者の
入院先の病院又は診療所の当該主治医に確認するなどの方法により判断す
ること。◆通知第３七４(１４)①

入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入
院後おおむね３月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者
及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するととも
に、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該施設に円滑に入
所することができるようにしているか。◆条例第１６８条(省令第145条)

入所者の口腔くうの健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができ
るよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の
管理を計画的に行っているか。◆条例第１６６条の３(省令第１４３条の３)

※口腔衛生の管理に係る規定は、令和６年３月３１日まで努力義務(令和６年４月１
日より義務化)

①　当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士
が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び
指導を年２回以上行うこと。

　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.３ 問８０
　口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、協力歯科医療機関の歯科医
師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握している歯科医師又は歯科
医師の指示を受けた歯科衛生士を想定している。

施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応
じて健康保持のための適切な措置を採っているか。◆条例第１６７条(省令第144条)
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

22　緊急時等
の対応

対応方針等【有　・　無】

対応方針の内容確認

①

②

現にサービス提供を行っているときに入所者の病状に急変が生じた場合その
他必要な場合のため、あらかじめ、条例第１５４条第１項第１号(省令第１３１
条第１項第１号)に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応
方法を定めているか。◆条例第１６８条の２(省令第１４５条の２)

23 　管理者
による管理

24 管理者の
責務

▶ 管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該指定地域密着型介護老人
福祉施設の管理業務に従事するものである。ただし、以下の場合であって、
当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理業務に支障がないときは、他
の職務を兼ねることができるものとする。◆通知第３七４（１６)

ア 当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者としての職務に従事す
る場合
イ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設と同一敷地内にある他の事業
所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合であって、特に
当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理業務に支障がないと認めら
れる場合
ウ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設がサテライト型居住施設である
場合であって、当該サテライト型居住施設の本体施設の管理者又は従業者
としての職務（本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を
除く。）に従事する場合

21　利用者に
関する市へ
の通知

ア 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要
介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
イ 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたと
き。

▶入所者の病状の急変等に備えるため、施設に対してあらかじめ配置医師に
よる対応その他の方法による対応方針を定めなければならないことを義務付
けるものである。対応方針に定める規定としては、例えば、緊急時の注意事
項や病状等についての情報共有の方法、曜日や時間帯ごとの医師との連携
方法や診察を依頼するタイミング等があげられる。◆通知第３七４（１５)

▶入所者の入院期間中のベッドは、短期入所生活介護事業等に利用しても差
し支えないが、入所者が退院する際に円滑に再入所できるよう、その利用は
計画的なものでなければならない。◆通知第３七４(１４)④

左記のア又はイに該当す
る利用者
【　有　・　無　】

管理者の兼務
【　有　　・　　無　】

兼務先
(                           )

利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を
市に通知しているか。◆条例第２９条準用、規則第７条準用（省令第3条の25準用）

▶ 「必要に応じて適切な便宜を提供」とは、入所者及びその家族の同意の上
での入退院の手続きや、その他の個々の状況に応じた便宜を図ることを指す
ものである。◆通知第３七４(１４)②

ただし、当該施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業
所、施設等又は本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管
理者としての職務を除く。)に従事することができる。◆条例第１６９条(省令第１４６
条)

管理者は、当該事業所の従業者に、第４「運営に関する基準」を遵守させる
ため必要な指揮命令を行っているか。◆条例第６１条の１１第２項準用（省令第２８条第
２項準用）

▶ 「やむを得ない事情がある場合」とは、入所者の退院が予定より早まる等の
理由により、ベッドの確保が間に合わない場合等であり、施設側の都合は基
本的には該当しないことに留意すること。なお、このような場合であっても、再
入所が可能なベッドの確保が出来るまでの間、 短期入所の利用を検討する
などにより、入所者の生活に支障を来さないよう努める必要がある。◆通知第３
七４(１４)③

管理者は、当該事業所の従業者の管理及びサービス利用の申込みに係る
調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行っているか。◆条例
第６１条の１１第１項準用（省令第２８条第１項準用）

管理者は、専ら当該施設の職務に従事する常勤の者か。
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

26 運営規程 直近改正
　　　　　　　　年　　　月
（変更届出の【有・無】）
※人員のみの変更は４/１
付けで可

★実際の運用との整合性
【適・否】

★重要事項説明と不整合
はないか。【適・否】
　□職員の員数
　□利用料・その他費用

★その他費用について金
額を明示しているか（実費
でも可）【 適 ・ 否 】

入所申込者の入所に際し、その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する
照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の
利用状況等を把握しているか。◆規則第５１条第１号(省令第147条第1号)

次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めているか。◆条例第
１７１条、規則第５２条(省令第148条)

▶ 介護老人福祉施設の事業の専用の居室のベッド数（和室利用の場合は、
当該居室の利用人員数）と同数とすること。◆通知第３七４(１８)①

 ア 施設の目的及び運営の方針

前記１０「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針」⑤に
規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並
びに緊急やむを得ない理由を記録しているか。◆規則第５１条第５号(省令第147条
第5号)

 エ 入所者に対するサービスの内容及び利用料その他の費用の額

入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指
定居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又
は福祉サービスを提供する者と密接に連携しているか。◆規則第５１条第４号(省
令第147条第4号)

25 計画担当
介護支援専
門員の職務

後記35「事故発生の防止及び発生時の対応」③に規定する事故の状況及び
事故に際して採った処置について記録しているか。◆規則第５１条第７号(省令第
147条第7号)

その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活
を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希
望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な
退所のために必要な援助を行っているか。◆規則第５１条第３号(省令第147条第3号)

入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅に
おいて日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討している
か。◆規則第５１条第２号(省令第147条第2号)

▶ 従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観
点から、規定を定めるに当たっては、事業所に置くべきとされている員数を満
たす範囲において、「〇人以上」と記載することは差し支えない。(重要事項説
明書においても同様)◆通知第３一４(２１)①

後記37｢苦情処理｣②に規定する苦情の内容等を記録しているか。◆規則第５１
条第６号(省令第147条第6号)

計画担当介護支援専門員は、前記１１に規定する「地域密着型施設サービス計画」
作成の業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。◆条例第１７０条(省令第147条)

ウ 入所定員

イ　従業者の職種、員数及び職務の内容

▶ 「サービスの内容」は、年間行事・レクリエーション及び日課等を含めた内容
を指すものであること。◆通知第３七４(１８)②
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

③
研修記録
【　有　・　無　】

基礎研修受講対象者
【 有　・ 無　】

 カ 緊急時のおける対応方法

②

①

各月の勤務表
【　有　・　無　】

□日々の勤務時間
□常勤・非常勤の別
□介護職員及び看護職員
等の配置
□兼務関係
(実際に使用されている勤
務表を確認)
※タイムカード等出勤簿の
確認

委託している業務

※虐待の防止に係る措置は、令和６年３月３１日まで努力義務(令和６年４
月１日より義務化)

 ク　虐待の防止のための措置に関する事項

▶ 虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法
や研修計画等）や虐待又は虐待が疑われる事案（以下「虐待等」という。）が
発生した場合の対応方法等を指す内容であること。◆通知第３一４(２１)⑥

 オ 施設の利用に当たっての留意事項

入所者に対し、適切な介護を提供することができるよう、従業者の勤務の体
制を定めているか。◆条例第１７２条第１項(省令第149条第1項)

 ケ　その他施設の運営に関する重要事項

▶ 当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ
を得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続について定めておくことが望ま
しい。◆通知第３七４(１８)⑤

▶ 「その他の費用の額」は、前記８「利用料等の受領」③(条例第１５９条第３
項(省令第１３６条第３項)により支払を受けることが認められている費用の額
を指すものであること。◆通知第３七４(１８)②

 キ　非常災害対策

▶ 調理業務、洗濯等の業務については、第三者への委託を行うことを認める
ものである。◆通知第３七４(１９)②

当該施設の従業者によってサービスを提供しているか。（入所者の処遇に直
接影響を及ぼさない業務を除く。） ◆条例第１７２条第２項(省令第149条第2項)

▶ 原則として月ごとに勤務表（介護職員の勤務体制を２以上で行 っている場
合は、その勤務体制ごとの勤務表）を作成し、従業者の日々の勤務時間、常
勤・非常勤の別、介護職員及び看護職員等の配置、管理者との兼務関係等
を明確にすること。◆通知第３七４(１９)①

▶ 後記30「非常災害対策」に規定する非常災害に関する具体的計画を指す
ものであること。◆通知第３七４(１８)④

▶入所者が当該施設サービスの提供を受ける際の、入所者側が留意すべき
事項（入所生活上のルール、設備の利用上の留意事項等）を指すものである
こと。◆通知第３七４(１８)③

27 勤務体制
の確保等

介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。そ
の際、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者
（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定
する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に
対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じ
ているか。◆条例第１７２条第３項(省令第１４９条第３項)

▶ 当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等において、
認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得している者とすることと
し、具体的には、同条第３項において規定されている看護師、准看護師、介
護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了
者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問
介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科
医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管
理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。◆通知第
３二の二３(6)③参照
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

方針等の明確化及び周知
等の方法
(                               )

28　業務継続
計画の策定
等

業務継続計画
【 有　・ 無　】

▶ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
（昭和47年法律第113号）第11条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに
労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和41年法律
第132号）第30条の２第１項の規定に基づき、事業主には、職場におけるセク
シュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」
という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられてい
ることを踏まえ、規定したものである。事業主が講ずべき措置の具体的内容
及び事業主が講じることが望ましい取組については、次(「略」)のとおりとす
る。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者
やその家族等から受けるものも含まれることに留意すること。 ◆通知第３一４(２
２)⑥参照

▶ パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務に
ついては、中小企業（医療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業
主については資本金が5000万円以下又は常時使用する従業員の数が100人
以下の企業）は、令和４年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力義
務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じ
るよう努められたい。 ◆通知第３一４(２２)⑥参照

①

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継
続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための
計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必
要な措置を講じているか。◆条例第３３条の２第１項準用（省令第３条の３０の２第１項準
用）

▶業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、条例第３３条の２
(省令第３条の３０の２)に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他
のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。◆通知第３五４(１２)
①参照

▶感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものでは
ない。◆通知第３五４(１２)②参照

▶ 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載
内容については、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発
生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生
時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域
によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定するこ
と。◆通知第３五４(１２)②参照

イ　感染症に係る業務継続計画
ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄
品の確保等）
ｂ　初動対応
ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係
者との情報共有等）
ロ　災害に係る業務継続計画
ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停
止した場合の対策、必要品の備蓄等）
ｂ　緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）
ｃ　他施設及び地域との連携

適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な
言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範
囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方
針の明確化等の必要な措置を講じているか。◆条例第１７２条第４項(省令第１４９条
第４項)

▶ 新卒採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者（医療・福
祉関係資格を有さない者に限る。）に対する当該義務付けの適用について
は、採用後１年間の猶予期間を設けることとし、採用後１年を経過するまでに
認知症介護基礎研修を受講させることとする（この場合についても、令和６年
３月３１日までは努力義務で差し支えない）。◆通知第３二の二３(6)③参照

※認知症に係る基礎的な研修の受講に関する措置は、令和６年３月３１日
まで努力義務(令和６年４月１日より義務化)

④
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

訓練（シミュレーション）
【　有(年　　回)　・ 無　】

③

29 定員の遵
守

地域住民の参加
【　有　・　無　】

消防関係者の参加
【　有　・　無　】

研修
【　有(年　　回)　・ 無　】

▶研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員
間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる
理解の励行を行うものとする。職員教育を組織的に浸透させていくために、定
期的（年２回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実
施すること。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、感染症の
業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のた
めの研修と一体的に実施することも差し支えない。◆通知第３五４(１２)③参照

▶訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において
迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確
認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年２回
以上）に実施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練につ
いては、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施する
ことも差し支えない。また、災害の業務継続計画に係る訓練については、非
常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支えない。訓練の実施
は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施する
ものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 ◆通知第３五４(１２)
④参照

消防計画
　　　　　【 有 ・ 無 】
風水害に関する計画
　　　　　【 有 ・ 無 】
地震に関する計画
　　　　　【 有 ・ 無 】

▶ 非常災害時の関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火災等の災
害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知
徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際
に消火・避難等に協力してもらえるような体制 作りを求めるものである。◆通
知第３二の二３(7) 準用

▶ 「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３条に規定する
消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処す
るための計画をいう。◆通知第３二の二３(7)準用

関係機関への通報・連絡
体制の確認

前年度の避難・救出等訓
練の実施回数（　　　）回
（年２回以上の実施か）

防火管理者
氏名（　　　　　　　　　　　）
講習修了証【 有 ・ 無 】
※防火管理者の設置義務がない
場合は防火管理の責任者を記載

▶ この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法
第８条の規定により防火管理者を置くこととされている事業所にあってはその
者に行わせること。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている事
業所においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準
ずる計画の樹立等の業務を行わせること。◆通知第３二の二３(7)準用

訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めている
か。◆条例第６１条の１５第２項準用（省令第３２条第２項準用）

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更
を行っているか。◆条例第３３条の２第３項準用（省令第３条の３０の２第３項準用）

※業務継続計画の策定等は、令和６年３月３１日まで努力義務(令和６年４月１日よ
り義務化)

②

従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓
練を定期的に実施しているか。◆条例第３３条の２第２項準用（省令第３条の３０の２第２
項準用）

▶避難、救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が
得られるよう努めることとしたものであり、そのためには、地域住民の代表者
等により構成される運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密接な連
携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めるこ
とが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体
的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 ◆通知第３二の二３(８)②
準用

入所定員及び居室の定員を超えて入所させていないか。 (災害、虐待その他
のやむを得ない事情があるときを除く。）◆条例第１７３条(省令第150条)

30 非常災害
対策

①

非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及
び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的
に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。◆条例第６１条の１５第１項準用
(省令第３２条第１項準用)

②
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

委員会の開催
【　有(年　　回)　・　無　】

指針
【　有　・　無　】

②

マニュアル
【 有 ・ 無 】

調理施設の衛生管理方法

従業者の健康診断の扱い

職員がインフルエンザ等罹
患時の対処方法

浴槽の消毒状況

レジオネラ等浴槽水の検
査状況

加湿器の衛生上の管理状
況

入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について衛生的
な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機
器の管理を適正に行っているか。◆条例第１７４条第１項(省令第151条第1項)

▶ 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じ
て保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 ◆通知
第３七４(21)①ロ

▶ なお、感染対策委員会は、運営委員会など施設内の他の委員会と独立し
て設置・運営することが必要であるが、後記39「事故発生の防止及び発生時
の対応①ウ」に規定する事故発生の防止のための委員会については、開催
する職種、取り扱う事項等が感染症対策委員会と相互に関係が深いことか
ら、これと一体的に設置・運営することも差し支えない。感染対策担当者は看
護師であることが望ましい。

▶　平常時の対策及び発生時の対応を定めること。◆通知第３七４(２１)②ロ

平常時の対策としては、施設内の衛生管理（環境の整備、排泄物の処理、血
液・体液の処理等）日常のケアにかかる感染対策（標準的な予防策（例えば、
血液・体液・分泌液・排泄物（便）などに触れるとき、傷や創傷皮膚に触れると
きどのようにするかなどの取り決め）、手洗いの基本、早期発見のための日
常の観察項目）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防
止、医療機関や保健所、市町村における施設関係課等の関係機関との連
携、医療処置、行政への報告等が想定される。また、発生時における施設内
の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必
要である。

イ 当該施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための
指針を整備しているか。◆規則第５３条第２号(省令第151条第2項第2号)

▶　なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における
感染対策の手引き」を参照のこと。

▶ また、施設外の感染管理等の専門家を委員として積極的に活用すること
が望ましい。

▶ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。◆通知第３七４(21)①二

▶ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対
策等については、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途
通知等が発出されているので、これに基づき、適切な措置を講じること。◆通

知第３七４(18)①ハ

▶レジネオラ症対策については、高齢者施設で加湿器内の汚染水のエアロゾ
ル(目に見えない細かな水滴)を吸入したこと等が原因とされる感染事例の発
生が報告されており、加湿器における衛生上の措置につても適切な措置を講
じること。◆感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成11年厚生省告示
第115号)(平成30年8月22日付け城陽市事務連絡「介護関連施設・事業所等におけるレジオネラ
症防止対策の徹底について」)

▶ 調理及び配膳に伴う衛生は、食品衛生法等関係法規に準じて行われなけ
ればならない。 ◆通知第３七４(21)①イ

ア 当該施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための
対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと
する。）をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護
職員その他の従業者に周知徹底を図っているか。◆規則第５３条第１号(省令第151
条第2項第1号)

当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる必要
な措置を講じているか。◆条例第１７４条第２項(省令第151条第2項)

▶ 幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職
員、栄養士、生活相談員）により構成する。構成メンバーの責務及び役割分
担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当する者（以下「感染対策担
当者」という。）を決めておくこと。 感染症対策委員会は、入所者の状況など
施設の状況に応じ、おおむね３月に１回以上、定期的に開催するとともに、感
染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催するものとする。◆通
知第３七４(21)②イ

31 衛生管理
等

①
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

訓練（シミュレーション）
【　有(年　　回)　・ 無　】

①

33 掲示

①
掲示【　有　・　無　】
掲示でない場合は代替方
法を確認

苦情対応方法も掲示して
いるか。

▶ 「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、
感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設
における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うもの
とする。◆通知第３七４(２１)②ハ

▶ 研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職
員研修施設内での研修で差し支えない。

協力医療機関名
（　　　　　　　　　　　）

協力歯科医療機関名
（　　　　　　　　　　　）
上記医療機関との契約書
【　有　・　無　】

▶ 研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力
向上のための研修教材」等を活用するなど、施設内での研修で差し支えな
い。

▶平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応につい
て、訓練（シミュレーション）を定期的（年２回以上）に行うことが必要である。
訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対
応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感
染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 訓練の実施は、
机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するもの
を適切に組み合わせながら実施することが適切である。◆通知第３七４(２１)②ニ

※感染症の予防及びまん延の防止のための訓練の実施は、令和６年３月３
１日まで努力義務(令和６年４月１日より義務化)

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の
利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を掲示している
か。◆条例第３５条準用(省令第3条の32準用)

協力歯科医療機関を定めているか。◆条例第１７５条第２項(省令第152条第2項)

入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めている
か。◆条例第１７５条第１項(省令第152条第1項)

▶運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体
制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近
の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込
者のサービスの選択に資すると認められる事業所の見やすい場所に掲示す
ることを規定したものである。◆通知第３一４(２５)①準用

ウ 当該施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中
毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延
防止のための訓練を定期的に実施しているか。◆規則第５３条第３号(省令第151条
第2項第3号)

▶ 職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該施設が指針に基づい
た研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、
新規採用時には必ず感染対策研修を実施することが重要である。

32　協力医療
機関等

▶ 条例第１７５条第１項(省令第152条第1項)の協力病院及び同条第２項の
協力歯科医療機関は、施設から近距離にあることが望ましい。◆通知第３七４(２
２)

▶ 入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必
要であるが、その結果感染症や既往であっても、一定の場合を除き、サービ
ス提供を断る正当な理由には該当しないものである。こうした者が入所する
場合には、感染対策担当者は、介護職員その他の従業者に対し、当該感染
症に関する知識、対応等について周知することが必要である。◆通知第３七４(２
１)②ホ

エ アからウに掲げるもののほか、別に「厚生労働大臣が定める感染症又は
食中毒が疑われる際の対処等に関する手順（平成18年3月31日厚生労働省
告示第268号）」に沿った対応行っているか。◆規則第５３条第４号(省令第151条第2
項第4号)

②

▶ 調理や清掃などの業務を委託する場合には、委託を受けて行う者に対し
ても、施設の指針が周知されるようにする必要がある。
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

①
従業員（　　　　　）人中
誓約書（　　　　　）人分有

③

35 広告 パンフレット等内容
【 適 ・ 否 】

①

②

37 苦情処理

苦情の記録
【 有 ・ 無 】

利用者（　　　　）人中
個人情報使用同意書
（　　 　　）人分有
★家族の個人情報を用い
る場合、家族の同意を得た
ことが分かる様式である
か。

マニュアル
【 有 ・ 無 】

苦情受付窓口
【 有 ・ 無 】

苦情相談窓口、処理体制・
手順等の掲示
【 有 ・ 無 】

▶ 具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における
苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者
又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要
についても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること等を行わなけれ
ばならない。◆通知第３一４(２８)①準用

①

事業者は、苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。
◆条例第３９条第２項準用（省令第3条の36第2項準用)

※ 予め違約金の額を定めておくことは労働基準法第16条に抵触するため、
違約金について定める場合には、現実に生じた損害について賠償を請求す
る旨の定めとすること。

▶ 具体的には、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を
従業者の雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの
措置を講ずべきこと。◆通知第３七４(２３)②

居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、
あらかじめ文書により入所者の同意を得ているか。◆条例第１７６条第３項(省令第
153条第3項)

従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の
秘密を漏らしていないか。◆条例第１７６条第１項(省令第153条第1項)

居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者を紹介す
ることの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。◆条例
第１７７条第２項(省令第154条第2項)

事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なも
のとしていないか。◆条例第３７条準用(省令第3条の34準用)

居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を
紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していない
か。◆条例第１７７条第１項(省令第154条第1項)

提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に
対応するために、必要な措置を講じているか。◆条例第３９条第１項準用（省令第3条
の36第１項準用)

▶ 苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立
ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを自ら行う
こと。◆通知第３一４(２８)②準用

従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はそ
の家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。◆条例第１
７６条第２項(省令第153条第2項)

34 秘密保持
等

②

②

▶事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申
込者、利用者又はその家族に対して見やすい場所のことであること。 ◆通知第
３一４(２５)①イ準用

▶従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲
示する趣旨であり、従業者の氏名まで掲示することを求めるものではないこ
と。 ◆通知第３一４(２５)①ロ準用

36 居宅介護
支援事業者
に対する利益
供与等の禁
止

②

前項に規定する事項を記載した書面を当該.事業所に備え付け、かつ、これを
いつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代
えることができる。◆条例第３５条第２項準用（省令第３条の３２第２項準用）

▶重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又は
その家族等が自由に閲覧可能な形で当該事業所内に備え付けることで掲示
に代えることができることを規定したものである。◆通知第３一４(２５)②準用
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

③

市町村調査
【 有 ・ 無 】
直近年月日
（　　　　　　　　　　）

④

⑤

国保連調査
【 有 ・ 無 】
直近年月日
（　　　　　　　　　　）

⑥

38 地域等の
連携等

②
会議録の公表方法
（　　　　　　　　　　　　）

前年度の運営推進会議開
催回数
（　　　　　）回中
会議録
（　　　　　）回分有

利用者・その家族
（　　　　　　）回出席
地域住民
（　　　　　　）回出席
市職員又は地域包括支援
センター職員
（　　　　　　）回出席

▶ 運営推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす
る。ただし、利用者又はその家族（以下「利用者等」という。）が参加する場合
にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得な
ければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保
護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取
扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関
するガイドライン」等を遵守すること。 ◆通知第３二の二３(１０)①準用

▶ 地域の住民の代表者とは、町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等
が考えられる。◆通知第３二の二３(１０)①準用

▶ 指定地域密着型介護老人福祉施設と指定認知症対応型共同生活介護事
業所等を併設している場合においては、１つの運営推進会議において、両事
業所の評価等を行うことで差し支えない。◆通知第３二の二３(１０)①準用

国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には⑤の改善の内容を国
民健康保険団体連合会に報告しているか。◆条例第３９条第６項準用（省令第3条の
36第6項準用)

事業者は、市からの求めがあった場合には、③の改善の内容を市に報告し
ているか。◆条例第３９条第４項準用（省令第3条の36第4項準用)

提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合
会が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力するとともに、国民健康保険
団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又
は助言に従って必要な改善を行っているか。◆条例第３９条第５項準用（省令第3条の
36第5項準用)

①

サービスの提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、
市の職員又は当該事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センター
の職員、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有
する者等により構成される運営推進会議（テレビ電話装置等を活用して行うこ
とができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ
電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）を
設置し、おおむね２月に１回以上、運営推進会議に対し通いサービス及び宿
泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し、運営推進会議による評価を
受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けて
いるか。◆条例第６１条の１７第１項準用(省令第３４条第１項準用)

①の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記
録を公表しているか。◆条例第６１条の１７第２項準用(省令第３４条第２項準用

提供したサービスに関し、法第２３条の規定により市が行う文書その他の物
件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に
応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市
から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必
要な改善を行っているか。◆条例第３９条第３項準用（省令第3条の36第3項準用)

▶ また、推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観
点から、次に掲げる条件を満たす場合においては、複数の事業所の運営推
進会議を合同で開催しても差し支えない。◆通知第３二の二３(１０)①準用

ア 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバ
シーを保護すること。
イ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事業所間
のネットワーク形成の促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町
村区域の単位等内に所在する事業所であっても差し支えないこと。
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

指針の整備
【　有　　・　　無　】

事故報告様式
【　有　　・　　無　】

事故の発生又はその再発を防止するため、ア～ウに定める措置を講じている
か。◆条例第１７８条第１項(省令第155条第1項)

①

イ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、
当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、従業者に周知徹
底を図る体制を整備しているか。◆規則第５４条第２号(省令第155条第1項第2号)

(1)　介護事故等について報告するための様式を整備すること。

▶ 介護事故等について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげ
るためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留
意すること。◆通知第３七４(２５)②

39 事故発生
の防止及び
発生時の対
応

③

▶ 地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との
交流に努めなければならない。◆通知第３二の二３(１０)③準用

事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び
協力を行う等の地域との交流を図っているか。◆条例第６１条の１７第３項準用(省令
第３４条第３項準用

(4) 施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事故が
発生しそうになった場合（ヒヤリ・ハット事例）及び現状を放置しておくと介護
事故に結びつく可能性が高いもの（以下「介護事故等」という。）の報告方法
等の介護に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方
針

(2)　介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項

ア 事故が発生した場合の対応、イに規定する報告の方法等が記載された
事故発生の防止のための指針を整備しているか。◆規則第５４条第１号(省令第155
条第1項第1号)

▶　指針には、次のような項目を盛り込むこと。◆通知第３七４(２５)①

(1)　施設における介護事故の防止に関する基本的考え方

(6)　入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

事業の運営に当たっては、提供したサービスに関する利用者からの苦情に
関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施す
る事業に協力するよう努めているか。◆条例第６１条の１７第４項準用(省令第３４条第４
項準用

(7)　その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針

(5)　介護事故等発生時の対応に関する基本方針

(3)　介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針

▶ 「市が実施する事業」には、介護サービス相談員派遣事業のほか、広く市
が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が
含まれる。◆通知第３二の二３(１０)④準用

④
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

委員会の開催
【　有(年     回) 　・　無　 】

研修
【　有(年     回) 　・　無　 】

研修
【　有(年     回) 　・　無　 】

担当者名
(　　　　　　　　　　　　　)

▶ 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定地域密着型介護
老人福祉施設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年
２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず事故発生の防止の研修
を実施することが重要。

(4) 事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介
護事故等の発生原因、結果等をとりまとめ、防止策を検討すること。

※事故発生防止等の措置を適切に実施するための担当者の設置は、令和
３年９月３０日まで努力義務(令和３年１０月１日より義務化)

(2) 介護職員その他の従業者は、介護事故等の発生ごとにその状況、背景
等を記録するとともに、①の様式に従い、介護事故等について報告すること。

(5)　報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。

(6)　防止策を講じた後に、その効果について評価すること。

(3) ウの事故発生の防止のための委員会において、②により報告された事
例を集計し、分析すること。

ウ 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に
行っているか。◆規則第５４条第３号(省令第155条第1項第3号)

▶ 事故防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるも
のとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業
者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医
療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

▶ 指定地域密着型介護老人福祉施設における事故発生を防止するための
体制として、アからウまでに掲げる措置を適切に実施するため、専任の担当
者を置くことが必要である。当該担当者としては、事故防止検討委員会の安
全対策担当者と同一の従業者が務めることが望ましい。

エ 前アからウに掲げる措置(事故発生防止等の措置)を適切に実施するため
の担当者を置いていてるか。◆規則第５４条第４号(省令第155条第1項第4号)

▶ 事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運
営することが必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が
深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運
営することとして差し支えない。事故防止検討委員会の責任者はケア全般の
責任者であることが望ましい。

▶ 事故防止検討委員会に施設外の安全対策の専門家を委員として積極的
に活用することが望ましい。

▶ 研修の内容は、事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発
するとともに、当該施設における指針に基づき、安全管理の徹底を行うものと
する。◆通知第３七４(２５)④

▶ 研修の実施内容についても記録することが必要。研修の実施は、職員研
修施設内での研修で差し支えない。

▶ 委員会（以下「事故防止検討委員会」という。）は、幅広い職種（例えば、施
設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員）により構
成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の安
全対策を担当する者を決めておくこと。 ◆通知第３七４(２５)③
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

②

③

40　虐待の防
止

委員会
【 有 ・ 無 】

指針
【 有 ・ 無 】

研修
【 有   年　　回) ・ 無 】
※年２回以上の実施が必
要

マニュアル
【 有 ・ 無 】

事故（市報告対象事故）
（　　　　　　）件中
市事故報告済み
（　　　　　　）件

事故記録【 有 ・ 無 】
事故分析をしているか
【 適 ・ 否 】
損害賠償事例
【 有 ・ 無 】
賠償保険加入
【 有 ・ 無 】
保険名（　　　　　　）

④

入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供
により事故が発生した場合は、速やかに市、入所者の家族等に連絡を行うと
ともに、必要な措置を講じているか。◆条例第１７８条第２項(省令第155条第2項)

事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しているか。◆条例第１
７８条第３項(省令第155条第3項)

入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供
により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っている
か。◆条例第１７８条第４項(省令第155条第4項)

▶ 賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければならない。そ
のため、損害賠償保険に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望
ましい。◆通知第３七４(22)⑥

虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。
◆条例第４１条の２準用、規則第８条の３準用（省令第３条の３８の２準用）

▶ 虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確
実に防止するために次(以下のアからウ)に掲げる事項を実施するものとす
る。 ◆通知第３五４(１４)

ア 当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ
電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとと
もに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。◆規則第８条の３
第１号準用（省令第３条の３８の２第１号準用）

▶ 虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的
に設置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められる
ものであるが、他のサービス事業者との連携により行うことも差し支えない。
◆通知第３五４(１４)①

▶ 虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるも
のとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業
者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医
療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。◆通知第
３五４(１４)①

イ 事業所における虐待の防止のための指針を整備しているか。◆規則第８条
の３第２号準用（省令第３条の３８の２第２号準用）

▶ 「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。
◆通知第３五４(１４)②

イ　事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
ロ　虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
ハ　虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
ニ　虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
ホ　虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
ヘ　成年後見制度の利用支援に関する事項
ト　虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
チ　利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
リ　その他虐待の防止の推進のために必要な事項

ウ 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実
施しているか。◆規則第８条の３第２号準用（省令第３条の３８の２第２号準用）

▶ 定期的な研修（年２回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐
待の防止のための研修を実施すること。◆通知第３五４(１４)②
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

担当者【 有 ・ 無 】
(担当者名　　　　　　　　　　)

①
記録の保存は条例により５
年間である。(契約書等内
の表記にも注意)

左記ア～カの記録
【 有 ・ 無 】

事業別決算
【 有 ・ 無 】

入所者に対する介護の提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から
５年間保存しているか。◆条例第１７９条第２項、規則第５５条(省令第156条第2項)

(1) 介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成１３年３月
２８日老振発第1８号）
(2) 介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱い
について（平成２４年３月２９日老高発0329第１号）
(3) 指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて(平成１２
年３月１０日　老計第8号)

ア　地域密着型施設サービス計画
イ　前記７「サービスの提供の記録②」に規定する提供した具体的なサービス
の内容等の記録
ウ　前記10「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針⑤」
に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況
並びに緊急やむを得ない理由の記録
エ　前記21「利用者に関する市への通知」に規定する市への通知に係る記録
オ　前記37「苦情処理②」に規定する苦情の内容等の記録
カ　前記39「事故発生の防止及び発生時の対応③」に規定する事故の状況
及び事故に際して採った処置についての記録
キ　前記38「地域等の連携等②」に規定する報告、評価、要望、助言等の記
録

事業所ごとに経理を区分するとともに、地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護事業の会計とその他の事業の会計を区分しているか。◆条例第４２
条準用（省令第３条の３９準用)

▶ 具体的な会計処理の方法については、次の通知によるものであること。◆
通知第３一４(３２)準用

※虐待の防止に係る措置は、令和６年３月３１日まで努力義務(令和６年４月１日よ
り義務化)

エ 前アからウに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いている
か。 ◆規則第８条の３第２号準用（省令第３条の３８の２第２号準用）

▶ 専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検
討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。◆通知第３五４(１４)
②

▶ 「その完結の日」とは、アからカまでの記録については、個々の利用者に
つき、契約の終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、
利用者の自立を含む。）により一連のサービス提供が終了した日、キの記録
については、条例６１条の１７第１項(省令第３４条第１項)の運営推進会議を
開催し、条例同条第２項(省令同条第２項)に規定する報告、評価、要望、助
言等の記録を公表した日とする。◆通知第３二の二３(１３)準用

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。◆条例第１７９
条第１項(省令第156条第1項)

②

42 記録の整
備

41 会計の区
分
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

①

書面に代えて電磁的記録
によるもの
【　有　・　無　】

②

電磁的方法による提供
【　有　・　無　】

①

②

③

事業に要する費用の額は「厚生労働大臣が定める１単位の単価（７級地
10.14円)」に別表に定める単位数を乗じて算定されているか。◆平18厚告126の2

事業に要する費用の額は、平成18年厚労省告示第126号の別表「指定地域
密着型サービス介護給付費単位数表」により算定されているか。◆平18厚告126
の1

割引【有・無】
あれば割引率と条件確認

第５　介護
給付費の
算定及び
取扱い

１　基本的事
項(通則)

▶ 単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの
割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）
を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算にな
る。

この計算の後、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
等の一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第73号）附則第12条に
規定する単位数の計算(※)を行う場合は、小数点以下の端数処理（四捨五
入）を行うが、小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる単位数が１単位
に満たない場合は、１単位に切り上げて算定する。

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以下）
の端数については「切り捨て」とする。

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コードを基
本として作成しており、その合成単位数は、すでに端数処理した単位数(整数
値)である。◆平１８留意事項通知第２の１（１）

※基本報酬の経過措置として、令和３年４月１日から令和３年９月３０日まで
基本報酬の単位数に1000分の1001を乗じた単位数とする。

１単位の単価に単位数を乗じて得た額に１円未満の端数があるときは、その
端数金額は切り捨てて計算しているか。◆平18厚告126の3

43　電磁的記
録（介護・予
防)

指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当
たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書
面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人
の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物を
いう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定さ
れるもの(条例第13条第1項(条例第61条、条例第61条の19、条例第61条の
19の3、条例第61条の37、条例第82条、条例第110条、条例第130条、条例第
151条、条例第180条、条例第192条及び条例第205条において準用する場合
を含む。)、条例第117条第1項、条例第138条第1項及び条例第158条第1項
(第192条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)
については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気
的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記
録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により
行うことができる。◆条例第２０５条の２第１項(省令第１８３条第１項)

指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当
たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交
付等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されているもの
又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面
に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては
認識することができない方法をいう。)によることができる。◆条例第２０５条の２第
２項(省令第１８３条第２項)
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(2)  定員超過
に係る減算

該当【　有　・　無　】

２　通則

(1) 入所日数
の考え方

③ 利用者の数が、定員を超えた事業所については、その翌月から定員超
過利用が解消されるに至った月まで、利用者全員について、所定単位数が
減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単
位数が算定される。 ◆平18留意事項通知第2の1(6)③

(4) 「(2)定員超過に係る減算」の(1)及び「(4)人員欠如に係る減算」の(1)に定
める入所者の数の算定においては、入所した日を含み、退所した日は含まな
い。

(3) 介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地
内にある病院若しくは診療所の医療保険適用病床又は当該介護保険施設等
と隣接若しくは近接する敷地における医療保険適用病床であって当該介護
保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの
に入院する場合は、介護保険施設等においては退所等の日は算定されず、
また、同一敷地内の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等
に入所等する場合は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されな
い。

入所日数の算定は、次の方法により行っているか。◆平18留意事項通知第2の1（5）

(1)  原則として、入居した日及び退居した日の両方を含む。

(2) ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養
介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、特定施設又は介護保険
施設（以下「介護保険施設等」という。）の間で、又は隣接若しくは近接する敷
地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が
行われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等をし
たその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所等の日
は含み、退所等の日は含まれない。

①　当該事業所の利用定員を上回る利用者を利用させている、いわゆる定
員超過利用に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定
方法において、定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにして
いるところであるが、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定
員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。◆平18留意事項通知第2の
1(6) ①

➁ 利用者の数は、１月間(暦月)の利用者の数の平均を用いる。 この場合、
１月間の利用者の数の平均は、当該月の全利用者の延数を当該月の日数で
除して得た数とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を
切り上げるものとする。◆平18留意事項通知第2の1(6)②

④ 市長は、定員超過利用が行われている事業所に対しては、その解消を行
うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が２月以上継続する
場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとす
る。
◆平18留意事項通知第2の1(6)④

⑤ 災害（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、虐待
を含む。）の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当
該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超
過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含
む。）の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由が
ないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合
に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。◆
平18留意事項通知第2の1(6)⑤

定員超過に係る減算は、次の方法により行っているか。
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該当【　有　・　無　】

常勤換算は、次の方法により行っているか。

人員基準欠如に係る減算は、次の方法により行っているか。

該当【　有　・　無　】
　
(5)　 夜勤体
制に関する減
算

①　当該事業所の従業者の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回って
いる、いわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所
介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方
法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保
するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとす
る。◆平18留意事項通知第2の1(8)①

② 人員基準上満たすべき職員の員数を算定する際の利用者数は当該年度
の前年度の平均を用いる。（ただし、新規開設又は再開の場合推定数によ
る。）この場合、利用者数の平均は、前年度の全利用者数の延数を当該前年
度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数の算定に当たっては小数
点第２位以下を切り上げるものとする。◆平１８留意事項第２の１(8)②

③ 介護従業者の人員基準欠如については、
ア 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌
月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員について
所定単位数が減算される。
イ　１割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消
されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数が減算される（ただ
し、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。◆平１
８留意事項第２の１(8)③

 
(3)  常勤換算
方法

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員が勤務す
べき時間で除することによって算定するものとし、小数点第２位以下を切り捨
てる。
なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に１割の範

囲内で減少した場合は、１月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員
数が減少しなかったものとみなす。 ◆平18留意事項通知第2の1（7）

② 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に
満たない事態が４日以上発生した場合

 
(4)　人員基準
欠如に係る
減算

① 夜勤時間帯（午後10時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する
16時間をいい、施設ごとに設定するものとする）において夜勤を行う職員数が
夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が２日以上連続して発生した場
合

夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については，ある月
（暦月）において以下のいずれかの事態が発生した場合に，その翌月におい
て入所者の全員について，所定単位数が減算されているか。◆平18留意事項通
知第2の1（9）②

▶ 夜勤を行う職員の員数の算定における入所者の数は、当該年度の前年度
の入所者の数の平均を用いること。この平均入所者数の算定に当たっては、
小数点以下を切り上げる。◆平18留意事項通知第2の1（8）②

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人員基
準欠如が解消されるに至った月まで、入所者の全員について 所定単位数を
減算しているか。（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至ってい
る場合を除く。） ◆平18留意事項通知第2の1（8）④

⑤　市長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には，職員の増員，利用
定員の見直し，事業の休止等を指導する。当該指導に従わない場合には，
特別な事情がある場合を除き，指定の取消しを検討するものとする。◆平１８留
意事項通知第２の１（８）⑥
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

▶　市長は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤を行う職員の
確保を指導し、当該指導に従わない場合は指定の取消しを検討するものとす
る。◆平１８留意事項通知第２の１（９）⑤

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得ら
れていない場合を含む。）にあっては、「要介護認定等の実施について」に基
づき、認定調査員が記入した同通知中「２(4) 認定調査員」に規定する「認定
調査票」の「認定調査票（基本調査）」９の「認知症高齢者の日常生活自立
度」欄の記載を用いるものとする。 ◆平18留意事項通知第2の1（12）③

日常生活継続支援加算又
は認知症専門ケア加算
【　有　・　無　】

決定の方法はいずれか
　・医師の判定結果
　・主治医意見書
　・認定調査票

計画に以下の記載がある
か
　・判定結果
　・判定医師
　・判定日

① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の
活用について」（平成５年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通
知）に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」 （以下「日常生活自立度」
という。）を用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定
結果又は主治医意見書（以下「判定結果」という。）を用いるものとする。◆平
18留意事項通知第2の1（12）①

 
(6) 新設等の
場合の入所
者の数

▶ 夜勤職員基準に定められる夜勤を行う職員の員数は、夜勤時間帯を通じ
て配置されるべき職員の員数であり、複数の職員が交代で勤務することによ
り当該基準を満たして構わないものとする。
　また、夜勤職員基準に定められる員数に小数が生じる場合においては、整
数部分の員数の職員の配置に加えて、夜勤時間帯に勤務する別の職員の
勤務時間数の合計を１６で除して得た数が、小数部分の数以上となるように
職員を配置することとする。
　なお、この場合において、整数部分の員数の職員に加えて別の職員を配置
する時間帯は、夜勤時間帯に属していればいずれの時間でも構わず、連続
する時間帯である必要はない。当該夜勤時間帯において最も配置が必要で
ある時間に充てるよう努めることとする。◆平１８留意事項第２の１（９）④

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又
は各サービスのサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書と
は、「要介護認定等の実施について」（平成21年９月30日老発0930第５号厚
生労働省老健局長通知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３ 主治医の
意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３．心身の状態に関する意見
(1) 日常生活の自立度等について ・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の
記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新
しい判定を用いるものとする。◆平18留意事項通知第2の1（12）②

「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定は、次の方法により行っている
か。

 
(7)  「認知症
高齢者の日
常生活自立
度」の決定方
法

人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、次の方法によ
り行っているか。◆平18留意事項通知第2の1（10）

② 減床の場合には、減床後の実績が３月以上あるときは、減床後の延入所
者数を延日数で除して得た数とする。

① 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において１年未満の実績しか
ない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）の入所者の数は、新設又
は増床の時点から６月未満の間は、便宜上、ベッド数の90％を入所者の数と
し、新設又は増床の時点から６月以上１年未満の間は、直近の６月における
全入所者の延数を６月間の日数で除して得た数とし、新設又は増床の時点
から１年以上経過している場合は、直近１年間における全入所者の延数を１
年間の日数で除して得た数とする。

Ｈ２１Ｑ＆Ａ　Ｖｏｌ.２　問３９
　「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判
定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文
書による診療情報提供を義務づけるものではない。
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

３　算定基準

 
４  夜勤基準
を満たさない
場合

該当【　有　・　無　】

５　入所定員
を超えた場合

該当【　有　・　無　】

やむを得ず定員を超過した
ことがあるか
【　有　・　無　】
あればその理由

　
該当サービス費
Ⅰ(従来型個室)
Ⅱ(多床室)

原則として入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含む。）
が入所定員を超える場合は，定員超過利用による減算の対象となり，所定単
位数の100分の70を乗じて得た単位数を算定することとなるが，①及び②の
場合においては，入所定員に100分の105を乗じて得た数（入所定員が40人
を超える場合にあっては，利用定員に２を加えて得た数）まで，③の場合に
あっては，入所定員に100分の105を乗じて得た数までは減算が行われない
ものであること。なお，この取扱いは，あくまでも一時的かつ特例的なもので
あるとから，速やかに定員超過利用を解消する必要がある。

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準（前記３の注２）を満たさない場合
は所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定しているか。◆平18厚告第
126号別表７注１ただし書

注２  厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準◆平１２
厚告２９第４号イ（１）

イ　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)
ユニットに属さない居室（定員が１人のものに限る。）の入所者に対して行わ
れるものであること。【従来型個室】
ロ　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（Ⅱ）
ユニットに属さない居室（定員が２人以上のものに限る。）の入所者に対し行
われるものであること。 【多床室】

▶ 所定単位数を算定するためには、介護職員及び看護職員の員数が所定
の員数以上配置されることのほか、介護支援専門員について、人員基準欠
如の状態にないことが必要である。◆平18留意事項通知第2の8（1）

② 病院又は診療所に入院中の入所者について、当初の予定より早期に施
設への再入所が可能となったときであって、その時点で当該施設が満床だっ
た場合（当初の再入所予定日までの間に限る。）

イ  (1)　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
① 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入居者の数が３又

はその端数を増すごとに１以上であること。
② 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数

の基準並びに通所介護費等の算定方法第10号ロに規定する基準に該当し
ていないこと。

注１　厚生労働大臣が定める施設基準◆平２７厚告９６第３８号

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
▶ 利用者（併設ショート）の数及び入所者（本体施設）の数の合計数が26以上
60以下の場合　 ２以上

▶ やむを得ない措置等による定員の超過 ◆平18留意事項通知第2の8(3)

注３　厚生労働大臣が定める基準◆平２７厚告９６第３９号

別に厚生労働大臣が定める施設基準（注１）に適合し、かつ、別に厚生労働
大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準（注２）を満たすもの
として市長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設おいて、指定地域
密着型介護福祉施設入所者生活介護を行った場合に、当該施設区分に掲げ
る区分及び別に厚生労働大臣が定める基準(注３)に掲げる区分に従い、入
所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定しているか。
◆平１８厚告１２６別表７イ注１

入所者の数が市長に提出した運営規程に定められている入所定員を超えた
場合は、所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を算定しているか。◆
平18厚告第126号別表7注１なお書

① 老人福祉法第10条の４第１項第３号又は第11条第１項第２号の規定によ
る市町村が行った措置による入所によりやむを得ず入所定員を超える場合
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

8　安全管理
体制未実施
減算

該当【　有　・　無　】

▶看護職員の人員基準欠如による減算は，当該施設全体で所定の員数を置
いていない場合に限り，行われるものであること。

▶ 身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行わ
れていた場合ではなく、指定地域密着型サービス基準第１３７条第５項又は
第１６２条第７項の記録（指定地域密着型サービス基準第１３７条第４項又は
第１６２条第６項に規定する身体拘束等を行う場合の記録）を行っていない場
合及び第１３７条第６項又は第１６２条第８項に規定する措置を講じていない
場合に、入所者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的に
は、記録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する
委員会を３月に１回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための
指針を整備していない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を
実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出し
た後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に
報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間
について、入所者全員について所定単位数から減算することとする。◆平18留
意事項通知第2の8(5)

該当【　有　・　無　】

 注 厚生労働大臣が定める基準  ◆平２７厚告９５第６３号

指定地域密着型サービ基準第１３７条第５項及び第６項又は第１６２条第７
項及び第８項に規定する基準

介護職員，看護職員又は介護支援専門員の員数が，人員，設備又は運営に
関する基準に定める員数を満たさない場合は，所定単位数に100分の70を乗
じて得た単位数を算定しているか。◆平18厚告第126号別表7注１なお書

③ 近い将来、当該施設本体に入所することが見込まれる者がその家族が急
遽入院したことにより在宅における生活を継続することが困難となった場合な
ど、その事情を勘案して施設に入所することが適当と認められる者が、当該
施設（満床である場合に限る。）に入所し、併設される指定短期入所生活介
護事業所の空床を利用して地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
を受けることにより、施設の入所定員を超過する場合

 
別に厚生労働大臣が定める基準（注）を満たさない場合は、身体拘束廃止未
実施減算として、所定単位数の１００分の１０に相当する単位数を所定単位
数から減算しているか。 ◆平18厚告第126号別表7注４

該当【　有　・　無　】

７ 身体拘束
廃止未実施
減算

６ 従業者の
員数が基準
を満たさない
場合

別に厚生労働大臣が定める基準(注)を満たさない場合は、安全管理体制未
実施減算として、１日につき５単位を所定単位数から減算しているか。◆平18
厚告第126号別表7注５

 注　厚生労働大臣が定める基準  ◆平２７厚告９５第６３号の２

指定地域密着型サービ基準第１５５条第１項(事故発生の防止及び発生時
の対応)　に規定する基準に適合していること。

▶ 安全管理体制未実施減算については、指定地域密着型サービス基準第１
５５条第１項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月か
ら基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、
所定単位数から減算することとする。

なお、同項第４号に掲げる安全対策を適切に実施するための担当者は、令
和３年改正省令の施行の日から起算して６月を経過するまでの間、経過措置
として、当該担当者を設置するよう努めることとしているため、当該期間中(令
和３年９月３０日まで)、当該減算は適用しない。◆平18留意事項通知第2の8(6)
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9　栄養管理
に係る減算

該当【　有　・　無　】

10 日常生活
継続支援加
算

届出
   有　(　Ⅰ　・　Ⅱ　)
   無

▶ 経過措置により、当該減算は令和３年３月３１日まで間は、適用しない。◆
令和３年３月１５日厚生労働省告示第７３号付則

▶ 栄養管理の基準を満たさない場合の減算については、指定地域密着型
サービス基準第１３１条に定める栄養士又は管理栄養士の員数若しくは指定
地域密着型サービス基準第１４３条の２（指定地域密着型サービス基準第１６
９条において準用する場合を含む。）に規定する基準を満たさない事実が生
じた場合に、その翌々月から基準に満たさない状況が解決されるに至った月
まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることとする（ただし、翌
月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。）。◆平18留意事項通
知第2の8(7)

別に厚生労働大臣が定める施設基準(注)に適合しているものとして市長に届
け出た指定地域密着型介護老人福祉施設については、当該施設基準に掲
げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算している
か。◆平18厚告126別表7注7

栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準(注)を満たさない場合
は、１日につき１４単位を所定単位数から減算しているか。◆平18厚告第126号別
表7注６

 注　厚生労働大臣が定める基準  ◆平２７厚告９５第６３号の３

指定地域密着型サービス基準第１３１条に定める栄養士又は管理栄養士の
員数を置いていること及び指定地域密着型サービス基準第１４３条の２（指定
地域密着型サービス基準第１６９条において準用する場合を含む。）に規定
する基準のいずれにも適合していること。

　注 厚生労働大臣が定める施設基準　◆平２７厚告９６第４２号

１　日常生活継続支援加算（Ⅰ）　３６単位
(１） 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。

 （２）　次のいずれかに該当すること。

ａ 算定日の属する月の前６月間又は前１２月間における新規入所者の総
数のうち、要介護状態区分が要介護４又は要介護５の者の占める割合が１０
０分の７０以上であること。

ｂ 算定日の属する月の前６月間又は前１２月間における新規入所者の総
数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められるこ
とから介護を必要とする認知症である者の占める割合が１００分の６５以上で
あること。

ｃ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和６２年厚生省令第４９号）
第１条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入所者の１００分の
１５以上であること。

（３） 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が６又はその端数
を増すごとに１以上であること。ただし、次に掲げる規定のいずれにも適合す
る場合は、介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が７又はその
端数を増すごとに１以上であること。

ａ 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器（以
下「介護機器」という。）を複数種類使用していること。

ｂ 介護機器の使用に当たり、介護職員、看護職員、介護支援専門員その
他の職種の者が共同して、アセスメント（入所者の心身の状況を勘案し、自立
した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握
することをいう。）及び入所者の身体の状況等の評価を行い、職員の配置の
状況等の見直しを行っていること。
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ｃ 介護機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の
負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、介護機器を安全かつ有
効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員、介護支援専門
員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、
及び当該事項の実施を定期的に確認すること。

　ｉ　入所者の安全及びケアの質の確保
　ｉｉ　職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
　ｉｉｉ　介護機器の定期的な点検
　ｉｖ　介護機器を安全かつ有効に活用するための職員研修

 （４）　 定員超過・人員基準欠如に該当していないこと。

２　日常生活継続支援加算（Ⅱ）　４６単位
（１） ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過
的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算
定していること。

 （２）　 １（２）から（４）までに該当するものであること。

① 日常生活継続支援加算は、居宅での生活が困難であり、地域密着型介
護老人福祉施設への入所の必要性が高いと認められる重度の要介護状態
の者や認知症である者等を積極的に入所させるとともに、介護福祉士資格を
有する職員を手厚く配置し、質の高い地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護を提供することにより、そうした入所者が可能な限り個人の尊厳を
保持しつつ日常生活を継続することができるよう支援することを評価するもの
である。

② 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められるこ
とから介護を必要とする認知症である者」とあるのは、日常生活自立度のラン
クⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者をいう。

③ 算定日の属する月の前６月間又は前１２月間における新規入所者の総
数における要介護４又は５の者の割合及び日常生活に支障を来すおそれの
ある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である
者の割合を算出する際には、対象となる新規入所者ごとのその入所の日に
おける要介護度及び日常生活自立度の判定結果を用いること。また、届出を
行った月以降においても、毎月において直近６月間又は１２月間のこれらの
割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合につ
いては、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直
ちに第１の５の届出(※１)を提出しなければならない。

※１ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い◆平１８留意事項通知第１の

５

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加
算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させ
ることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生し
た日から加算等の算定を行わないものとする。また、この場合において、届
出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払
われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずることになることは
当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。

④ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和62年厚生省令第49号）第
１条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合については、届出日の
属する月の前４月から前々月までの３月間のそれぞれの末日時点の割合の
平均について算出すること。また、届出を行った月以降においても、毎月にお
いて前４月から前々月までの３月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合
以上であることが必要である。これらの割合については、毎月記録するものと
し、所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の５の届出(※１)を提
出しなければならない。

日常生活継続支援加算について◆平１８留意事項通知第２の８(８)
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ロ 介護機器の使用により業務効率化が図られた際、その効率化された時
間は、ケアの質の向上及び職員の負担の軽減に資する取組に充てること。

ケアの質の向上への取組については、幅広い職種の者が共同して、見守
り機器やバイタルサイン等の情報を通じて得られる入居者の記録情報等を参
考にしながら、適切なアセスメントや入居者の身体の状況等の評価等を行
い、必要に応じ、業務体制を見直すこと。

⑤ 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出する
際の入所者数については、第２の１(８)②を準用(※２)すること。また、介護福
祉士の員数については、届出日前３月間における員数の平均を、常勤換算
方法を用いて算出した値が、必要な人数を満たすものでなければならない。
さらに、届出を行った月以降においても、毎月において直近３月間の介護福
祉士の員数が必要な員数を満たしていることが必要であり、必要な人数を満
たさなくなった場合は、直ちに第１の５の届出(※１)を提出しなければならな
い。

なお、介護福祉士については、その月の前月の末日時点で資格を取得して
いる者とすること。

※２　平１８留意事項通知第２の１(８)②
人員基準上満たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は、当該年

度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる年度とする。
以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数に
よる。）。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数（小
規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護については、１日
ごとの同時に通いサービスの提供を受けた者（短期利用居宅介護費を算定
する者を含む。）の数の最大値を合計したもの）を当該前年度の日数で除して
得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第２位以下
を切り上げるものとする

⑥ 必要となる介護福祉士の数が常勤換算方法で入所者の数が７又はその
端数を増すごとに１以上である場合については、７の(４)④を準用(※３)する。

※３ 必要となる介護福祉士の数が常勤換算方法で入居者の数が７又はそ
の端数を増すごとに１以上である場合においては、次の要件を満たすこと。◆

平１８留意事項通知第２の７(４)④を準用

イ 「業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器を
複数種類使用」とは、以下に掲げる介護機器を使用することであり、少なくと
もａからｃまでに掲げる介護機器は使用することとする。その際、ａの機器は全
ての居室に設置し、ｂの機器は全ての介護職員が使用すること。

ａ 見守り機器（利用者がベッドから離れようとしている状態又は離れたこと
を感知できるセンサーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信機
能により職員に通報できる利用者の見守りに資する機器をいう。以下同じ。）
　ｂ　インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するＩＣＴ機器

ｃ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に
資するＩＣＴ機器
　ｄ　移乗支援機器

ｅ その他業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機
器
介護機器の選定にあたっては、事業所の現状の把握及び業務面において抱
えている課題の洗い出しを行い、業務内容を整理し、従業者それぞれの担う
べき業務内容及び介護機器の活用方法を明確化した上で、洗い出した課題
の解決のために必要な種類の介護機器を選定すること。

ハ 「介護機器を安全かつ有効に活用するための委員会」（以下「介護機器
活用委員会」という。）は３月に１回以上行うこと。介護機器活用委員会は、テ
レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。なお、個人情報保護
委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱
いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す
るガイドライン」等を遵守すること。

また、介護機器活用委員会には、管理者だけでなく実際にケアを行う職員
を含む幅広い職種や役割の者が参画するものとし、実際にケアを行う職員の
意見を尊重するよう努めることとする。
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⑦ 当該加算を算定する場合にあっては、提供体制強化加算は算定できな
い。

ニ 「入居者の安全及びケアの質の確保」に関する事項を実施すること。具
体的には次の事項等の実施により利用者の安全及びケアの質の確保を行う
こととする。

ａ 介護機器から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を入居者の
状態把握に活用すること。

ｂ 介護機器の使用に起因する施設内で発生したヒヤリ・ハット事例等の状
況を把握し、その原因を分析して再発の防止策を検討すること。

ホ 「職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」に関する事項を実施する
こと。具体的には、実際にケアを行う介護福祉士を含めた介護職員に対して
アンケートやヒアリング等を行い、介護機器の導入後における次の事項等を
確認し、人員配置の検討等が行われていること。
　ａ　ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないかどうか

ｂ １日の勤務の中で、職員の負担が過度に増えている時間帯がないかど
うか
　ｃ　休憩時間及び時間外勤務等の状況

ヘ 日々の業務の中で予め時間を定めて介護機器の不具合がないことを
確認する等のチェックを行う仕組みを設けること。また、介護機器のメーカー
と連携し、定期的に点検を行うこと。

ト 介護機器の使用方法の講習や介護事故又はヒヤリ・ハット事例（介護事
故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった事例をいう。）（以下「ヒ
ヤリ・ハット事例等」という。）の周知、その事例を通じた再発防止策の実習等
を含む職員研修を定期的に行うこと。

この場合の要件で入居継続支援加算を取得する場合においては、３月以
上の試行期間を設けることとする。入居者の安全及びケアの質の確保を前
提にしつつ、試行期間中から介護機器活用委員会を設置し、当該委員会に
おいて、介護機器の使用後の人員体制とその際の職員の負担のバランスに
配慮しながら、介護機器の使用にあたり必要な人員体制等を検討し、安全体
制及びケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上
で、届出をすること。なお、試行期間中においては、通常の入居継続支援加
算の要件を満たすこととする。

届出にあたり、市町村等が当該委員会における検討状況を確認できるよ
う、当該委員会の議事概要を提出すること。また、介護施設のテクノロジー活
用に関して、厚生労働省が行うケアの質や職員の負担への影響に関する調
査・検証等への協力に努めること。

Ｈ２１Ｑ＆Ａ　Vol．１　問７３
　 当該加算は介護老人福祉施設独自の加算であるため、併設・空床利用型の別を
問わず、ショートステイの利用者は含まず、本体施設である介護老人福祉施設の入
所者のみに着目して算出すべきである。

Ｈ２１Ｑ＆Ａ　Vol．１　問７４
　 併設型のショートステイと兼務している職員については、勤務実態、利用者数、
ベッド数等に基づき按分するなどの方法により、当該職員の常勤換算数を本体施設
とショートステイそれぞれに割り振った上で（例：前年度の入所者数平均が40 人の本
体施設と10 人のショートステイの間で均等に兼務している場合は常勤換算でそれぞ
れ0.8 人と0.2 人とするなど）、本体施設での勤務に係る部分のみを加算算定のため
の計算の対象とする。その際、実態として本体施設と併設のショートステイにおける
勤務時間が1：1 程度の割合で兼務している介護福祉士を本体施設のみにおいてカ
ウントするなど、勤務実態と著しく乖離した処理を行うことは認められない。
　 空床利用型のショートステイについては、ショートステイに係る業務を本体施設に
おける業務と分離して考えることは困難であるため、特に按分を行わず、本体施設
に勤務する職員として数えて差し支えない。
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Ｈ２１Ｑ＆Ａ　Vol．１　問７５
　 本体施設である介護老人福祉施設において日常生活継続支援加算を算定してい
る場合、併設するショートステイにおいてサービス提供体制強化加算の算定は可能
である。また、空床利用型ショートステイにおいても可能である。具体的には、併設型
ショートステイについては、本体施設と兼務する職員について、勤務実態、利用者
数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施
設とショートステイそれぞれに割り振った上で、ショートステイに係る職員について
サービス提供体制強化加算の算定基準を満たす場合、空床利用型ショートステイに
ついては、本体施設がサービス提供体制加算の算定要件を満たす場合に、それぞ
れ同加算を算定することができる。
　 なお、このような処理をすることにより、空床利用型のショートステイと併設型の
ショートステイで加算算定の有無や算定する加算の種類が異なる場合も生じうること
になる。
   さらに、本体施設と異なる加算を算定する場合は、空床利用型ショートステイで
あっても、本体施設とは別途、体制の届出が必要となるので留意されたい。

Ｈ２１Ｑ＆Ａ　Vol．１　問７６
　 介護福祉士の配置割合の要件については、入所者は前年度の平均、介護福祉士
の人数は直近３月間における平均を用いる。

　平成21 年4 月から加算を算定しようとする場合の算定方法は以下のとおり。
・ 原則として前月である平成21 年3 月中に届出を行うこととなるため、「届出日が属
する月の前3 月」は、平成20 年12 月、平成21年1月、同年2月の3月となる。
・ この3 月における介護福祉士の常勤換算人数の平均が、当該年度（届出日の属
する年度＝平成20 年度）の前年度である平成19 年度の入所者数の平均を６で除し
た値（端数切り上げ）以上であれば加算を算定可能。

H20.12～H21.2 介護福祉士数平均（※）　≧　H19年度入所者数平均　÷ 6　（端数
切り上げ）
（※）H20.12～H21.2 の介護福祉士数平均
＝（H20.12 介護福祉士常勤換算数＋ H21.1 介護福祉士常勤換算数＋ H21.2 介護
福祉士常勤換算数）÷３

なお、平成21 年4 月に届出を行う場合は、届出日の属する年度の前年度は平成20
年度となるため、以下の算式となる。
H21.1～H21.3 介護福祉士数平均　≧　H20 年度入所者数平均　÷　6　（端数切り上
げ）

Ｈ２１Ｑ＆Ａ　Vol．２　問３１
　 月末時点で入院中又は外泊中の入所者については､入院・外泊が長期に渡り、そ
の月において1日も当該施設を利用していないような場合を除いて、入院・外泊中の
入所者を含めて割合を算出しても差し支えない。ただし、末日において同様に入院・
外泊している入所者のうち、要介護4・5の入所者のみを含めて要介護3以下の入所
者は除くというような恣意的な取扱いは認められない。 なお、介護福祉士の配置の
基準とする前年度の平均入所者数の計算における入院・外泊の取扱いについて
は、通常の介護職員・看護職員の人員配置（3対1）の基準となる入所者数を計算す
る際に従来採用している取扱いと同様に計算すればよい。

Ｈ２７Ｑ＆Ａ　問１２２
　 算定日の属する月の前６月間又は前１２月間における新規入所者の総数におけ
る「要介護４又は５の者の割合」及び「日常生活に支障を来すおそれのある症状若し
くは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の割合」について、
前６月間で算出するか前１２月間で計算するかは事業所が選択できる。

Ｈ２７Ｑ＆Ａ　問１２３
　 前６月間で要件を満たしたものとして届出を行ったが、その後に前６月間では要件
を満たさなくなった場合であっても、前１２月間で要件を満たしていれば改めて届出を
行わなくてもよい。

Ｈ２７Ｑ＆Ａ　問１２５
　 新規入所者が１名のみであった場合には、当該１名の新規入所者の状態のみを
もって、要件の可否を判断する。
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届出
有　（ Ⅰ　Ⅱ ）
無

看護師の数

常勤　　　人

非常勤　　人
（常勤換算　　人）

准看護師の数

常勤　　　人

非常勤　　人
（常勤換算　　人）

▶ 特別養護老人ホームの空床を利用して短期入所者生活介護を行っている
場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設の入所者と短期入所者生活
介護の利用者を合算したものを「入所者」として取り扱い、一体的に加算を行
うこと。◆平18留意事項通知第2の8(9)②

イ 看護体制加算(Ⅰ)については、併設の短期入所者生活介護事業所におけ
る看護師の配置にかかわらず、地域密着型介護老人福祉施設として別に１
名以上の常勤の看護師の配置を行った場合に算定が可能である。

ロ 看護体制加算(Ⅱ)については、併設の短期入所者生活介護事業所におけ
る看護職員の配置にかかわらず、看護職員の地域密着型介護老人福祉施
設における勤務時間を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間
数（１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は３２時間を基本とす
る。）で除した数が２５又はその端数を増すごとに１以上となる場合に算定が
可能である。

▶ 短期入所生活介護の事業所を併設している場合は、短期入所生活介護事
業所とは別に、必要な数の看護職員を配置する必要がある。具体的には以
下のとおりとする。 ◆平18留意事項通知第2の8(9)①

１ 看護体制加算（Ⅰ）イ ・・・１２単位
 (1) 常勤の看護師を１名以上配置していること。
 (2) 定員超過・人員基準欠如に該当していないこと。

２ 看護体制加算（Ⅱ）イ ・・・２３単位
 (1) 看護職員を常勤換算方法で、２名以上配置していること。
(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院若

しくは診療所若しくは訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時
間連絡できる体制を確保していること。
 (3) 定員超過・人員基準欠如に該当していないこと。

別に厚生労働大臣が定める施設基準（注）に適合しているものとして市長に
届け出た指定介護老人福祉施設については、当該施設基準に掲げる区分に
従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。◆平18厚
告126別表7注８

 注 厚生労働大臣が定める施設基準　◆平２７厚告９６第４２号

11 看護体制
加算

Ｈ２７Ｑ＆Ａ　問１２６
　(入院に伴い一旦施設を退所した者が、退院後に再入所した場合、日常生活継続
支援加算の算定要件における新規入所者に含めてよいか。)
  入院中も引き続き、退院後の円滑な再入所のためにベッドの確保等を行い、居住
費等を徴収されていた者については、新規入所者には含めない。

Ｈ２７Ｑ＆Ａ　問１２７
　 老人福祉法等による措置入所者は、新規入所者に含めない。

Ｈ２７Ｑ＆Ａ　問１２８
　 日常生活継続支援加算を算定する場合には、要件の該当者のみでなく、入所者
全員に対して加算を算定できる。

Ｈ２７Ｑ＆Ａ　問１２９
　 日常生活継続支援加算の算定要件となる新規入所者の要介護度や日常生活自
立度について、入所後に変更があった場合は、入所時点の要介護度や日常生活自
立度を用いる。

R３Ｑ＆Ａ　Vol．３　問８２
　 入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算について、介護機器を使用する場
合の介護福祉士の配置要件の中で、「介護職員全員」がインカム等を使用することと
されており、介護福祉士の資格を有していない介護職員も対象に含まれる。

密着特養（従来型）(Ｒ５年７月)・城陽市　41



項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

12 夜勤職員
配置加算

届出【　有　・　無　】

13　生活機能
向上連携加
算

届出【　有　・　無　】

イ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間にお
ける連絡・対応体制（オンコール体制）に関する取り決め（指針やマニュアル
等）の整備がなされていること。

　Ｈ21Ｑ＆Ａ Vol.１　問７８
・本体施設と併設ショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断

する。
・空床利用型ショートステイについては，加算（Ⅰ），（Ⅱ）とも，本体施設において

加算の算定基準を満たしていれば加算を算定することができる。

　Ｈ21Ｑ＆Ａ Vol.１　問７９
（本体施設で加算Ⅰを算定する場合）本体施設を担当する常勤の看護師が業務

に支障のない範囲でショートステイ業務に従事することを妨げるものではない。

※　厚生労働大臣が定める基準◆平２７厚告９５第４２号の４

　イ　生活機能向上連携加算（Ⅰ）　次のいずれにも適合すること。
（１） 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業
所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士又は医師（以下この号において「理学療法士等」とい
う。）の助言に基づき、当該指定特定施設（指定居宅サービス等基準第１７４
条第１項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。）、指定地域密着型特
定施設（指定地域密着型サービス基準第１０９条第１項に規定する指定地域
密着型特定施設をいう。以下同じ。）、指定地域密着型介護老人福祉施設
（指定地域密着型サービス基準第１３０条第１項に規定する指定地域密着型
介護老人福祉施設をいう。以下同じ。）又は指定介護老人福祉施設の機能訓
練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画
の作成を行っていること。

▶ 「24時間連絡できる体制」とは、施設内で勤務することを要するものではな
く、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には施設からの緊急の呼
出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的には，以下の体制を整備
することを想定している。◆平18留意事項通知第2の8(9)④

ハ 施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、イ及びロの内容が周知さ
れていること。

▶ 看護体制加算(Ⅰ)イ及び看護体制加算(Ⅱ)イは、それぞれ同時に算定する
ことが可能である。この場合にあっては、看護体制加算(Ⅰ)イにおいて加算の
対象となる常勤の看護師についても、看護体制加算(Ⅱ)イにおける看護職員
の配置数の計算に含めることが可能である。 ◆平18留意事項通知第2の8(9)③

ロ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員
不在時の介護職員による入所者の観察項目の標準化（どのようなことが観察
されれば看護職員に連絡するか）がなされていること。

　…省略…

別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合しているものとして市長に届け出
た指定地域密着型介護老人福祉施設において、外部との連携により、入所
者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合
には、当該基準に掲げる区分に従い、（１）については、利用者の急性増悪等
により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度として、
１月につき、（２）については１月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に
加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に
おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、後記１４の「個別機
能訓練加算」を算定している場合、（１）は算定せず、（２）は１月につき１００単
位を所定単位数に算定する。◆平18厚告126別表7注11

（１）　生活機能向上連携加算（Ⅰ）　１００単位
（２）　生活機能向上連携加算（Ⅱ）　２００単位

ニ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、電話や
ＦＡＸ等により入所者の状態に関する引継を行うとともに、オンコール体制終
了時にも同様の引継を行うこと。
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(２） 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上
を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身
の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。

（３） （１）の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１
回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓
練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行って
いること。

計画に基づく機能訓練の
実施

機能訓練指導員等が理学
療法士等と連携し、訓練内
容の評価・見直しを３月ご
とに１回以上実施

①　生活機能向上連携加算（Ⅰ）
イ　生活機能向上連携加算（Ⅰ）は、指定訪問リハビリテーション事業所、指
定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療
提供施設（病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を
中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理
学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下「理学療法士等」とい
う。）の助言に基づき、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の機能訓練
指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓
練指導員等」という。）が共同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評
価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等
は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関す
る助言を行うこと。
　この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報
酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療
所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院である
こと。

ロ　個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事
業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施して
いる医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上
がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金
銭管理、服薬状況等）に関する状況について、指定訪問リハビリテーション事
業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施して
いる医療提供施設の場において把握し、又は、指定地域密着型介護老人福
祉施設の機能訓練指導員等と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用
いて把握した上で、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の機能訓練指導
員等に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合
においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況につい
て適切に把握することができるよう、理学療法士等と機能訓練指導員等で事
前に方法等を調整するものとする。

ハ　個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等
の内容を記載しなければならない。目標については、利用者又はその家族の
意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定するこ
ととし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定する
など可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。なお、個別機能訓
練計画に相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場合は、
その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとする
こと。

ロ　生活機能向上連携加算（Ⅱ）　次のいずれにも適合すること。
（１） 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業
所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、
当該指定特定施設、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人
福祉施設又は指定介護老人福祉施設を訪問し、当該施設の機能訓練指導
員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成
を行っていること。

（２） 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上
を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身
の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。

（３） （１）の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一
回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓
練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行って
いること。

生活機能向上連携加算について◆平１８留意事項通知第２の８(１３)(第２の３の２(１０)準用)
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ニ　個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を
目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身
の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供していること。

ホ　個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について
・　機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いにつ
いて、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士
等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族（以下
このホにおいて「利用者等」という。）の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬ
やＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な
対応を行うこと。
・　理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、個別
機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が利用者
又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況
等を説明していること。
　また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことがで
きるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等
の同意を得なければならないこと。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっ
ては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個
人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システ
ムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

ヘ　機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごと
に保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能である
ようにすること。

ト　生活機能向上連携加算（Ⅰ）は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練
を提供した初回の月に限り、算定されるものである。なお、イの助言に基づき
個別機能訓練計画を見直した場合には、本加算を再度算定することは可能
であるが、利用者の急性増悪等により個別機能訓練計画を見直した場合を
除き、個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月の翌月
及び翌々月は本加算を算定しない。

②　生活機能向上連携加算（Ⅱ）
イ　生活機能向上連携加算（Ⅱ）は、指定訪問リハビリテーション事業所、指
定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療
提供施設の理学療法士等が、当該指定地域密着型介護老人福祉施設を訪
問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者の身体の状況等
の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法
士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に
関する助言を行うこと。
　この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報
酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療
所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院である
こと。

ロ　個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について
・　機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いにつ
いて、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士
等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意
向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見
直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。
・　理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定地域密着型介護老人福祉施設
を訪問し、機能訓練指導員等と共同で個別機能訓練の進捗状況等について
評価した上で、機能訓練指導員等が、利用者又はその家族に対して個別機
能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録するとともに、
必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。

ハ　①ハ、ニ及びヘによること。なお、個別機能訓練加算を算定している場合
は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。
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届出【　有　・　無　】

算定【有(Ⅰ・Ⅱ)　・　無　】

機能訓練指導員名

常勤専従　【適・否】

資格

加算算定者全員の計画
【有・無】

　

計画に基づく訓練実施を記
録で確認できるか
・実施時間
・訓練内容
・担当者　等
【適・否】
開始時及び３月ごとに1回
以上の計画説明（説明記
録があるか）
【適・否】

記録は利用者ごとに保管さ
れ，に従業者が閲覧できる
状況か
【適・否】

14 個別機能
訓練加算

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、入所
者ごとに保管され、常に当該施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可
能であるようにすること。 ◆平１８留意事項通知第２の８(１２)(第2の7(6)⑤準用)

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上入所者
に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。利用者に対する説
明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとすること。ただし、
テレビ電話装置等の活用について当該利用者の同意を得なければならない
こと。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚
生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため
のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ
イン」等を遵守すること。

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職
員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者毎にその目標、実施
方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づいて行った個別
機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。 なお、個別機能訓練
計画に相当する内容を地域密着型介護老人福祉施設サービス計画の中に
記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることが
できるものとすること。

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等(※)を１名以上
配置しているものとして市長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設
において、入所者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相
談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成
し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓
練加算（Ⅰ）として、１日につき１２単位を所定単位数に加算を加算している
か。また、個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している場合であって、かつ、個別
機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に
当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な
情報を活用した場合は、個別機能訓練加算（Ⅱ）として、１月につき２０単位を
所定単位数に加算しているか。◆平18厚告126別表7注12

※ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩
マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学
療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッ
サージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上
機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)

① 個別機能訓練加算は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相
談員その他の職種の者が共同して、個別機能訓練計画に基づき、計画的に
行った機能訓練（以下、「個別機能訓練」という。）について算定する。

Ｈ３０Ｑ＆Ａ　Vol．１　問３５
　 生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所、
指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設と委託契約を締結し、業務に
必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うことになる。なお、委託
料についてはそれぞれの合議により適切に設定する必要がある。

Ｈ３０Ｑ＆Ａ　Vol．１　問３６
  生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しく
は指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提
供施設（原則として許可病床数200床未満のものに限る。）と連携する場合も算定で
きる。なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主
たる担い手として想定されている200床未満の医療提供施設に原則として限っている
趣旨や、リハビリテーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）の有効
活用、地域との連携の促進の観点から、別法人からの連携の求めがあった場合に
は、積極的に応じるべきである。

個別機能訓練加算について◆平１８留意事項通知第２の８(１４)(第2の7(6)準用)

共同による計画作成　【適・
否】

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従
事する機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の
者を１名以上配置して行うものであること。
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15　ADL維持
等加算

届出【　有　・　無　】

算定【　有(Ⅰ・Ⅱ)　・　無　】

加算【　Ⅰ　・　Ⅱ　】

□　利用者数　　　人
　（１０人以上必要）

□　ＬＩＦＥによる情報提出

□　ＡＤＬ利得値（　　　　　）
　※(Ⅰ)は１以上
　 　(Ⅱ)は２以上

　Ｈ30Ｑ＆Ａ　Vol.１　問32
　　 はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる，「理学療法
士，作業療法士，言語聴覚士，看護職員，柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師
の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事
した経験」については，要件にある以上の内容については細かく規定しないが，当然
ながら，当該はり師・きゅう師が機能訓練指導員として実際に行う業務の頻度・内容
を鑑みて，十分な経験を得たと当該施設の管理者が判断できることは必要である。

　Ｈ30Ｑ＆Ａ　Vol.１　問33
　　 はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に，実際に，理学療法士，作業療
法士，言語聴覚士，看護職員，柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を
有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験
を有することの確認は，例えば，当該はり師・きゅう師が機能訓練指導に従事した事
業所の管理者が書面でそれを証していることを確認すれば，確認として十分である。

　Ｈ18Ｑ＆Ａ Vol.１　問７７
　　 個別機能訓練を行うに当たっては，機能訓練指導員，看護職員，介護職員，生
活相談員，その他の職種が共同して個別機能訓練計画に従い訓練を行うこととして
おり，機能訓練指導員が不在の日でも算定できる。

⑥ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。
ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩ
ＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提
示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提
出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓
練計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Ｄｏ）、当該
実施内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改
善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管
理を行うこと。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその
有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

別に厚生労働大臣が定める基準(※１)に適合しているものとして市長に届け
出た指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、
評価対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間(※２)をいう。）の満了日の
属する月の翌月から１２月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従
い、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次
に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。◆平18厚告126別表7注13

（１）　ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）　３０単位
（２）　ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）　６０単位

※１　厚生労働大臣が定める基準 ◆平２７厚告９５第１６号の２

　イ　ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)
　　　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１）　評価対象者（当該事業所又は当該施設の利用期間（（２）において「評
価対象利用期間」という。）が６月を超える者をいう。以下この号において同
じ。）の総数が１０人以上であること。

(２）　評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対象
利用開始月」という。）と、当該月の翌月から起算して６月目（６月目にサービ
スの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月）に
おいてＡＤＬを評価し、その評価に基づく値（以下「ＡＤＬ値」という。）を測定し、
測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。

（３）　評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に
測定したＡＤＬ値から評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た
値を用いて一定の基準に基づき算出した値（以下「ＡＤＬ利得」という。）の平
均値が１以上であること。

　ロ　ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１）　イ（１）及び（２）の基準に適合するものであること。
（２）　評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が２以上であること。

※２　厚生労働大臣が定める期間 ◆平２７厚告９４第５６号の２

　 ＡＤＬ維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して１２月ま
での期間
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ヘ　令和３年度については、評価対象期間において次のａからｃまでの要件を
満たしている場合に、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月
（令和３年４月１日までに指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地
域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護費の注13に掲げる基準（以下こ
の①において「基準」という。）に適合しているものとして市長に届出を行う場
合にあっては、令和３年度内）に限り、ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定
できることとする。

１　２以外の者
　　・ＡＤＬ値が０以上２５以下　　　　　　３
 　 ・ＡＤＬ値が３０以上５０以下　　　　　３
　　・ＡＤＬ値が５５以上７５以下　　　　　４
　　・ＡＤＬ値が８０以上１００以下　　　　５

２　評価対象利用開始月において、初回の要介護認定（法第２７条第１項に
規定する要介護認定をいう。）があった月から起算して１２月以内である者
　　・ＡＤＬ値が０以上２５以下　　　　　　２
 　 ・ＡＤＬ値が３０以上５０以下　　　　　２
　　・ＡＤＬ値が５５以上７５以下　　　　　３
　　・ＡＤＬ値が８０以上１００以下　　　　４

ロ　大臣基準告示第16号の２イ(２)における厚生労働省へのＡＤＬ値の提出
は、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。

ハ　大臣基準告示第16号の２イ(３)及びロ(２)におけるＡＤＬ利得は、評価対象
利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から、評価対
象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値に、次の表の左欄に掲げ
る者に係る同表の中欄の評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値に応じてそ
れぞれ同表の右欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。

ニ　ハにおいてＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ＡＤＬ
利得の多い順に、上位100分の10に相当する利用者（その数に１未満の端数
が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）及び下位100分の10に相当す
る利用者（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす
る。）を除く利用者（以下この(15)において「評価対象利用者」という。）とする。

ホ　他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者
については、リハビリテーションを提供している当該他の施設や事業所と連携
してサービスを実施している場合に限り、ＡＤＬ利得の評価対象利用者に含め
るものとする。

ａ　大臣基準告示第16号の２イ(１)、(２)及び(３)並びにロ(２)の基準（イ(２)につ
いては、厚生労働省への提出を除く。）を満たすことを示す書類を保存してい
ること。

ｂ　厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩ
ＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的68介護情報システム（ＬＩ
ＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提
示について」を参照されたい。
　サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情
報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該
計画に基づく個別機能訓練の実施（Ｄｏ）、当該実施内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、
その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイク
ル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。
　提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力
の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

①　ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）について

イ　ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Ｂａｒｔｈｅｌ　Ｉｎｄｅｘを用いて
行うものとする。

ADL維持等加算について◆平１８留意事項通知第２の８(１５)
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　Ｈ30Ｑ＆Ａ　Vol.１　問38
　評価対象利用期間は指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所
を連続して６月以上利用した期間とされている。
・「連続して利用」とは，毎月１度以上利用していることである。
・「連続して６月以上利用」は評価対象期間内である必要がある。
・６月より多く連続して利用している場合は，連続しているすべての月ではなく，その
中に最初の月が最も早い６月の期間を評価対象利用期間とする。例えば，２月から
１１月まで連続利用がある場合は，２月から１１月までではなく，２月から７月までを
評価対象利用期間とする。

　R３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問３４
　　令和３年度にＡＤＬ維持等加算を算定する場合に、ＬＩＦＥを用いて提出する
Barthel Indexは合計値でよいが、令和４年度以降にＡＤＬ維持等加算を算定すること
を目的として、Barthel Indexを提出する場合は、項目ごとの値を提出する必要があ
る。

チ　令和４年度以降に加算を算定する場合であって、加算を取得する月の前
年の同月に、基準に適合しているものとして市長に届け出ている場合には、
届出の日から１２月後までの期間を評価対象期間とする。

　R３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問３５
　　 事業所又は施設において、評価対象利用期間が６月を超えるとは、サービスの
利用に当たり、６月以上のサービス提供に係る計画を策定し、支援を行っていた場
合において、計画期間の途中で当該サービスを利用していない月があったとしても、
当該月を除いて６月以上利用していれば評価対象者に含まれる。

ｃ　ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定を開始しようとする月の末日まで
に、ＬＩＦＥを用いてＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確認すること。

ト　令和３年度の評価対象期間は、加算の算定を開始する月の前年の同月
から12月後までの１年間とする。ただし、令和３年４月１日までに算定基準に
適合しているものとして市町村長に届出を行う場合については、次のいずれ
かの期間を評価対象期間とすることができる。
ａ　令和２年４月から令和３年３月までの期間
ｂ　令和２年１月から令和２年１２月までの期間

　R３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問３６
　 ・令和３年度に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始しようとする月
の前月までに、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ＡＤＬ維持等加算［申
出］の有無」について、「２ あり」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を開
始しようとする月の末日までに、ＬＩＦＥ上でＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確認
し、加算の請求届出を行うこと。

・令和４年度以降に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始しようとする
月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ＡＤＬ維持等加算
［申出］の有無」について、「２ あり」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を
開始しようとする月の末日までに、ＬＩＦＥ上でＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確
認し、加算の請求届出を行うこと。

・なお、「ＡＤＬ維持等加算［申出］の有無」について、「２ あり」と届け出たが、ＬＩＦＥで
の確認の結果、ＡＤＬ利得に係る基準を満たさなかった場合に、今後、ＡＤＬ維持等
加算を算定する意思がなければ、「ＡＤＬ維持等加算［申出］の有無」について、届出
を「１ なし」に変更すること。

　R３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問３７
　　令和３年度については、算定を開始しようとする月の前月までに申出を行うこと。
令和４年度以降に算定を開始しようとする場合は、当該算定を開始しようとする月の
前年同月に届出を行うこと。

　R３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問３８
　　各事業者がＬＩＦＥを用いてＡＤＬ利得が基準を満たすかどうかを確認するため、従
来のような国保連合会からの審査結果は送付されない。
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

16　若年性認
知症入所者
受入加算

届出【　有　・　無　】

算定【　有　・　無　】

□　認知症行動・心理症状
緊急対応加算を併せて算
定していないか。

□　担当者を確認

17　専従の常
勤の医師を
配置している
場合

届出【　有　・　無　】

　R３Ｑ＆Ａ　Vol.５　問５
　　ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index（以下「ＢＩ」という。）
を用いて行うとあるが、「一定の研修」とは、、様々な主体によって実施されるＢＩの測
定方法に係る研修を受講することや、厚生労働省において作成予定のＢＩに関する
マニュアル（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html）及びＢＩの
測定についての動画等を用いて、ＢＩの測定方法を学習することなどが考えられる。

　また、事業所は、ＢＩによる評価を行う職員を、外部・内部の理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理
することなどによりＢＩの測定について、適切な質の管理を図る必要がある。加えて、
これまでＢＩ による評価を実施したことがない職員が、はじめて評価を行う場合には、
理学療法士等の同席の下で実施する等の対応を行わねばならない。

若年性認知症利用者受入加算について  ◆平１８留意事項通知第２の８(１２)(第2の3の2(１４)
準用)

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心
に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。

　Ｈ２１Ｑ＆Ａ　Vol.１　問１０１
　　 ６５歳の誕生日の前々日までは対象である。

　Ｈ２１Ｑ＆Ａ　Vol.１　問１０２
　　 若年性認知症利用者を担当する者は、施設や事業所の介護職員の中から定め
ていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。

　Ｈ２１Ｑ＆Ａ　Vol.２　問２４
　　 個別の担当者は、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う上で
中心的な役割を果たすものであるが、当該利用者へのサービス提供時に必ずしも出
勤している必要はない。

　…省略…

　R３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問３９
　　これまでは評価対象利用開始月と、当該月から起算して６月目の値で評価してい
たが、今回の改正で評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目となったのは、
後の月が１月ずれたということである。

　R３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問４０
　　令和２年度のＡＤＬ値を遡って入力する際に、過去分のＡＤＬ値については評価者
がリハビリ担当者や介護職であり、一定の研修を受けていない場合、令和２年度分
のＡＤＬ値については、適切に評価されていると事業所又は施設が考える値であれ
ば問題ない。令和３年度以降のＡＤＬ値は、一定の研修を受けた者が測定するもの
とする。

別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合しているものとして市長に届け出
た指定地域密着型介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者（介護
保険法施行令第２条第６号に規定する初老期における認知症によって要介
護者となった入所者をいう。）に対して指定地域密着型介護老人福祉施設入
所者生活介護を行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、１日に
つき１２０単位を所定単位数に加算しているか。ただし、「認知症行動・心理症
状緊急対応加算」を算定している場合は、算定しない。◆平18厚告126別表7注１４

※　厚生労働大臣が定める基準　　◆平２７厚告９５第６４号(第１８号準用)

　　受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

18  精神科医
による療養指
導が行われ
ている場合

　□　常に、認知症である
入所数を把握すること

　□　常勤医師配置加算を
算定していないか。

□　療養指導を記録してい
るか。

19  障害者生
活支援体制
加算

届出【　有　・　無　】

算定の有無

  入院　  有　 無

  外泊　　有　 無

① 上記に規定する「認知症である入所者」とは、次のいずれかに該当する
者とすること。
イ　医師が認知症と診断した者
ロ なお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従来の「老人福祉
法による特別養護老人ホームにおける痴呆性老人等介護加算制度につい
て」（平成６年９月30日老計第131号）における認知症老人介護加算の対象者
に該当している場合は、医師の診断は必要としない。

算定【　有　・　無　】

全入所者　　　　　　　　　人
認知症である入所者　　人

　□精神科医等による月２
回以上の療養指導が必要

20 入院・外
泊の取扱い

認知症である入所者が全入所者の３分の１以上を占める指定地域密着型介
護老人福祉施設において、精神科を担当する医師による定期的な療養指導
が月に２回以上行われている場合は、１日につき５単位を所定単位数に加算
しているか。◆平18厚告126別表7注１６

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅に
おける外泊を認めた場合は、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１
日につき246単位を算定しているか。ただし、入院又は外泊の初日及び最終
日は、算定できない。 ◆平18厚告126別表7注18

①　上記のただし書きにより入院又は外泊時の費用算定について，入院時又
は外泊の期間は初日及び最終日は含まないので，連続して７泊の入院又は
外泊を伴う場合は，６日と計算されること。

（例）入院又は外泊期間：3月1日～3月8日（8日間）
3月1日　入院又は外泊の開始…所定単位数を算定
3月2日～3月7日（6日間）…１日につき246単位を算定可
3月8日　入院又は外泊の終了…所定単位数を算定

② 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は、常に、認
知症である入所者の数を的確に把握する必要があること。

⑥　入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。

精神科を担当する医師に係る加算について  ◆平１８留意事項通知第２の８(１６)

③ 「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科を標ぼうしている医療機関
において精神科を担当している医師を指すものであることが原則であるが、
過去に相当期間、精神科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の
指定を受けているなど、その専門性が担保されていると判断できる場合は算
定できる。

④ 精神科を担当する医師について、前記１７による常勤の医師に係る加算
が算定されている場合は、精神科を担当する医師に係る加算は算定されな
いものであること。

⑤ 健康管理を担当する地域密着型介護老人福祉施設の配置医師（嘱託
医）が１名であり、当該医師が精神科を担当する医師も兼ねる場合は、配置
医師として勤務する回数のうち月４回（１回あたりの勤務時間３～４時間程
度）までは加算の算定の基礎としないものであること。（例えば、月６回配置
医師として勤務している精神科を担当する医師の場合：６回－４回＝２回とな
るので、当該費用を算定できることになる。）

　…省略…

入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について  ◆平１８留意事項通知第２の
８(１８)
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

21　外泊時在
宅サービス利
用の費用の
取り扱い

算　定【　有　・　無　】

ロ 「外泊」には，入所者の親戚の家における宿泊，子供又はその家族との
旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。
ハ 外泊の期間中は，当該入所者については，居宅介護サービス費は算定
されないものであること。
ニ 「入院」の場合，必要に応じて，入退院の手続きや家族等への連絡調整，
情報提供などの業務にあたること。

① 外泊時在宅サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体の状
況に照らし、医師、看護・介護職員、生活相談員、介護支援専門員等により、
その居宅において在宅サービス利用を行う必要性があるかどうか検討するこ
と。

② 当該入所者又は家族に対し、この加算の趣旨を十分説明し、同意を得た
上で実施すること。

③ 外泊時在宅サービスの提供に当たっては、地域密着型介護老人福祉施
設の介護支援専門員が、外泊時利用サービスに係る在宅サービスの計画を
作成するとともに、従業者又は指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行
い、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自
立した日常生活を営むことができるように配慮した計画を作成すること。

④　家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましいこと。
イ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導
ロ 当該入所者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的と
して行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指
導
ハ 家屋の改善の指導
ニ 当該入所者の介助方法の指導

② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所した日
の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊の期間中にそのまま併
設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊時の費用は算
定できない。

入所者に対して居宅における外泊を認め、指定地域密着型介護老人福祉施
設が居宅サービスを提供する場合は、１月に６日を限度として所定単位数に
代えて１日につき５６０単位を算定しているか。ただし、外泊の初日及び最終
日は算定せず、注１８(入院・外泊)に掲げる単位を算定する場合は算定しな
い。◆平18厚告126別表7注19

④　入院又は外泊時の取扱い

入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について  ◆平１８留意事項通知第２の
８(１９)

③ 入所者の入院又は外泊の期間中で，かつ，入院又は外泊時の費用の算
定期間中にあっては，当該入所者が使用していたベッドを他のサービスに利
用することなく空けておくことが原則であるが，当該入所者の同意があれば，
そのベッドを短期入所生活介護に活用することは可能であること。 ただし，こ
の場合に入院又は外泊時の費用は算定できないこと。

イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって，１回の入院又は外泊で月をま
たがる場合は，最大で13泊（12日分）まで入院又は外泊時の費用の算定が
可能であること。
　（例）月をまたがる入院の場合
入院又は外泊期間：1月25日～3月8日
1月25日　入院…所定単位数算定
1月26日～1月31日（6日間）…1日につき246単位算定可
2月1日～2月6日（6日間）…1日につき246単位を算定可
2月7日～3月7日…費用算定不可
3月8日　退院…所定単位数を算定
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

22　初期加算 算定【　有　・　無　】

　Ｈ３０Ｑ＆Ａ　Vol.２　問９６
　　 外泊時費用と外泊サービス利用時の費用を月に６日ずつ１２日間算定すること
は可能

　Ｈ３０Ｑ＆Ａ　Vol.１　問９５
　　連 続する外泊で、サービスを提供していない日と提供した日がある場合は、各日
において外泊時の費用又は外泊時在宅サービス利用の費用が算定可能であるが、
それぞれの算定上限に従う。

初期加算について  ◆平１８留意事項通知第２の８(２０)

　Ｈ３０Ｑ＆Ａ　Vol.１　問９４
　　 介護老人福祉施設が提供する在宅サービスとは、介護老人福祉施設が他の
サービス事業所に委託して行う場合や、併設事業所がサービス提供を行う場合等が
考えられる。

⑦ 利用者の外泊期間中は、当該利用者の同意があれば、そのベッドを短期
入所生活介護に活用することは可能であること。この場合において外泊時在
宅サービス利用の費用を併せて算定することはできないこと。

⑤ 外泊時在宅サービス利用の費用の算定期間中は、施設の従業者又は指
定居宅サービス事業者等により、計画に基づく適切な居宅サービスを提供す
ることとし、居宅サービスの提供を行わない場合はこの加算は対象とならな
いこと。◆平18留意事項通知第２の８（１６）⑤

⑥ 加算の算定期間は、１月につき６日以内とする。また、算定方法は、平18
留意事項通知８の(１８)の①、②及び④(→入院・外泊の取扱い)を準用する。

② 「入所日から30日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行っている間
は、初期加算を算定できない。

④ 30日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、上記③
にかかわらず初期加算が算定されるものであること。 ◆平18留意事項通知第２の
８（１７）④

③　当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係
初期加算は、当該入所者が過去３月間（ただし、日常生活自立度のランク

Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去１月間とする。）の間に、当該地域
密着型介護老人福祉施設に入所したことがない場合に限り算定できることと
する。

なお、当該地域密着型介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期入
所生活介護（単独型の場合であっても指定居宅サービスに要する費用の額
の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係
る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の
制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年老企第40号）第２の１の(２)
の②に該当する場合を含む。）を利用していた者が日を空けることなく引き続
き当該施設に入所した場合（短期入所から退所した翌日に当該施設に入所し
た場合を含む。）については、初期加算は入所直前の短期入所生活介護の
利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定するものとする。

　Ｈ２３Ｑ＆Ａ　問７
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユ

ニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、双方の施設間
を異動した入所者について、初期加算の算定はできない。

入所した日から起算して30日以内の期間については，初期加算として，１日
につき所定単位数（30単位）を加算しているか。30日を超える病院又は診療
所への入院後に指定地域密着型介護老人福祉施設に再び入所した場合も，
同様に加算しているか。◆平18厚告126別表7ホ注

①　入所者については、地域密着型介護老人福祉施設へ入所した当初に
は、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日
から30日間に限って、１日につき30単位を加算すること。
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

23　再入院時
栄養連携加
算

算　定【　有　・　無　】

　□　栄養ケア計画の確認

　□　入所者又は家族の同
意

24 退所時等
相談援助加
算

算定【　有　・　無　】

　
届出【　有　・　無　】

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 管理栄養士を常勤換算方法（指定地域密着型サービス基準第二条第七
号に規定する常勤換算方法をいう。）で、入所者の数を五十で除して得た数
以上配置していること。ただし、常勤の栄養士を一名以上配置し、当該栄養
士が給食管理を行っている場合にあっては、管理栄養士を常勤換算方法で、
入所者の数を七十で除して得た数以上配置していること。

別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合するものとして市長に届け出た
指定地域密着型介護老人福祉施設において、入所者ごとの継続的な栄養管
理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、１日につき１１
単位を加算しているか。ただし、注６(栄養管理に係る減算)を算定している場
合は、算定しない。◆平18厚告126別表7チ注

※　厚生労働大臣が定める基準　◆平２７厚告９５第６５号の３

別に厚生労働大臣が定める基準(※)適合する指定地域密着型介護老人福
祉施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、
当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に
再度当該指定地域密着型介護老人福祉施設に入所(以下この注において
「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次
入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該指定地域密
着型介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士
と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき
１回を限度として２００単位を加算しているか。ただし、注６(栄養管理に係る減
算)を算定している場合は、算定しない。◆平18厚告126別表7へ注

※　厚生労働大臣が定める基準　◆平２７厚告９５第６５号の２

　定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

① 地域密着型介護老人福祉施設の入所時に経口により食事を摂取してい
た者が、医療機関に入院し、当該入院中に、経管栄養又は嚥下調整食の新
規導入となった場合であって、当該者が退院した後、直ちに再度当該地域密
着型介護老人福祉施設に入所（以下「二次入所」という。）した場合を対象と
すること。なお、嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した食事で
あって、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づくものをいう。

② 当該地域密着型介護老人福祉施設の管理栄養士が当該者の入院する
医療機関を訪問の上、当該医療機関での栄養に関する指導又はカンファレ
ンスに同席し、当該医療機関の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養
ケア計画を作成すること。

指導又はカンファレンスへの同席は、テレビ電話装置等を活用して行うこと
ができるものとする。ただし、当該者又はその家族（以下この②において「当
該者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用につ
いて当該者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用
に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者に
おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情
報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

③ 当該栄養ケア計画について、二次入所後に入所者又はその家族の同意
が得られた場合に算定すること。

25 栄養マネ
ジメント強化
加算

　…省略…

再入院時栄養連携加算について  ◆平１８留意事項通知第２の８(２１)

ロ 低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対し
て、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種
の者が共同して作成した栄養ケア計画に従い、当該入所者の栄養管理をす
るための食事の観察を定期的に行い、当該入所者ごとの栄養状態、心身の
状況及び嗜好を踏まえた食事の調整等を実施すること。
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④ 低栄養状態のリスクが、中リスク及び高リスクに該当する者に対し、管理
栄養士等が以下の対応を行うこと。

イ 基本サービスとして、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専
門員その他の職種の者が共同して作成する栄養ケア計画に、低栄養状態の
改善等を行うための栄養管理方法や食事の観察の際に特に確認すべき点
等を示すこと。

③ 当該加算における低栄養状態のリスク評価は、「リハビリテーション・個別
機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事
務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16日老認発0316第３
号、老老発0316第２号）第４に基づき行うこと。ただし、低栄養状態のリスクが
中リスク者のうち、経口による食事の摂取を行っておらず、栄養補給法以外
のリスク分類に該当しない場合は、低リスク者に準じた対応とすること。

イ 暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員が勤
務すべき時間で除することによって算出するものとし、小数点第２位以下を切
り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数
が一時的に減少した場合は、１月を超えない期間内に職員が補充されれば、
職員数が減少しなかったものとみなすこととする。

ロ 員数を算定する際の入所者数は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始
まり翌年３月３１日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる
（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。この場合、入所者数
の平均は、前年度の全入所者の延数を当該前年度の日数で除して得た数と
する。この平均入所者の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げる
ものとする。

栄養マネジメント強化加算について  ◆平１８留意事項通知第２の８(２４)

ロ 当該栄養ケア計画に基づき、食事の観察を週３回以上行い、当該入所者
の栄養状態、食事摂取量、摂食・嚥下の状況、食欲・食事の満足感、嗜好を
踏まえた食事の調整や、姿勢、食具、食事の介助方法等の食事環境の整備
等を実施すること。食事の観察については、管理栄養士が行うことを基本と
し、必要に応じ、関連する職種と連携して行うこと。やむを得ない事情により、
管理栄養士が実施できない場合は、介護職員等の他の職種の者が実施する
ことも差し支えないが、観察した結果については、管理栄養士に報告するこ
と。

なお、経口維持加算を算定している場合は、当該加算算定に係る食事の
観察を兼ねても差し支えない。

② 大臣基準第65号の３イに規定する常勤換算方法での管理栄養士の員数
の算出方法は、以下のとおりとする。なお、当該算出にあたり、調理業務の委
託先において配置される栄養士及び管理栄養士の数は含むことはできない
こと。また、給食管理を行う常勤の栄養士が１名以上配置されている場合は、
管理栄養士が、給食管理を行う時間を栄養ケア・マネジメントに充てられるこ
とを踏まえ、当該常勤の栄養士１名に加えて、管理栄養士を常勤換算方式
で、入所者の数を７０で除して得た数以上配置していることを要件とするが、
この場合における「給食管理」とは、給食の運営を管理として行う、調理管
理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理及び労働衛生管理を指す
ものであり、これらの業務を行っている場合が該当すること。なお、この場合
においても、特別な配慮を必要とする場合など、管理栄養士が給食管理を行
うことを妨げるものではない。

① 栄養マネジメント強化加算は、原則として入所者全員を対象として入所者
ごとに大臣基準第65号の３に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入
所者全員に対して算定できるものであること。

ハ ロに規定する入所者以外の入所者に対しても、食事の観察の際に変化
を把握し、問題があると認められる場合は、早期に対応していること。

ニ 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養
管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効
な実施のために必要な情報を活用していること。

ホ　定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
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26  経口移行
加算

算定【　有　・　無　】

27  経口維持
加算

算定【　有　・　無　】

28 口腔衛生
管理加算

算定【　有　・　無　】

　Ｈ27Ｑ＆Ａ　Vol.１　問１３６
　　 （一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞ
れ別施設・事業所として指定されることとなった場合について、栄養マネジメント加算
を双方の施設で算定することは可能か。）
　→　算定可能である。（平18留意事項通知第２の８（１８）③を一部改正）

　…省略…

　…省略…

別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合する指定地域密着型介護老人
福祉施設において、入所者に対し、歯科衛生士が口腔（くう）衛生の管理を
行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる単位数
を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定
している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。◆平18厚
告126別表7ル注

（１）　口腔（くう）衛生管理加算（Ⅰ）　  ９０単位
（２）　口腔（くう）衛生管理加算（Ⅱ）　１１０単位

⑤ 低栄養状態のリスクが低リスクに該当する者については、④ロに掲げる
食事の観察の際に、あわせて食事の状況を把握し、問題点がみられた場合
は、速やかに関連する職種と情報共有し、必要に応じて栄養ケア計画を見直
し、見直し後の計画に基づき対応すること。

　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問９０
　　 運営基準における栄養管理、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善
加算の算定にあたって多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関
与及び配置は必須ではなく、必要に応じて行うものである。

ニ 当該入所者が退所し、居宅での生活に移行する場合は、入所者又はそ
の家族に対し、管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を行うこと。ま
た、他の介護保険施設や医療機関に入所（入院）する場合は、入所中の栄養
管理に関する情報（必要栄養量、食事摂取量、嚥下調整食の必要性（嚥下食
コード）、食事上の留意事項等）を入所先（入院先）に提供すること。

　Ｈ21Ｑ＆Ａ Vol.２　問５
　　（ 栄養マネジメント加算，経口移行加算，経口維持加算）
　多職種共同で計画を立案する必要があるが，歯科医師の関与及び配置は必須で
はなく，必要に応じて行うものである。

⑥ 大臣基準第65号の３ニに規定する厚生労働省への情報の提出について
は、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等について
は、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並び
に事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情
報を活用し、利用者の状態に応じた栄養ケア計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画
に基づく支援の提供（Ｄｏ）、当該支援内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を
踏まえた当該計画の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイク
ル）により、サービスの質の管理を行うこと。

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力
の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

ハ 食事の観察の際に、問題点が見られた場合は、速やかに関連する職種
と情報共有を行い、必要に応じて栄養ケア計画を見直し、見直し後の計画に
基づき対応すること。
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① 口腔衛生管理加算については、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が
施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行い、当該入所者に係る口腔清掃
等について介護職員へ具体的な技術的助言及び指導をした場合において、
当該入所者ごとに算定するものである。

② 当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する場合において
は、当該サービスを実施する同一月内において医療保険による訪問歯科衛
生指導の実施の有無を入所者又はその家族等に確認するとともに、当該
サービスについて説明し、その提供に関する同意を得た上で行うこと。

※　厚生労働大臣が定める基準　◆平２７厚告９５第６９号

　イ　口腔（くう）衛生管理加算（Ⅰ）
　　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１） 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び
指導に基づき、入所者の口腔（くう）衛生等の管理に係る計画が作成されてい
ること。
（２） 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔（くう）衛
生等の管理を月２回以上行うこと。
（３） 歯科衛生士が、（１）における入所者に係る口腔（くう）衛生等の管理に
ついて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。
（４） 歯科衛生士が、（１）における入所者の口腔（くう）に関する介護職員か
らの相談等に必要に応じ対応すること。
（５）　定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

ロ　口腔（くう）衛生管理加算（Ⅱ）
　　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１）　イ（１）から（５）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
（２） 入所者ごとの口腔（くう）衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出
し、口腔（くう）衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔（くう）衛
生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

口腔衛生管理加算について  ◆平１８留意事項通知第２の８(２７)

③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔衛生の管理を
行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点
（ただし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に
対する口腔衛生の管理を行うにあたり配慮すべき事項とする。）、当該歯科
衛生士が実施した口腔衛生の管理の内容、当該入所者に係る口腔清掃等に
ついて介護職員への具体的な技術的助言及び指導の内容及びその他必要
と思われる事項に係る記録（以下「口腔衛生管理に関する実施記録」とい
う。）を別紙様式１を参考として作成し、当該施設に提出すること。当該施設
は、当該口腔衛生管理に関する実施記録を保管するとともに、必要に応じて
その写しを当該入所者に対して提供すること。

④ 当該歯科衛生士は、介護職員から当該入所者の口腔に関する相談等に
必要に応じて対応するとともに、当該入所者の口腔の状態により医療保険に
おける対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供されるよ
う当該歯科医師及び当該施設への情報提供を行うこと。

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。
ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩ
ＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提
示について」を参照されたい。

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情
報を活用し、入所者の状態に応じた口腔衛生の管理の内容の決定（Ｐｌａｎ）、
当該決定に基づく支援の提供（Ｄｏ）、当該支援内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その
評価結果を踏まえた当該支援内容の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイク
ル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力
の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

⑥ 本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する
月であっても算定できるが、訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月
においては、訪問歯科衛生指導料が３回以上算定された場合には算定でき
ない。
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29 療養食加
算

③ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が行われてい
る場合にあっては，経口移行加算又は経口維持加算を併せて算定すること
が可能である。

④ 上記の療養食の摂取の方法については，経口又は経管の別を問わない
こと。

　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問８４
　　 口腔衛生管理体制加算の算定に当たって作成することとなっている「口腔衛生
管理体制計画」については、施設ごとに計画を作成することになる。

療養食加算について  ◆平１８留意事項通知第２の８(２９)

ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提
供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準（注２）に適合する指定
地域密着型介護老人福祉施設において行われているもの。

注２  厚生労働大臣が定める基準  ◆平２７厚告９５第３５号

定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

① 療養食の加算については，入所者の病状等に応じて，主治の医師より入
所者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事箋に基づき，利用者
等告示（平２７厚告９４）に示された療養食が提供された場合に算定すること。
なお，当該加算を行う場合は，療養食の献立表が作成されている必要がある
こと。

次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして市長に届け出た指定地域
密着型介護老人福祉施設が，別に厚生労働大臣（注１）が定める療養食を提
供したときは，１日につき３回を限度として、６単位を加算しているか。◆平18
厚告126別表7ヲ注

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

 
届出【　有　・　無　】

算定【　有　・　無　】

注１　厚生労働大臣が定める基準　◆平２７厚告９４第４７号

疾病治療の直接手段として，医師の発行する食事せんに基づき提供された
適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食，腎臓病食，肝臓病食，胃潰瘍
食，貧血食，膵臓病食，脂質異常症食，痛風食及び特別な場合の検査食

　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問９６
　　 施設と雇用関係にある歯科衛生士（常勤、非常勤を問わない）または協力歯科
医療機関等に属する歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。
　ただし、算定にあたっては、協力歯科医療機関等の歯科医師の指示が必要であ
る。

　Ｈ３０Ｑ＆Ａ　Vol.１　問７７
　　 口腔衛生管理加算は、一人の歯科衛生士が、利用者ごとに口腔ケアを行うこと
が必要である。

　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問９７
　　 歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月２回以上実施されている場合に算定
できることとされており、月途中からの入所であっても、月２回以上口腔衛生等の管
理が実施されていない場合には算定できない。

　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問９８
　　 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月２回以上実施
されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理
を行った場合は２回分の実施ではなく、１回分の実施となる。

② 加算の対象となる療養食は，疾病治療の直接手段として，医師の発行す
る食事箋に基づいて提供される利用者の年齢，病状等に対応した栄養量及
び内容を有する治療食（糖尿病食，腎臓病食，肝臓病食，胃潰瘍食（流動食
は除く。），貧血食，膵臓病食，脂質異常症食，痛風食及び特別な場合の検
査食をいうものであること。
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30　配置医
師緊急医師
時対応加算

届出【　有　・　無　】

算定【　有　・　無　】

別に厚生労働大臣が定める施設基準(※)に適合しているものとして市長に届
け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、当該指定地域密着型
介護老人福祉施設の配置医師(指定地域密着型サービス基準第131条第1項
第1号に規定する医師をいう。以下この注において同じ。)が当該指定地域密
着型介護老人福祉施設の求めに応じ、早朝(午前6時から午前8時までの時
間をいう。以下この注において同じ。)、夜間(午後6時から午後10時までの時
間をいう。以下この注において同じ。)又は深夜(午後10時から午前6時までの
時間をいう。以下この注において同じ。)に当該指定地域密着型介護老人福
祉施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録
した場合は、診療が行われた時間が早朝又は夜間の場合は1回につき６５０
単位、深夜の場合は1回につき１，３００単位を加算しているか。ただし、看護
体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。◆平18厚告126別表7ワ注

⑨　高度肥満症に対する食事療法について
高度肥満症（肥満度が＋70％以上又はBMI（BodyMassIndex）が35以上）に

対して食事療法を行う場合は，脂質異常症食に準じて取り扱うことができるこ
と。

⑩　特別な場合の検査食について
特別な場合の検査食とは，潜血食をいう他，大腸Ｘ線検査・大腸内視鏡検

査のために特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は，「特別な場合の
検査食」として取り扱って差し支えないこと。

⑧　貧血食の対象となる入所者等について
療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は，血中ヘモグロビ

ン濃度が10g／dl以下であり，その原因が鉄分の欠乏に由来するものである
こと。

⑪　脂質異常症食の対象となる入所者等について
療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は，空腹時定

常状態におけるLDL-コレステロール値が140mg／dl以上である者又はHDL-
コレステロール値が40mg／dl未満若しくは血清中性脂肪値が150mg／dl以上
である者であること。

⑤　減塩食療法等について
心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は，腎臓病食に準じて取り扱う

ことができるものであるが，高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は，加
算の対象とはならないこと。

また，腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食について
は，総量6.0ｇ未満の減塩食をいうこと。

⑥　肝臓病食について
肝臓病食とは，肝庇護食，肝炎食，肝硬変食，閉鎖性黄疸食（胆石症及び

胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合を含む。）等をいうこと。

⑦　胃潰瘍食について
十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこと。手術前

後に与える高カロリー食は加算の対象としないが，侵襲の大きな消化管手術
の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は，療養食の加算が
認められる。

また，クローン病，潰瘍性大腸炎等により，腸管の機能が低下している入所
者等に対する低残さ食については，療養食として取り扱って差し支えないこ
と。

　Ｈ２１Ｑ＆Ａ　Vol.２　問１０
　　 療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療
法により、血液検査の数値が改善された場合でも、医師が疾病治療の直接手段とし
て脂質異常症食にかかる食事せんの発行の必要性を認めなくなるまで算定できる。

　Ｈ３０Ｑ＆Ａ　Vol.１　問８２
　　 (10時や15時に提供されたおやつは１食に含まれるか)。
     ⇒　おやつは算定対象に含まれない。

　Ｈ３０Ｑ＆Ａ　Vol.１　問８３
　 　(濃厚流動食のみの提供の場合は、３食として理解してよいか。)
    ⇒　１日給与量の指示があれば、２回で提供しても３回としてよい。
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31 看取り介
護加算

届出【　有　・　無　】

32 在宅復帰
支援機能加
算

算定【　有　・　無　】

33 在宅・入
所相互利用
加算

算定【　有　・　無　】

34 小規模拠
点集合型施
設加算

該当【　有　・　無　】

35 認知症専
門ケア加算

届出【　有　・　無　】

36 認知症行
動・心理症状
緊急対応加
算

算定【　有　・　無　】

37　褥瘡マネ
ジメント加算

届出【　有　・　無　】

③ 施設が診療を依頼した時間、配置医師が診療を行った時間、内容につい
て記録を行わなければならない。

　…省略…

　…省略…

　…省略…

　…省略…

⑤ 算定に当たっては、配置医師と施設の間で、緊急時の注意事項や病状
等についての情報共有の方法、曜日や時間帯ごとの医師との連携方法や診
察を依頼するタイミング等に関する取り決めを事前に定めることにより、24 時
間配置医師による対応又はその他の医師の往診による対応が可能な体制を
整えることとする。

　…省略…

　…省略…

④ 早朝・夜間（深夜を除く）とは、午後６時から午後10 時まで又は午前６時
から午前８時までとし、深夜の取扱いについては、午後10 時から午前６時ま
でとする。なお、診療の開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、
当該加算を算定すること。診療時間が長時間にわたる場合に、加算の対象と
なる時間帯における診療時間が全体の診療時間に占める割合がごくわずか
な場合においては、当該加算は算定できない。

② 配置医師緊急時対応加算の算定については、事前に氏名等を届出た配
置医師が実際に訪問し診察を行ったときに限り算定できる。

① 配置医師緊急時対応加算は、入所者の看護・介護に当たる者が、配置
医師に対し電話等で直接施設への訪問を依頼し、当該配置医師が診療の必
要性を認めた場合に、可及的速やかに施設に赴き診療を行った場合に算定
できるものであり、定期的ないし計画的に施設に赴いて診療を行った場合に
は算定できない。ただし、医師が、死期が迫った状態であると判断し、施設の
職員と家族等に説明したうえで、当該入所者が死亡した場合について、早朝
や日中の診療終了後の夜間に施設を訪問し死亡診断を行うことを事前に決
めている場合には、この限りでない。

※　厚生労働大臣が定める施設基準　◆平２７厚告９６第４４号の２

イ 入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯
ごとの医師との連絡方法、診療を依頼する場合の具体的状況等について、
配置医師と当該指定地域密着型介護老人福祉施設の間で具体的な取決め
がなされていること。
ロ 複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医
師が連携し、施設の求めに応じ２４時間対応できる体制を確保していること。

　…省略…

配置医師緊急医師時対応加算について  ◆平１８留意事項通知第２の８(２８)
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38　排せつ支
援加算

届出
　有(　Ⅰ　・　Ⅱ　・　Ⅲ　)
　無

別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合しているものとして市長に届け出
た指定地域密着型介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの排せ
つに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次
に掲げる所定単位数を加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。◆

平18厚告126別表7ナ注

（１）　排せつ支援加算（Ⅰ）　　１０単位
（２）　排せつ支援加算（Ⅱ）　　１５単位
（３）　排せつ支援加算（Ⅲ）　　２０単位

ハ　排せつ支援加算（Ⅲ）
イ（１）から（３）まで並びにロ（２）（一）及び（二）に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

※　厚生労働大臣が定める基準 ◆平２７厚告９５第７１号の３

イ　排せつ支援加算（Ⅰ）
　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１） 入所者又は利用者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師
又は医師と連携した看護師が施設入所時又は利用開始時に評価し、その後
少なくとも六月に一回評価するとともに、その評価結果等の情報を厚生労働
省に提出し、排せつ支援の実施に当たって、当該情報その他排せつ支援の
適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
（２） （１）の評価の結果、排せつに介護を要する入所者又は利用者であっ
て、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれるものにつ
いて、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、当該入
所者又は利用者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支
援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施していること。
（３） （１）の評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者又は利用者ごとに
支援計画を見直していること。

ロ　排せつ支援加算（Ⅱ）
　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１）　イ（１）から（３）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
（２）　次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
（一） イ（１）の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施
設入所時又は利用開始時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一
方が改善するとともにいずれにも悪化がないこと。
（二） イ（１）の評価の結果、施設入所時又は利用開始時におむつを使用し
ていた者であって要介護状態の軽減が見込まれるものについて、おむつを使
用しなくなったこと。

排せつ支援加算について  ◆平１８留意事項通知第２の８(３７)

①　排せつ支援加算は、排せつ支援の質の向上を図るため、多職種の共同
により、入所者が排せつに介護を要する要因の分析を踏まえた支援計画の
作成（Ｐｌａｎ）、当該支援計画に基づく排せつ支援の実施（Ｄｏ）、当該支援内
容の評価（Ｃｈｅｃｋ）とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し（Ａｃｔｉｏｎ）と
いったサイクル（以下この(37)において「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継
続的に排せつ支援の質の管理を行った場合に加算するものである。

②　排せつ支援加算（Ⅰ）は、原則として入所者全員を対象として入所者ごと
に大臣基準第71号の３に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者
全員（排せつ支援加算（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定する者を除く。）に対して算定でき
るものであること。

③　本加算は、全ての入所者について、必要に応じ適切な介護が提供されて
いることを前提としつつ、さらに特別な支援を行うことにより、施設入所時と比
較して排せつの状態が改善することを評価したものである。したがって、例え
ば、施設入所時において、入所者が尿意・便意を職員へ訴えることができる
にもかかわらず、職員が適時に排せつを介助できるとは限らないことを主た
る理由としておむつへの排せつとしていた場合、支援を行って排せつの状態
を改善させたとしても加算の対象とはならない。
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⑧　大臣基準第71号の３イ(２)の「排せつに介護を要する入所者」とは、要介
護認定調査の際に用いられる「認定調査員テキスト2009改訂版（平成30年４
月改訂）」の方法を用いて、排尿又は排便の状態が、「一部介助」若しくは「全
介助」と評価される者又はおむつを使用している者をいう。

⑨　大臣基準第71号の３イ(２)の「適切な対応を行うことにより、要介護状態
の軽減が見込まれる」とは、特別な支援を行わなかった場合には、当該排尿
若しくは排便又はおむつ使用にかかる状態の評価が不変又は低下となること
が見込まれるものの、適切な対応を行った場合には、排尿又は排便の状態
の少なくとも一方が改善又はおむつ使用ありから使用なしに改善すること、あ
るいは、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、かつ、おむつ使用
ありから使用なしに改善することが見込まれることをいう。

⑩　支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象
者が排せつに介護を要する要因を多職種が共同して分析し、それに基づい
て、別紙様式６(略)の様式を用いて支援計画を作成する。要因分析及び支援
計画の作成に関わる職種は、④の評価を行った医師又は看護師、介護支援
専門員、及び支援対象の入所者の特性を把握している介護職員を含むもの
とし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、生活機能の状態等に応じ薬
剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜加える。なお、地域密
着型介護福祉施設サービスにおいては、支援計画に相当する内容を施設
サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって支援計画の作成に
代えることができるものとするが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区
別できるようにすること。

⑪　支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画
を、個々の入所者の特性に配慮しながら個別に作成することとし、画一的な
支援計画とならないよう留意する。また、支援において入所者の尊厳が十分
保持されるよう留意する。

⑫　当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、入所者
又はその家族に対し、排せつの状態及び今後の見込み、支援の必要性、要
因分析並びに支援計画の内容、当該支援は入所者又はその家族がこれらの
説明を理解した上で支援の実施を希望する場合に行うものであること、及び
支援開始後であってもいつでも入所者又はその家族の希望に応じて支援計
画を中断又は中止できることを説明し、入所者及びその家族の理解と希望を
確認した上で行うこと。

⑬　大臣基準第71号の３イ(３)における支援計画の見直しは、支援計画に実
施上の問題（排せつ支援計画の変更の必要性、関連職種が共同して取り組
むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに実施すること。
その際、ＰＤＣＡの推進及び排せつ支援の質の向上を図る観点から、ＬＩＦＥへ
の提出情報及びフィードバック情報を活用すること。

④　大臣基準第71号の３イ(１)の評価は、別紙様式６(略)を用いて、排尿・排
便の状態及びおむつ使用の有無並びに特別な支援が行われた場合におけ
るそれらの３か月後の見込みについて実施する。

⑤　大臣基準第71号の３イ(１)の施設入所時の評価は、大臣基準第71号の３
イ(１)から(３)までの要件に適合しているものとして市長に届け出た日の属す
る月及び当該月以降の新規入所者については、当該者の施設入所時に評
価を行うこととし、届出の日の属する月の前月以前から既に入所している者
（以下「既入所者」という。）については、介護記録等に基づき、施設入所時に
おける評価を行うこと。

⑥　④又は⑤の評価を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容を
支援の開始前に医師へ報告することとする。また、医師と連携した看護師が
④の評価を行う際、入所者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合等
は、医師へ相談することとする。

⑦　大臣基準第71号の３イ(１)の評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥ
を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学
的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処
理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
　提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力
の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。
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⑭　排せつ支援加算（Ⅱ）は、排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たす施設
において、施設入所時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が
改善し、かつ、いずれにも悪化がない場合又はおむつ使用ありから使用なし
に改善した場合に、算定できることとする。

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問１０３
　(排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定要件について、終日おむつを使用していた入
所者が、夜間のみのおむつ使用となった場合は、排せつ状態の改善と評価して差し
支えないか。)
   ⇒　おむつの使用がなくなった場合に、排せつ状態の改善と評価するものであり、
おむつの使用が終日から夜間のみになったとしても、算定要件を満たすものではな
い。

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.１０　問２
　　科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ
支援加算については、算定要件として、サービスの利用を開始した日の属する月
や、サービスの提供を終了する日の属する月の翌月１０日までに、ＬＩＦＥへの情報提
出を行っていただくこととしている。
　・当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院等によ
る 30 日未満のサービス利用の中断については、当該中断の後、当該サービスの利
用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時やサービス利用
開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えない。
　・一方、長期間の入院等により、30 日以上、当該サービスの利用がない場合は、
加算の算定要件であるサービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その
後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用開
始時の情報提出が必要となる。

※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算、自立
支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算
※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算

⑮　排せつ支援加算（Ⅲ）は、排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たす施設
において、施設入所時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が
改善し、いずれにも悪化がなく、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善し
た場合に、算定できることとする。

⑯　排せつ支援加算（Ⅳ）は、令和３年３月３１日において、令和３年度改定
前の排せつ支援加算に係る届出を行う施設について、今後ＬＩＦＥを用いた情
報の提出に切り替えるよう必要な検討を行うことを前提に、経過措置として、
令和３年度末まで、従前の要件での算定を認めるものである。

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問１０１
　(排せつ状態が自立している入所者又は排せつ状態の改善が期待できない入所者
についても算定が可能なのか。)
   ⇒　排せつ支援加算(Ⅰ)は、事業所単位の加算であり、入所者全員について排せ
つ状態の評価を行い、ＬＩＦＥを用いて情報の提出を行う等の算定要件を満たしてい
れば、入所者全員が算定可能である。

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問１０２
　(排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定要件について、リハビリパンツや尿失禁パッド
等の使用は、おむつの使用に含まれるのか。)
   ⇒　使用目的によっても異なるが、リハビリパンツの中や尿失禁パッドを用いた排
せつを前提としている場合は、おむつに該当する。
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39　自立支援
促進加算 届出【　有　・　無　】

別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合しているものとして市長に届け出
た指定地域密着型介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの自立
支援を行った場合は、１月につき３００単位を加算しているか。◆平18厚告126別
表7ラ注

① 自立支援促進加算は、入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの
質の向上を図るため、多職種共同による、入所者が自立支援の促進を要す
る要因の分析を踏まえた支援計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該支援計画に基づく自
立支援の促進（Ｄｏ）、当該支援内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）とその結果を踏まえた
当該支援計画の見直し（Ａｃｔｉｏｎ）といったサイクル（以下この(38)において「Ｐ
ＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的に入所者の尊厳を保持し、自立支援
に係る質の管理を行った場合に加算するものである。

② 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ、適切な介護が提供され
ていることを前提としつつ、介護保険制度の理念に基づき、入所者が尊厳を
保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、特
に必要な支援を実施していることを評価するものである。

このため、医師が、定期的に、全ての入所者に対する医学的評価及びリ
ハビリテーション、日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施するととも
に、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種が、医学的
評価、アセスメント及び支援実績に基づき、特に自立支援のための対応が必
要とされた者について、生活全般において適切な介護を実施するための包括
的な支援計画を策定し、個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持
に資する取組や本人を尊重する個別ケア、寝たきり防止に資する取組、自立
した生活を支える取組、廃用性機能障害に対する機能回復・重度化防止の
ための自立支援の取組などの特別な支援を行っている場合に算定できるも
のである。なお、本加算は、画一的・集団的な介護又は個別的ではあっても
画一的な支援計画による取組を評価するものではないこと、また、リハビリ
テーションや機能訓練の実施を評価するものではないことから、個別のリハビ
リテーションや機能訓練を実施することのみでは、加算の対象とはならないこ
と。

③ 本加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第
71号の４に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して
算定できるものであること。

④ 大臣基準第71号の４イの自立支援に係る医学的評価は、医師が必要に
応じて関連職種と連携し、別紙様式７を用いて、当該時点における自立支援
に係る評価に加え、特別な支援を実施することによる入所者の状態の改善可
能性等について、実施すること。

※　厚生労働大臣が定める基準 ◆平２７厚告９５第７１号の４

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、
その後少なくとも６月に１回医学的評価の見直しを行うとともに、その医学的
評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、自立支援の促進に当たって、
当該情報その他自立支援の適切かつ有効な促進のために必要な情報を活
用していること。
ロ イの医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ご
とに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共
同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施し
ていること。
ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに支援計画
を見直していること。
ニ　医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加していること。

自立支援促進加算について  ◆平１８留意事項通知第２の８(３８)

⑤ 大臣基準第71号の４ロの支援計画は、関係職種が共同し、別紙様式７
(略)を用いて、訓練の提供に係る事項（離床・基本動作、ＡＤＬ動作、日々の
過ごし方及び訓練時間等）の全ての項目について作成すること。作成にあ
たっては、④の医学的評価及び支援実績等に基づき、個々の入所者の特性
に配慮しながら個別に作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留
意すること。
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⑨ 大臣基準第第71号の４ニの評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥ
を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学
的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処
理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力
の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

⑥ 当該支援計画の各項目は原則として以下のとおり実施すること。その
際、入所者及びその家族の希望も確認し、入所者の尊厳が支援に当たり十
分保持されるように留意すること。
ａ 寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐために、離床、座位保持又は立ち上
がりを計画的に支援する。
ｂ 食事は、本人の希望に応じ、居室外で、車椅子ではなく普通の椅子を用い
る等、施設においても、本人の希望を尊重し、自宅等におけるこれまでの暮ら
しを維持できるようにする。食事の時間や嗜好等への対応について、画一的
ではなく、個人の習慣や希望を尊重する。
ｃ 排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシーに配慮
したトイレを使用することとし、特に多床室においては、ポータブルトイレの使
用を前提とした支援計画を策定してはならない。
ｄ 入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法に
ついても、個人の習慣や希望を尊重すること。
ｅ 生活全般において、入所者本人や家族と相談し、可能な限り自宅での生
活と同様の暮らしを続けられるようにする。
ｆ リハビリテーション及び機能訓練の実施については、本加算において評価
をするものではないが、④の評価に基づき、必要な場合は、入所者本人や家
族の希望も確認して施設サービス計画の見直しを行う。

⑦ 大臣基準第71号の４ロにおいて、支援計画に基づいたケアを実施する際
には、対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。

⑧ 大臣基準第71号の４ハにおける支援計画の見直しは、支援計画に実施
上に当たっての課題（入所者の自立に係る状態の変化、支援の実施時にお
ける医学的観点からの留意事項に関する大きな変更、関連職種が共同して
取り組むべき事項の見直しの必要性等）に応じ、必要に応じた見直しを行うこ
と。

その際、ＰＤＣＡの推進及びケアの向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情
報とフィードバック情報を活用すること。

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.２　問４１
　本加算については、原則として一般浴槽での入浴を行う必要があるが、感染症等
の特段の考慮すべき事由により、関係職種が共同して支援計画を策定する際、やむ
を得ず、特別浴槽での入浴が必要と判断した場合は、その旨を本人又は家族に説
明した上で、実施することが必要である。

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問１００
　既に施設に入所している入所者については、入所時の介護記録等にて評価が可
能であれば、施設入所時の情報を提出していただきたいが、やむを得ず仮に提出が
できない場合であっても、加算の算定ができなくなるものではない。

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.１０　問２
　　科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ
支援加算については、算定要件として、サービスの利用を開始した日の属する月
や、サービスの提供を終了する日の属する月の翌月１０日までに、ＬＩＦＥへの情報提
出を行っていただくこととしている。
　・当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院等によ
る 30 日未満のサービス利用の中断については、当該中断の後、当該サービスの利
用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時やサービス利用
開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えない。
　・一方、長期間の入院等により、30 日以上、当該サービスの利用がない場合は、
加算の算定要件であるサービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その
後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用開
始時の情報提出が必要となる。

※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算、自立
支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算
※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算
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　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.１０　問４
　本加算の目的にある「入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上
を図ること」とは、これまで、
— 寝たきりや不活発等に伴う廃用性機能障害は、適切なケアを行うことにより、回復
や重度化防止が期待できること
— 中重度の要介護者においても、離床時間や座位保持時間が長い程、ＡＤＬが改善
すること
等が示されており（※）さらに、日中の過ごし方を充実したものとすることで、本人の
生きがいを支援し、生活の質を高めていくこと、さらには、機能障害があってもＡＤＬ
およびＩＡＤＬを高め、社会参加につなげていくことが重要である。
・介護保険は、尊厳を保持し、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むこと
ができるよう、必要なサービス提供することを目的とするものであり、本加算は、これ
らの取組を強化し行っている施設を評価することとし、多職種で連携し、「尊厳の保
持」、「本人を尊重する個別ケア」、「寝たきり防止」、「自立生活の支援」等の観点か
ら作成した支援計画に基づき、適切なケアを行うことを評価することとしたものであ
る。
※ 第185回社会保障審議会介護給付費分科会資料123ページ等を参照
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000672514.pdf

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.１０　問５
　「個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組」とは、
・具体的には、要介護状態となる以前の生活にどれだけ近づけるかという観点から、
個々の入所者や家族の希望を聴取し、支援計画を作成し、計画に基づく取組を行う
など本人を尊重する個別ケア等により、入所者や家族の願いや希望に沿った、人生
の最期までの尊厳の保持に資する取組を求めるものである。
・なお、個々の入所者の希望の確認にあたっては、改善の可能性等を詳細に説明す
る必要があり、例えば、入所者がおむつを使用している状態に慣れて、改善の可能
性があるにも関わらず、おむつの使用継続を希望しているような場合は、本加算で
求める入所者や家族の希望とはいえないことに留意が必要である。

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.１０　問６
　　(支援計画の実施にあたっては、原則として「寝たきりによる廃用性機能障害を防
ぐために、離床、座位保持又は立ち上がりを計画的に支援する」こととされるが、具
体的にはどのような取組が求められるのか。また、離床時間の目安はあるか。)
⇒　・具体的には、廃用性機能障害は、基本的に回復が期待できるものであることを
踏まえ、いわゆる「寝たきり」となることを防止する取組を実施するにあたり、計画的
に行う離床等の支援を一定時間実施することを求めるものである。
・したがって、治療のための安静保持が必要であることやターミナルケア等を行って
いることなど医学的な理由等により、やむを得ずベッド離床や座位保持を行うべきで
はない場合を除き、原則として、全ての入所者がベッド離床や座位保持を行っている
ことが必要である。
・なお、
— 具体的な離床時間については、高齢者における離床時間と日常生活動作は有意
に関連し、離床時間が少ない人ほど日常生活動作の自立度が低い傾向にある（※）
とのデータ等もあることを参考に、一定の時間を確保すること
— 本人の生きがいを支援し、生活の質を高めていく観点から、離床中行う内容を具
体的に検討して取り組むこと
も重要である。
※ 第185回社会保障審議会介護給付費分科会資料123ページを参照
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000672514.pdf

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.１０　問７
　 　(支援計画の実施にあたっては、原則として「食事の時間や嗜好等への対応につ
いて、画一的ではなく、個人の習慣や希望を尊重する」こととされるが、具体的には
どのような取組が求められるのか。)
    ⇒　　・具体的には、入所者が要介護状態となる以前の生活にどれだけ近づける
かという観点から、
— 個人の習慣や希望を踏まえた食事の時間の設定
— 慣れ親しんだ食器等の使用
— 管理栄養士や調理員等の関係職種との連携による、個人の嗜好や見栄え等に配
慮した食事の提供
など、入所者毎の習慣や希望に沿った個別対応を行うことを想定している。
・また、
— 経管栄養といった医学的な理由等により、ベッド離床を行うべきではない場合を除
き、ベッド上で食事をとる入所者がいないようすること
— 入所者の体調や食欲等の本人の意向等に応じて、配膳・下膳の時間に配慮する
ことといった取組を想定している。
・なお、衛生面に十分配慮のうえ、本人の状況を踏まえつつ、調理から喫食まで 120
分以内の範囲にできるように配膳することが望ましいが、結果的に喫食出来なかっ
た場合に、レトルト食品の常備食を提供すること等も考えられること。
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

40　科学的介
護推進体制
加算

届出【　有　・　無　】
別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合しているものとして市長に届け出
た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し指定地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に
従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算しているか。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加
算は算定しない。◆平18厚告126別表7ム注

（１）　科学的介護推進体制加算（Ⅰ）　４０単位
（２）　科学的介護推進体制加算（Ⅱ）　５０単位

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.１０　問１０
　(支援計画の実施にあたっては、原則として「生活全般において、入所者本人や家
族と相談し、可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにする」とされ
るが、具体的にはどのような取組を行うことが求められるのか。)
    ⇒　　・個々の入所者や家族の希望等を叶えるといった視点が重要であり、例え
ば、
— 起床後着替えを行い、利用者や職員、家族や来訪者とコミュニケーションをとるこ
と
— 趣味活動に興じることや、本人の希望に応じた外出をすること
等、本人の希望等を踏まえた、過ごし方に対する支援を行うことを求めるものであ
る。例えば、認知症の利用者においても、進行に応じて、その時点で出来る能力によ
り社会
 参加することが本人の暮らしの支援につながると考えられる。
・なお、利用者の居室について、本人の愛着ある物（仏壇や家具、家族の写真等）を
持ち込むことにより、本人の安心できる環境づくりを行うとの視点も重要であり、特
に、認知症の利用者には有効な取組であると考えられる。

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.１０　問９
　　(支援計画の実施にあたっては、原則として「入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴
槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重すること」
とされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。)
    ⇒　　・尊厳の保持の観点から、すべての入所者が、特別浴槽でなく、個人浴槽等
の一般浴槽で入浴していることが原則である。やむを得ず、特別浴槽（個人浴槽を
除く。）を利用している入所者がいる場合についても、一般浴槽を利用する入所者と
同様であるが、
— 入浴時間を本人の希望を踏まえた時間に設定することや
— 本人の希望に応じて、流れ作業のような集団ケアとしないため、例えば、マンツー
マン入浴ケアのように、同一の職員が居室から浴室までの利用者の移動や、脱衣、
洗身、着衣等の一連の行為に携わること
— 脱衣所や浴室において、プライバシーの配慮に十分留意すること等の個人の尊厳
の保持をより重視したケアを行うことが必要である。
・また、自立支援の観点から、入所者の残存能力及び回復可能性のある能力に着
目したケアを行うことが重要である。
・なお、重度の要介護者に対して職員１人で個浴介助を行う場合には技術の習得が
必要であり、事業所において組織的に研修等を行う取組が重要である。なお、両側
四肢麻痺等の重度の利用者に対する浴室での入浴ケアは２人以上の複数の職員
で行うことを想定している。

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.１０　問８
　(支援計画の実施にあたっては、原則として「排せつは、入所者ごとの排せつリズム
を考慮しつつ、プライバシーに配慮したトイレを使用すること」とされているが、具体
的にはどのような取組が求められるのか。)
    ⇒　　・排せつは、プライバシーへの配慮等の観点から本来はトイレで行うもので
あり、要介護状態であっても、適切な介助により、トイレで排せつを行える場合も多い
ことから、多床室におけるポータブルトイレの使用は避けることが望ましい。
・このため、本加算は、日中の通常のケア（※）において、多床室でポータブルトイレ
を使用している利用者がいないことを想定している。
※ 通常のケアではないものとして、特定の入所者について、在宅復帰の際にポータ
ブルトイレを使用するため、可能な限り多床室以外での訓練を実施した上で、本人
や家族等も同意の上で、やむを得ず、プライバシー等にも十分に配慮して一時的に
ポータブルトイレを使用した訓練を実施する場合が想定される。
 ・なお、「入所者ごとの排せつリズムを考慮」とは、
— トイレで排せつするためには、生理的な排便のタイミングや推定される膀胱内の残
尿量の想定に基づき、入所者ごとの排せつリズムを考慮したケアを提供することが
必要であり、全ての入所者について、個々の利用者の排せつケアに関連する情報等
を把握し、支援計画を作成し定期的に見直すことや、
・入所者に対して、例えば、おむつ交換にあたって、排せつリズムや、本人の QOL、
本人が希望する時間等に沿って実施するものであり、こうした入所者の希望等を踏
まえず、夜間、定時に一斉に巡回してすべての入所者のおむつ交換を一律に実施
するような対応が行われていないこと。
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

□　LIFEによる情報提供
　・ＡＤＬ値
　・栄養状態
　・口腔機能
　・認知症
　・その他の利用者の心
身
　の状況等に係る基本
的な
　情報

□　情報の活用

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問１６
　　要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」と
されていれるが、「やむを得ない場合」とは、例えば、通所サービスの利用者につい
て、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊
急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場
合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出ができなかった
場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。
　・また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者につ
いて、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合
等であっても、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは
可能である。
　・ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必
要がある。

ロ　科学的介護推進体制加算（Ⅱ）
　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１） イ（１）に規定する情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報
を、厚生労働省に提出していること。
（２） 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当
たって、イ（１）に規定する情報、（１）に規定する情報その他サービスを適切
かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

①　科学的介護推進体制加算は、原則として入所者全員を対象として、入所
者ごとに大臣基準第71号の５に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の
入所者全員に対して算定できるものであること。

②　大臣基準第71号の５イ(１)及びロ(１)の情報の提出については、ＬＩＦＥを用
いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的
介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理
手順及び様式例の提示について」を参照されたい。

③　施設は、入所者に提供する施設サービスの質を常に向上させていくた
め、計画（Ｐｌａｎ）、実行（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）のサイクル（ＰＤ
ＣＡサイクル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、
その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の
取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本
加算の算定対象とはならない。

※　厚生労働大臣が定める基準　◆平２７厚告９５第７１号の５

　イ　科学的介護推進体制加算（Ⅰ）
　　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１） 入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔（くう）機能、認知症の状況その
他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出して
いること。
（２） 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当
たって、（１）に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するため
に必要な情報を活用していること。

科学的介護推進体制加算について  ◆平１８留意事項通知第２の８(３９)

イ　入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを
提供するための施設サービス計画を作成する（Ｐｌａｎ）。

ロ　サービスの提供に当たっては、施設サービス計画に基づいて、入所者の
自立支援や重度化防止に資する介護を実施する（Ｄｏ）。

ハ　ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同し
て、施設の特性やサービス提供の在り方について検証を行う（Ｃｈｅｃｋ）。

ニ　検証結果に基づき、入所者の施設サービス計画を適切に見直し、施設全
体として、サービスの質の更なる向上に努める（Ａｃｔｉｏｎ）。

④　提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能
力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

41　安全対策
体制加算

届出【　有　・　無　】

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問１７
　　ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力
いただくが、ＬＩＦＥのシステムにはその一部を匿名化した情報が送られるため、個人
情報を収集するものではない。そのため、加算の算定に係る同意は必要ではあるも
のの、情報の提出自体については、利用者の同意は必要ない。

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.５　問４
　　・「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務
処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16日老老発0316第４号）にお
いてお示しをしているとおり、評価等が算定要件において求められるものについて
は、それぞれの加算で求められる項目（様式で定められた項目）についての評価等
が必要である。
　　・ただし、同通知はあくまでもＬＩＦＥへの提出項目をお示ししたものであり、利用者
又は入所者の評価等において各加算における様式と同一のものを用いることを求め
るものではない。
　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.１０　問２
　　科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ
支援加算については、算定要件として、サービスの利用を開始した日の属する月
や、サービスの提供を終了する日の属する月の翌月１０日までに、ＬＩＦＥへの情報提
出を行っていただくこととしている。
　・当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院等によ
る 30 日未満のサービス利用の中断については、当該中断の後、当該サービスの利
用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時やサービス利用
開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えない。
　・一方、長期間の入院等により、30 日以上、当該サービスの利用がない場合は、
加算の算定要件であるサービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その
後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用開
始時の情報提出が必要となる。

※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算、自立
支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算
※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.１０　問３
　　サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合に
ついて、加算の要件である情報提出は、当該利用者の死亡した月における情報を、
サービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死亡により、把握できな
い項目があった場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支えない。

別に厚生労働大臣が定める施設基準(※)に適合しているものとして市長に届
け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着
型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合、安全対策体制加算とし
て、入所初日に限り２０単位を加算しているか。◆平18厚告126別表7ウ注

※　厚生労働大臣が定める施設基準　◆平２７厚告９６第４５号の２

　イ　指定地域密着型サービス基準第１５５条第１項に規定する基準に適合し
ていること。
　ロ　指定地域密着型サービス基準第１５５条第１項第４号に規定する担当者
が安全対策に係る外部における研修を受けていること。
　ハ　当該指定地域密着型介護老人福祉施設内に安全管理部門を設置し、
組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。

安全対策体制加算について  ◆平１８留意事項通知第２の８(４０)

　安全対策体制加算は、事故発生の防止のための指針の作成・委員会の開
催・従業者に対する研修の実施及びこれらを適切に実施するための担当者
の配置を備えた体制に加えて、当該担当者が安全対策に係る外部の研修を
受講し、組織的に安全対策を実施する体制を備えている場合に評価を行うも
のである。
　安全対策に係る外部の研修については、介護現場における事故の内容、
発生防止の取組、発生時の対応、施設のマネジメント等の内容を含むもので
あること。令和３年10月31日までの間にあっては、研修を受講予定（令和３年
４月以降、受講申込書等を有している場合）であれば、研修を受講した者とみ
なすが、令和３年10月31日までに研修を受講していない場合には、令和３年
４月から10月までに算定した当該加算については、遡り返還すること。
　また、組織的な安全対策を実施するにあたっては、施設内において安全管
理対策部門を設置し、事故の防止に係る指示や事故が生じた場合の対応に
ついて、適切に従業者全員に行き渡るような体制を整備していることが必要
であること。

密着特養（従来型）(Ｒ５年７月)・城陽市　68



項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

42 サービス
提供体制強
化加算

届　出
有（　Ⅰ　・　Ⅱ　・　Ⅲ　）
無
職員の割合の算出は、常
勤換算方法により前年度
（３月を除く）の平均で算出
【算出結果の記録　有　・
無　】

■介護職員の総数　　人
　
　①介護福祉士の数
人
　
　②勤続１０年以上の
　　介護福祉士の数
人
　
　
　　　　　割合　　　　　％

■看護・介護職員の総数
　　　　　　　　　　　　　人

　　常勤職員の数　　人
　　　　　　割合　　　　％

■直接提供職員(介護従
業者)の数
人

　　勤続年数７年以上の
数
　　　　　　　　　　　　　人

　　　　　　割合　　　　％
勤務表【　適　・　否　】
資格証【　適　・　否　】
雇用契約書等
【　適　・　否　】
履歴書【　適　・　否　】

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　２２単位
（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）　１８単位
（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）　　６単位

　
別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合しているものとして市長に届け出
た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し指定地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に
従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算しているか。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加
算は算定しない。また、日常生活継続支援加算を算定している場合は、算定
しない。◆平18厚告126別表7ヰ注

イ　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１）　次のいずれかに適合すること。
（一） 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福
祉士の占める割合が１００分の８０以上であること。
（二） 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、勤続年
数十年以上の介護福祉士の占める割合が１００分の３５以上であること。
（２） 提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の
向上に資する取組を実施していること。
（３）　定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

ロ　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１） 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福
祉士の占める割合が１００分の６０以上であること。
（２）　イ（３）に該当するものであること。

ハ　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１）　次のいずれかに適合すること。
（一） 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福
祉士の占める割合が１００分の５０以上であること。
（二） 指定地域密着型介護老人福祉施設の看護・介護職員の総数のうち、
常勤職員の占める割合が１００分の７５以上であること。
（三） 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を入所者に直接
提供する職員の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が１００分
の３０以上であること。
（２）　イ（３）に該当するものであること。

※　厚生労働大臣が定める基準◆平２７厚告９５第７２号

※年度（４月～翌年２月）の
職員の割合数値を３月に
確認の上、翌年度加算算
定の可否を判断している
か。（算定不可の場合は加
算体制届出を行うこと）

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.２　問３９
　　・本加算は、安全対策担当者が、施設における安全対策についての専門知識等
を外部における研修において身につけ、自施設での事故防止検討委員会等で共有
を行い、施設における安全管理体制をより一層高める場合に評価することとしてい
る。
　　・外部の研修としては、介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時
の対応、施設のマネジメント等の内容を含むものであり、関係団体（公益社団法人全
国老人福祉施設協議会、公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日
本慢性期医療協会等）等が開催する研修を想定している。

　　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.２　問４０
　　(安全対策体制加算は、算定要件を満たす施設がサービス提供を行う場合に、入
所者につき入所初日に限り算定できるところ、施設が算定要件を満たすに至った場
合に、既に入所している入所者に対して算定することは可能か。)
    ⇒　安全対策体制加算の算定要件を満たしている状態で新たに入所者を受け入
れる場合に、入所時に限り算定するものであるため、算定要件を満たした後に新規
で受け入れた入所者に対してのみ算定可能である。
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項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

サービス提供体制強化加算について　◆平18留意事項通知第2の8(41)①(第2の2(16)④から⑦
まで、４(18)②及び5(16)②並びに7(17)③準用)及び②

▶　職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３
月を除く。）の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たな
い事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、
届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を用
いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者につ
いては、４月目以降届出が可能となるものであること。
　なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程
修了者については、各月の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を
修了している者とすること。◆平１８留意事項通知第２の２（１６）④

▶　上記ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３
月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければなら
ない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下
回った場合については、直ちに届出を提出しなければならない。◆平１８留意事
項第２の２(１６)⑤

▶　勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとす
る。◆平１８留意事項通知第２の２（１６）⑥

▶　勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同
一法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等にお
いてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めること
ができるものとする。◆平１８留意事項通知第２の２（１６）⑥

▶　平１８留意事項通知第２の４（１８)② 　…省略…

▶　なお、この場合の地域密着型老人福祉施設の職員に係る常勤換算にあっ
ては，利用者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は
含まれるが，請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に従事している時間
を用いても差し支えない。◆平１８留意事項第２の５(１６)②

▶　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を入所者に直接提供する
職員とは、生活相談員、介護職員、看護職員又は機能訓練指導員として勤
務を行う職員を指すものとする。◆平１８留意事項第２の８（４１）②

　Ｈ２１Ｑ＆Ａ　Vol.１　問６
　　 産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年
数に含めることができる。

▶　提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の向上
に資する取組については、サービスの質の向上や利用者の尊厳の保持を目
的として、事業所として継続的に行う取組を指すものとする。
（例）
・　ＬＩＦＥを活用したＰＤＣＡサイクルの構築
・　ＩＣＴ・テクノロジーの活用
・　高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経
理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供）等による役割分
担の明確化
・　ケアに当たり、居室の定員が２以上である場合、原則としてポータブルトイ
レを使用しない方針を立てて取組を行っていること
実施に当たっては、当該取組の意義・目的を職員に周知するとともに、適時
のフォローアップや職員間の意見交換等により、当該取組の意義・目的に
則ったケアの実現に向けて継続的に取り組むものでなければならない。 ◆平
１８留意事項第２の７(１７)③
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43 介護職員
処遇改善加
算

 
届出
有　（ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ　Ⅴ）
無

（２） 当該事業所において、（１）の賃金改善に関する計画、当該計画に係る
実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した
介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、市長に届け
出ていること。

　Ｒ３Ｑ＆Ａ　Vol.３　問１２６
　サービス提供体制強化加算における、勤続１０年以上の介護福祉士の割合に係る
要件については、 介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年
数が１０年以上の者の割合を要件としたものであり、介護福祉士の資格を取得して
から１０年以上経過していることを求めるものではないこと。
　「同一法人等での勤続年数」の考え方について、 同一法人等（※）における異なる
サービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種（直接処遇を行う職種に限
る。）における勤続年数、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であっ
て、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営し
ていると認められる場合の勤続年数は通算することができる。
 （※）同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体と
して行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれ
る。

（１） 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善に要する費用の見込額が
介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策
定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

イ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。

※  厚生労働大臣が定める基準 ◆平２７厚告９５第７３号(第４８号準用)

　Ｈ21Ｑ＆Ａ Vol.１　問７７
　　 本体施設と併設のショートステイを兼務している職員については、勤務実態、利
用者数、ベット数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本
体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについ
て割合を算出し、加算の算定の可否を判断することが望ましい。ただし、大多数の職
員が特養と併設ショートステイを均等に兼務しているような場合は、本体施設と
ショートステイで一体的に算出した職員の割合を、本体施設とショートステイの両方
について用いても差し支えない。 また、実態として本体施設のみに勤務している職
員を本体施設のみでカウントすることは差し支えないが、実態として本体施設と
ショートステイを兼務している職員を本体施設かショートステイいずれか一方のみに
おいてカウントするなど、勤務実態と乖離した処理を行うことは認められない。

【経過措置：令和３年３月１５日厚生労働省告示第７３号付則第２条】
令和３年３月３１日において現に改正前の介護職員処遇改善加算に係る届

出を行っている事業所にあって、改正後の介護職員処遇改善加算に係る届
出を行っていないものにおける介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処
遇改善加算（Ⅴ）の算定については、令４年３月３１日までの間は、なお従前
の例によることができる。

(1)　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　    前記3から42までにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
(2)　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　  前記3から42までにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
(3)　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　    前記3から42までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
(4)　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　    (3)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
(5)　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
　    (3)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合している介護職員の賃金の改
善等を実施しているものとして市長に届け出た指定地域密着型介護老人福
祉施設が，入所者に対し，指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護を行った場合には，当該基準に掲げる区分に従い，令和６年３月３１日まで
の間((4)及び(5)については、次に掲げる単位数を所定単位数に加算している
か。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次
に掲げるその他の加算は算定しない。
　◆平18厚告126別表7ノ注
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年度最終支払月の翌々月
の末日までに実績報告書
を提出

（４）　当該事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実
績を市長に報告すること。

（５） 算定日が属する月の前１２月間において、労働基準法、労働者災害補
償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関す
る法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

（３） 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を
図るために介護職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直
すことはやむを得ないが、その内容について市長に届け出ること。

（８）　（２）の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処遇改善の内
容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要する
費用の見込額を全ての職員に周知していること。

ロ　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）　イ（１）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで
及び（８）に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ハ　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）　次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。

（１）　イ（１）から（６）まで及び（８）に掲げる基準に適合すること。
（２）　次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
　（一）　次に掲げる要件の全てに適合すること。
　　ａ　介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員
の賃金に関するものを含む。）を定めていること。
　　ｂ　ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知している
こと。
　（二）　次に掲げる要件の全てに適合すること。
　　ａ　介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係
る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
　　ｂ　ａについて、全ての介護職員に周知していること。

介護職員処遇改善加算について  ◆平18留意事項通知第２の８(４２)(第２の２(１７)準用)

（６）　当該事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。

（７）　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
　（一）　介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職
員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。
　（二）　（一）の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知し
ていること。
　（三）　介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に
係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
　（四）　（三）について、全ての介護職員に周知していること。
　（五）　介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の
基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
　（六）　（五）について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知しているこ
と。

介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改善
加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加
算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
(令和４年度分)」(令和4年6月21日老発0621第1号厚生労働省老健局長通
知、一部改正(令和5年3月1日老発0301第1号、令和5年3月17日老発0317第
4号))は、令和4年9月30日をもって廃止されましたが、令和４年度の実績報告
書まで適用されます。
また、令和５年度以降の処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算に
係る届出については、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善
加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並び
に事務処理手順及び様式例の提示について」(令和5年3月1日老発0321第2
号厚生労働省老健局長通知)が適用されますので、参照してください。
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44　介護職員
等特定処遇
改善加算

届　出
有（Ⅰ・Ⅱ）　・　無

別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合している介護職員等の賃金の
改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定地域密着型介護老人
福祉施設が、利用者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの可算を算定し
ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。◆平18厚告
126別表7オ注

（1）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）
　前記３から４２までにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
（2）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）
　前記３から４２までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数

　(一）　経験・技能のある介護職員のうち１人は、賃金改善に要する費用の見
込額が月額８万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額４４０万円以
上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額で
あることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りで
ないこと。

Ｈ２７Ｑ＆Ａ　Vol.２　問４０
　 処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を
上回ることであり、事業所（法人）全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部
の介護職員を対象としない（たとえば、一時金で処遇改善を行う場合、支給日まで在
籍する者のみに支給する等）ことは可能。
　　ただし、この場合を含め、事業者は、賃金改善の対象者、支払の時期、要件、賃
金改善額等について、計画書等に明記し、職員に周知すること。又介護職員から加
算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の
内容について書面を用いる等わかりやすく説明すること。

Ｈ２７Ｑ＆Ａ　Vol.２　問４９
　介護職員であれば、派遣職員であっても処遇改善加算の対象とすることは可能。
賃金改善を行う方法等について、派遣元と相談した上で、介護職員処遇改善計画や
介護職員処遇改善実績報告書について、対象となる派遣労働者を含めて作成する
こと。

Ｈ２４Ｑ＆Ａ　Vol.１ 問２２７(抜粋)
　　 計画については特に基準等を設けておらず、計画期間は必ずしも賃金改善実施
期間と合致しなくても良い。

　（三）　介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の賃金改善に要する
費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の
見込額の平均の２倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃
金額が介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の平均賃金額を上回ら
ない場合はその限りでないこと。

　（四）　介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額４４０万
円を上回らないこと。

（２）　当該事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期
間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載し
た介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市町村
長に届け出ていること。

　（二）　指定認知症対応型共同生活介護事業所における経験・技能のある
介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員（経験・技
能のある介護職員を除く。）の賃金改善に要する費用の見込額の平均を上
回っていること。

※別に厚生労働大臣が定める基準　◆平成２７厚告９５第７３号の２(第４８号の２準用)

イ　介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
　　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(１)　介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれ
にも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇
改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画
に基づき適切な措置を講じていること。
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年度最終支払月の翌々月
の末日までに実績報告書
を提出

日常生活継続支援加算
【有（Ⅰ・Ⅱ）　・　無　】

サービス提供強化加算
【有（Ⅰ・Ⅱ）　・　無  】

介護職員処遇改善加算
【　Ⅰ　・　Ⅱ　・　Ⅲ　】

　Ｈ３１Ｑ＆Ａ　VOL.１　問１
介護職員等特定処遇改善加算については、

　・現行の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までを取得していること
　・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に監視、複数の取組を行っていること
　・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じ
た見える化を行っていること

を満たす事業所が取得できることから、勤続１０年以上の介護福祉士がいない場合
であっても取得可能である。

介護職員等特定処遇改善加算について  ◆平18留意事項通知第２の８(４４)(第２の２(１９)準
用)

　Ｈ３１Ｑ＆Ａ　VOL.1　問３
事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用し、
　・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況
　・賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容
を公表することも可能である。

（７）　（２）の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容
（賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。）及び当該職員の
処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。

（８）　（７）の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切
な方法により公表していること。

ロ　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）　イ（１）から（４）まで及び（６）から
（８）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改善
加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加
算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
(令和４年度分)」(令和4年6月21日老発0621第1号厚生労働省老健局長通
知、一部改正(令和5年3月1日老発0301第1号、令和5年3月17日老発0317第
4号))は、令和4年9月30日をもって廃止されましたが、令和４年度の実績報告
書まで適用されます。
また、令和５年度以降の処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算に
係る届出については、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善
加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並び
に事務処理手順及び様式例の提示について」(令和5年3月1日老発0321第2
号厚生労働省老健局長通知)が適用されますので、参照してください。

（６）　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員処
遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを算定していること。

（５）　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費の注７の日常生活継
続支援加算（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護費におけるサービス提供体制強化加算（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）のいずれか
を届け出ていること。

（３）　介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す
ること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の
継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準（本加算による賃金改善分
を除く。）を見直すことはやむを得ないが、その内容について市長に届け出る
こと。

（４）　当該事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善
に関する実績を市長に報告すること。
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　Ｒ３Ｑ＆Ａ　VOL.１　問２２
　　賃金改善の見込額と前年度の介護職員の賃金の総額との比較については、改
善加算及び特定加算による収入額を上回る賃金改善が行われていることを確認す
るために行うものであり、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したことに
より、前年度の介護職員の賃金の総額が基準額として適切でない場合は、「これに
より難い合理的な理由がある場合」に該当するものである。
　　このような場合の推計方法について、例えば、前年度の介護職員の賃金の総額
は、
— 退職者については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、前年度
在籍していなかったものと仮定した場合における賃金総額を推定する
— 新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、
前年度在籍したものと仮定した場合における賃金総額を推定する
等が想定される。

　Ｒ１Ｑ＆Ａ　VOL.２　問３
　　特定加算（Ⅰ）は、原則、計画書策定時点において、サービス提供体制強化加算
等を算定している等、介護福祉士の配置等要件を満たしていることが必要である。
一方で、計画書策定時点では算定していないものの、特定加算（Ⅰ）の算定に向け、
介護福祉士の配置等要件を満たすための準備を進め、特定加算の算定開始時点
で、介護福祉士の配置等要件を満たしていれば算定することが可能である。

　Ｈ３１Ｑ＆Ａ　VOL.1　問５
　 経験・技能のある介護職員については、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、
各事業所の裁量において設定することとなり、処遇改善計画書及び実績報告書にお
いて、その基準設定の考え方について記載することとしている。

　Ｈ３１Ｑ＆Ａ　VOL.1　問６
　 月額８万円の処遇改善の計算に当たっては、介護職員等特定処遇改善加算にも
よる賃金改善分で判断するため、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分
とは分けて判断することが必要である。

　Ｈ３１Ｑ＆Ａ　VOL.1　問１０
   その他の職種の４４０万円の基準についての非常勤職員の給与の計算に当たっ
ては、常勤換算方法で計算し、賃金額を判断することが必要である。

　Ｈ３１Ｑ＆Ａ　VOL.1　問１５
・ 法人単位での取扱いについては、
・ 月額８万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平
均賃金（４４０万円）以上となる者を設定・確保
・ 経験・技能のある介護職員、他の介護職員、その他の職種の設定が可能である。
・ また、法人単位で月額８万円の処遇改善となる者等の設定・確保を行う場合、法
人で一人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要である。なお、
事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合は、実態把握に当たり
その合理的理由を説明することにより、設定の人数から除くことが可能である。
・ なお、取得区分が（Ⅰ）、（Ⅱ）と異なる場合であっても、介護職員等特定処遇改善
加算の取得事業所間においては、一括の申請が可能である（未取得事業所や処遇
改善加算の非対象サービスの事業所、介護保険制度外の事業所については一括し
た取扱いは認められない。）。

　Ｈ３１Ｑ＆Ａ　VOL.1　問４
「勤続10年の考え方」については、
　・勤続年数を計算するに当たり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等で
の経験等も通算する
　・すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、１０
年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする
など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。

密着特養（従来型）(Ｒ５年７月)・城陽市　75



項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

届　出
有　・　無

年度最終支払月の翌々月
の末日までに実績報告書
を提出

介護職員処遇改善加算
【　Ⅰ　・　Ⅱ　・　Ⅲ　】

45　介護職員
等ベースアッ
プ等支援加
算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善
等を実施しているものとして市長に届け出た指定地域密着型通所介護事業
所が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、前記３から
４２までにより算定した単位数の１０００分の１６に相当する単位数を所定単
位数に加算しているか。◆平18厚告126別表7ク注

※　厚生労働大臣が定める基準　◆◆平成２７厚告９５第７３号の３(第４８号の３準用)

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ　介護職員その他の職員の賃金改善について、賃金改善に要する費用の
見込額が介護職員等ベースアップ等支援加算の算定見込額を上回り、か
つ、介護職員及びその他の職員のそれぞれについて賃金改善に要する費用
の見込額の三分の二以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充
てる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じて
いること。

ロ　指定地域密着型通所介護事業所において、賃金改善に関する計画、当
該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改
善の計画等を記載した介護職員等ベースアップ等支援計画書を作成し、全て
の職員に周知し、市長に届け出ていること。

ハ　介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額に相当する賃金改善を実
施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事
業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準（本加算による賃金改
善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが、その内容について市長に届け
出ること。

ニ　当該指定地域密着型通所介護事業所において、事業年度ごとに当該事
業所の職員の処遇改善に関する実績を市長に報告すること。

ホ　地域密着型通所介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)まで
のいずれかを算定していること。

ヘ　ロの届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善に要する費用
の見込額を全ての職員に周知していること。

　　具体的には、
— 勤続１０年の者が前年度１０人働いていたが、前年度末に５人退職し
— 勤続１年目の者を今年度当初に５人採用した場合には、
 仮に、勤続年数が同一の者が全て同職であった場合、前年度、
— 勤続１０年の者は５人在籍しており、
— 勤続１年の者は１５人在籍していたものとして、
 賃金総額を推計することが想定される。

※表省略(表は、介護保険最新情報Vol.941「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆
Ａ（Vol.１）（令和３年３月19日）」p15に掲載されています。)

　Ｒ３Ｑ＆Ａ　VOL.１　問２４
    職員の退職等のやむを得ない事情により、配分ルールを満たすことが困難になっ
た場合は、実績報告にあたり、合理的な理由を求めることとすること。（令和２年度実
績報告書においては、申出方法は問わないが、令和３年度においては、「介護職員
処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事
務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16日老発0316第４号）でお
示しした実績報告書（様式３－１）の「⑥その他」に記載されたい。）

・なお、その場合でも、特定加算による収入額を上回る賃金改善が必要である。

密着特養（従来型）(Ｒ５年７月)・城陽市　76



項　　　目 評価 備　　　考点　　検　　内　　容

介護職員等ベースアップ等支援加算について◆平18留意事項通知第２の８(４３)(第２の２の(１
８)準用)

介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知（「介護職
員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアッ
プ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提
示について(令和４年度分)」(令和4年6月21日老発0621第1号厚生労働省老
健局長通知、一部改正(令和5年3月1日老発0301第1号、令和5年3月17日老
発0317第4号))は、令和4年9月30日をもって廃止されましたが、令和４年度の
実績報告書まで適用されます。
また、令和５年度以降の処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算に
係る届出については、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善
加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並び
に事務処理手順及び様式例の提示について」(令和5年3月1日老発0321第2
号厚生労働省老健局長通知)が適用されますので、参照してください。

　指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する
費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発第0331005号・老
振発第0331005号・老老発第0331018号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知)

　　＜施行法＞

　介護保険法施行法(平成9年法律第124号)

　　＜施行規則＞

　介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)

　　＜省令＞

  指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準(平成18年厚生労働省令第34号)

　　＜通知＞
　指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発
第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連
名通知)

　　＜平18厚告126＞

　　＜平18留意事項通知＞

　指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第126号)

■根拠規定・通知等の名称は次のように略して記載

　　＜条例＞

　城陽市指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年城陽市条例第7号)

　　＜規則＞
　城陽市指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則(平成25年城陽市規則第
4号)

　　＜要綱＞

　城陽市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する要綱(平
成30年4月1日施行)

　　＜法＞

　介護保険法(平成9年法律第123号)
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